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序　　文





 
 

序序  文文  

  

本学の大学院は、昭和 53（1978）年に開設された医学研究科博士課程に始まります。この時の目

的は、「学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて文化の進展に寄与すること」とされ、

「専攻分野について、医学研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその

基礎となる豊かな学識を養う」ことを目標としてきました。 

一方、わが国の大学院については、様々な課題が指摘されてきました。これに対して、中央教育審

議会から、大学院の実質化ならびにグロ－バル化を推進することを目的に「新時代の大学院教育－国

際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－」（平成17年9月5日）、続いて「グロ－バル化社会の

大学院教育～世界の多様な分野で大学院修了者が活躍するために～」（平成23年1月31日）という

２つの答申が示されました。その後、これらの答申の進捗状況を踏まえて、「未来を牽引する大学院

教育改革「社会と協働した「知のプロフェッショナル」の育成」（平成27年9月15日）、さらに「2040

年を見据えた大学院教育のあるべき姿」（平成31年1月22日）が公表されました。各大学では、こ

れらを参考に大学院改革を進めております。 

本学においては、1)大学院組織と指導教員の体制整備、2) 選択必修コ－ス(実用実験医学特別講

義、最新医学特別講義)による体系的なプログラムの組み立て、3) 専門医養成を目標とするがんプ

ロフェショナル養成プランへの参画、4) 社会人および外国人選抜枠の設置、5) 学位審査の適正化

および透明性の確保、6) 秋入学制度の導入、7) 卒後臨床研修と大学院履修が同時に可能な臨床研

修プログラム（研究マインド育成自由選択プログラム）の導入、8）指導教員資格の見直し、等々の

改革を実行してまいりました。 

また、本学では平成18 年(2006)4 月に保健医療学部が開設され、平成22 年（2010 年）に保健医

療学部から初めての卒業生が誕生するのにあわせて、大学院修士課程が設置されました。その目指す

ところは、「広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度

の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うこと」であり、「建学の理念」に基づい

て描かれた「埼玉医科大学の期待する医療人像」にふさわしい人材を育成し、社会に送り出すことを

通じて、世の中の保健、医療、福祉の向上に寄与する、という本学の目標を具体化したものです。 

本学の医学研究科ならびに看護学研究科の修士課程は、これまで順調に発展してきました。今後

も、研究に専念できる環境整備、経済的支援、研究指導および支援体制の強化などに取り組み、質の

高い大学院教育に務めていきたいと考えます。大学における研究の一翼を担う大学院生ならびに学

位取得者の今後の活躍に大きな期待を寄せております。 

令和8年度の入学生を心から歓迎し、皆さんが所期の目的を達成することを祈念いたします。 

令和8年4月    

学長  竹内 勤 
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埼玉医科大学の教育方針





埼埼玉玉医医科科大大学学のの教教育育方方針針  

１１．．埼埼玉玉医医科科大大学学のの教教育育方方針針  

（１）建学の理念 

埼玉医科大学は以下の建学の理念の下、1972 年に毛呂山の地に創立されました。 

【建学の理念】  

第 1. 生命への深い愛情と理解と奉仕に生きるすぐれた実地臨床医家の育成 

第 2. 自らが考え、求め、努め、以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成 

第 3. 師弟同行の学風の育成 

（２）埼玉医科大学の期待する医療人像 

本学の目指すところは、「建学の理念」にすべて言い尽くされており、基本的にはこれ

に付け加えるものは何もありません。 

しかし、本学創立から現在までの間に医学・医療は過去に例を見ない急激な進歩を遂げ、

また、社会情勢も大きく変化しました。ことに患者さんの意思尊重の重要性が一層認識さ

れ、加えて情報公開時代を迎え、新しい患者－医療人関係の構築が求められています。 

1999 年 11 月に制定（2017 年 4 月改訂）された「埼玉医科大学の期待する医師像」は、

埼玉医科大学が創立 30 周年を迎えるにあたり、改めて建学の理念を敷衍し、本学の期待

する医師像を描いたものでした。 

そして、2006 年 4 月、本学は日高キャンパスに保健医療学部を設置し、医師のみならず

保健・医療・福祉の担い手である多種多様な医療人を育成する医療系総合大学として、新

たな飛躍への道を歩み始めることとなりました。また、これを機に、この四半世紀余の変

化をふまえて「埼玉医科大学の期待する医療人像（2017 年改定）」を示し、その目指すと

ころを一層明確にして、本学活動の精神的基盤を再確認することとしました。 

【埼玉医科大学の期待する医療人像】 

■高い倫理観と人間性の涵養 

・・医療人は、生命に対して深い愛情と畏敬の念を持ち、病める人々の心を理解し、

その立場に立って、十分な説明と相互理解のもとに医療を行わなければならない。 

・・医療人は、豊かな人間性を育成すべく、常に倫理観を磨き、教養を積むことに努

力しなければならない。 

■国際水準の医学・医療の実践 

・・医療人は、生涯にわたり常に最新の知識･技術を学び、自信を持って国際的に最も

質の高い医療を提供するよう心掛けなければならない。  

・・医療人は、医療における課題を自ら解決する意欲と探求心を持ち、国際的視野を

もって医学･医療の進歩に貢献することを心掛けなければならない。  
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■社会的視点に立った調和と協力 

・・医療人は自らの能力の限界を自覚し、謙虚に他者と協力し、それぞれの立場で患

者中心の医療を実践するために、統合力を磨かなければならない。  

・・医療人は、社会的視野を持ち、健康の保持･増進、疾病の予防から社会復帰、さら

に社会福祉に至る保健･医療全般に責任を有することを自覚し、地域ならびに国際

社会の保健・医療に貢献しなければならない。 

（３）埼玉医科大学の３ポリシー 

 本学の「建学の理念」に基づき、大学・各学部・各学科および大学院において、以下

の３ポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポ

リシー）を定めています。 

・ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 

 学位授与の判断のために、どのような能力を身につけた者に卒業を認定し、学位

を授与するのかを定める基本方針であり、在学生の学修到達目標となるものです。 

・カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

 在学生の学修目標達成のために、どのような教育課程を編成し、どのような教育

内容をどのような方法で実施し、学修成果をどのように評価するのかを定める基

本方針です。 

・アドミッショ・ンポリシー（入学者受け入れの方針） 

 建学の理念、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づき教育内容

等を踏まえ、どのような入学者を受け入れるかを定める基本的な方針であり、受

け入れる学生に求める能力や素養を示すものです。 

 

■埼玉医科大学 ディプロマ・ポリシー 

 本学の所定の課程を修了し、建学の理念および「埼玉医科大学の期待する医療人

像」に基づいた以下の資質・能力等を身につけた者に対し、学士の学位を授与する。 

 

1) 生命に対して深い愛情と畏敬の念を持ち、病める人々の心を理解し、その立

場に立って、十分な説明と相互理解のもとに医療を行う能力 

2) 豊かな人間性および、常に倫理観を磨き教養を積む努力を怠りなく続ける意

欲と習慣 

3) 生涯にわたり常に最新の知識・技術を学び、自信をもって国際的に最も質の

高い医療を提供する気概 

4) 医療における課題を自ら解決する意欲と探求心を持ち、国際的視野をもって

医学・医療の進歩に貢献できる能力 
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5) 自らの能力の限界を自覚し、謙虚に他者と協力し、それぞれの立場で患者中

心の医療を実践できる統合力 

6) 社会的視野を持ち、健康の保持・増進、疾病の予防から社会復帰、さらに社

会福祉に至る保健・医療全般に責任を有する自覚、地域ならびに国際社会の

保健・医療に貢献しようとする熱意 

7) 協調性に富んだ社会人として様々な職種の人々と協力し、医療の安全につね

に留意するとともに、地域の保健医療に積極的に関わろうとする姿勢 

  

■埼玉医科大学 カリキュラム・ポリシー 

 ディプロマ・ポリシーに掲げた学修成果を達成するため、下記のような方針でカ

リキュラムを編成し教育を行う。 

 

1) 人間性の涵養と社会人としての成熟を促し、医学の枠にとらわれない幅広い

見識を修得させるための、多彩な選択制科目の提供 

2) 複数領域にわたる知識を総合的・多角的に応用する能力を確立させるための、

統合カリキュラムの充実 

3) 省察の習慣、協働的な学修技能、主体的学修姿勢を涵養するための、グルー

プワーク等の少人数による学修の充実 

4) 実際の医療の中での経験を通して実践的な知識・技能・態度を修得するため

の、臨床現場における実習の重視 

  

■埼玉医科大学 アドミッション・ポリシー 

 カリキュラム・ポリシーに基づいたカリキュラムによって学修することによって、

ディプロマ・ポリシーに掲げた学修成果を達成するため、入学前に以下のような能

力・素養を身につけている学生を求める。 

 

1) 豊かな人間性、生命への愛情と奉仕する精神 

2) 社会のルールや規範を遵守して行動することができる倫理観 

3) 高いコミュニケーション能力および、相手の立場に立つことのできる協調性 

4) 医療専門職としての責任を果たすために必要な知識を修得し、知識を適切に

応用するための基礎学力 

5) 自ら求めて学び、物事を吟味し考察する能力 

6) 医療や健康問題への関心および、医学・医療を通じて社会に貢献しようとす

る意欲と情熱 
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２２．．埼埼玉玉医医科科大大学学大大学学院院医医学学研研究究科科医医科科学学専専攻攻ののポポリリシシーー  

（１）ディプロマポリシー 

本専攻では、次の要件を満たすとともに、所定の単位を修得し、修士論文を提出して、論

文審査および最終試験に合格した人材に対して大学院修士課程の修了が認定され、修士の学

位が授与される。 

① 医科学に係わる様々な分野において、幅広く深い学識と高い倫理観を有する。 

② 専門領域において活躍できる卓越した専門的知識および技能を身につけている。 

③ 学際的分野へ対応可能な専門的研究能力を身につけている。 

 

（２）カリキュラムポリシー 

本専攻は、生体機能科学分野、生体医工学分野及び理学療法学分野の 3 分野で構成されて

いる。カリキュラムは講義・演習と特別研究にわけられ、講義科目は医学関連領域の共通科

目と各分野の専門科目に分かれている。 

各分野ではそれぞれの専門領域にみあった専門科目を必要十分なだけ配置するとともに、

学生の多様なニーズに応えるための特別研究およびその演習を用意している。 

① 共通科目は高い倫理観の醸成を含む 3 分野に共通の医学的知識や医学関連領域の高

度な専門知識を修得し、活用できる能力を養うために設けている。履修時期は、その

後の研究の基礎となることを考慮して、全ての分野において 1 年次に配置してある。 

② 専門科目として、各専門分野に応じた高度な専門的知識を習得するための講義と専門

的技能を身につけための演習を設定している。講義は、大学レベルでの知識を基礎と

し、各分野での研究や専門職に適した内容を特論として設定し、目指す進路に応じて

選択可能としている。 

③ 専門的研究能力を身につけるための特別研究、特別演習が 2 年次に配当されている。

これに先立って、1 年次には学生の希望を勘案して指導教員が決定される。その後、

国際的な学術水準と社会のニーズを満たす研究テーマが検討され、研究指導が開始さ

れる。 

 

 

（３）アドミッションポリシー 

本専攻の教育課程に基づいて学習を重ね、修了に至るためには一定以上の基礎的学力を備

えていることが必要条件となるが、これに加えて本専攻では下記のアドミッション・ポリシ

ーを提示している。 

① 医学・医療に積極的な関心を持つとともに、ふさわしい倫理観を備え、くわえて他者

の意見に耳を傾けることができる人 

② 本専攻の教育課程に基づいて学習を重ね、修了に至るために必要な一定以上の基礎的

学力を備えており、根気づよく学習を継続できる人 
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③ 論理的に考えを整理し、自分の考えを適確に表現できる人  

以上の観点に立ち、筆記試験（英語および専門科目）および面接において適切に評価

する。 
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埼玉医科大学大学院医学研究科医科学専攻の概要





 

埼埼玉玉医医科科大大学学医医学学研研究究科科医医科科学学専専攻攻のの概概要要  

  

１１．．埼埼玉玉医医科科大大学学大大学学院院のの歩歩みみととそそのの教教育育理理念念  

埼玉医科大学は 1892 年（明治 25 年）に創設された毛呂病院を母体として、1972 年（昭和

47 年）に設立されました。その後 34 年を経て、平成 18 年 4 月には保健医療学部が設置され、

医療系の総合大学として発展し現在に至っています。 

埼玉医科大学大学院医学研究科は、学部の第 1 回目の卒業生が出る昭和 53 年（1978 年）

に開設されました。大学院設置の目的は、「学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をき

わめて文化の進展に寄与すること」にあり、また、「博士課程は、専攻分野について、医学研

究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識

を養うものとする」とされました。 

その後、大学院をとりまく環境が変化するのにともない、本学の大学院も少しずつ形を変

えてきました。その一つは大学院医学研究科の教育目標を「高度で最先端の基礎的・臨床医

学研究に従事し、豊かな学識を持つすぐれた医学・医療の指導者を養成することを目標とす

る」として、新たに臨床的医学研究を目標の一つに据え、しかも医師だけでなく、広く医療

人の養成を掲げたことです。また、平成 17 年 9 月の中央教育審議会答申「新時代の大学院教

育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－」において提唱された、大学院教育の実

質化、国際的な通用性、信頼性の向上に関する基本的な考え方をうけて、平成 19 年に大学院

教員の組織を改変し、学位論文審査委員の資格要件を定めています。さらに、平成 20 年度か

ら、従来の一般選抜のほかに、社会人選抜、外国人選抜制度を導入し、受験回数もⅠ期・Ⅱ

期の２回行い、昼夜開講するなど、大学院入学の機会を広げるための制度改正を行ってきま

した。 

 

２２．．医医学学研研究究科科医医科科学学専専攻攻（（修修士士課課程程））のの設設置置計計画画  

このように本学に博士課程が設置され 30 年以上が経過しましたが、医学・医療を取り巻く

社会環境の変化、発展とともに、自然科学だけでなく関連科学分野との調和を目指した医科

学の発展・充実が望まれ、これらの専門家を育成することが要請されています。 

平成 18 年の保健医療学部の設置とともに、保健医療関係の大学院の設置計画については、

埼玉医科大学の「第 2 次長期総合計画」（平成 18 年度～22 年度）において示されています。

その内容は「…医用生体工学科（現臨床工学科）においても、医用生体工学分野の研究をさ

らに充実させるとともに、研究や医用機器の開発等に意欲を持つ卒業生を受け入れる大学院

修士課程を設置することが構想されている。健康医療科学科（現臨床検査学科）においても、

たとえば遺伝子診断の高度の検査技術など、特に研究の進展が望まれる分野をカバーする領

域において大学院を置いて研究、教育を進展させることには意義があると考えられる。これ

らの修士課程については、保健医療学部関係で単独の専攻を立ち上げることも考えられるが、

医学部と協同して医科学修士課程を新設し、その分野構成に加わるのがむしろ本学全体の構

想としては適切なのではないかと考えられる。」と指摘しています。なお、この計画の作成当

時は理学療法学科がまだ設置されていませんので、この部分についての記述はありませんが、

修士課程設置の方向としては同様に考えています。 

 

３３．．医医学学研研究究科科医医科科学学専専攻攻（（修修士士課課程程））のの目目的的  

本研究科の医科学専攻（修士課程）では、医学に係わる様々な分野において、幅広く深い

学識の涵養を図るとともに、生命の尊厳に関する高い倫理観を持ち、学際的分野へも対応可
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能な専門的研究能力ならびに高い専門性が求められる職業等に必要な卓越した能力を培うこ

とを目的とします。 

本専攻は生体機能科学分野、生体医工学分野及び理学療法学分野の 3 分野構成としました。

医療・医科学系学部の卒業生、社会人を主な対象とし、ゲノム医科学や再生医科学、環境衛

生科学などの学修を目指す生体機能科学分野、生体とその生理現象を医学と工学の両面から

解明する生体医工学分野、さらに、各種の生体機能損傷への適切な対応とより高度な機能再

生戦略を追及する理学療法学分野を併設することで、入学者の幅広いニーズに対応できるよ

う工夫しています。また、3 分野の共通科目を設けることにより、多様な人的交流が促進さ

れること、さらに、専攻内の研究報告会などで他分野のスタッフや院生から評価・助言を受

けることにより、新たな視点の導入が可能となることも期待されます。 

具体的には、既存の医学研究科博士課程、医学部、保健医療学部の教員が協力して構築す

る共通科目として、医療政策学概論、生命倫理学概論、遺伝カウンセリング学概論、行動科

学概論、細胞生物学概論、医療安全管理学概論、病理学概論、生体機能形態学概論、リハビ

リテーション医療学概論、実験動物学概論、実用実験医学特別講義、統計情報解析特論、疫

学方法特論、最新医学特別講義の 14 科目が開講されることで、3 分野の学生には幅広い学問

領域を選択受講できる環境が整えられることになります。これまで学んでこなかった新しい

領域の知識を獲得し､また､すでに学んできた知識を深めることで、自らの研究テーマの方向

性を模索し、あるいは内省するにあたっても、学生には大きな意義のあることと考えられ、

さらに学際的なテーマ選択への道も拓ける可能性が考えられます。 

例えば、リハビリテーション医療学や医療政策学、医療安全管理学の知識を得ることで、

生体機能科学分野や生体医工学分野の学生は、損傷された人体の機能再生に関する安全かつ

効率的な成果を生む研究の必要性を考え、また、理学療法学分野の学生は、生体病理病態学

や生体機能形態学をより深く学ぶことで、基礎医学的研究の成果に基盤をおいた理学療法の

改善を目指し、さらに行動科学理論に裏づけされた実践的な能力の向上にもつながることと

思われます。 

なお、研究職や教育職を目指す者については、既存の大学院博士課程に進学して、より高

度な研究活動を行うための基盤を作ること、また、修士卒業後、技術員等として就職を希望

するものについては、各種の現場において大きく貢献できるだけの技術と能力を身に付けさ

せることが求められると考えています。 

 

４４．．各各分分野野のの人人材材養養成成のの目目標標とと卒卒業業後後のの進進路路  

（1）生体機能科学分野 

本分野では、分子レベルや人体レベルでの生体機能を科学する研究者あるいは高度専門職

業人を育成することを目的としています。この分野で学ぶことにより、環境や食品の安全を

測定する分析技術の開発領域や、遺伝性疾患の病態解明や遺伝子治療、再生医学等の最先端

領域で活動できる人材となることが期待され、具体的な進路としては学内・学外の博士課程

への進学、官公庁等における食品衛生管理部門への就職、大学の教員・研究員・技術員とし

ての就職、未病医学に関わる医療開発分野への就職などが挙げられます。 

研究対象とする中心的な学問分野としては、分子医科学、ゲノム医科学、再生医科学、生

体病態医科学、生体機能医科学、食品機能学があります。 

（2）生体医工学分野 

生体医工学は医学・生物学と工学の学際領域であり、生体とその生理現象を医学的立場と

工学的立場の両面から解明し、その成果を生命科学や医療に役立てることを目的としており、 

本分野では医学と工学の境界領域において、研究開発に従事する人材ならびに高度専門職業

人として指導的役割を果たし得る臨床工学技術者を育成することを目指しています。 

医療の発展・高度化に伴って、生体医工学の研究成果の実用化を目指す研究機関や企業、

高度な医療機器を開発・販売する企業が増加しており、また、高度な医療機器の維持や安全
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管理のための専門的な知識や技能を有する人材の必要性も増加しています。これらを受けて、

卒業後の具体的進路としては、企業の研究開発部門、営業技術部門、エンジニアリング・サ

ービス部門等のスタッフとしての活躍や、医療現場における「医療機器安全管理責任者」と

しての指導的活動を期待しています。また、本学ないしは他大学の大学院博士課程に進学す

れば、大学や研究所等の研究スタッフとなる進路も開けてきます。 

研究対象とする中心的な学問分野としては、医療安全工学、生体機能代行工学、生体シス

テム工学、生体信号処理学、生体情報計測学、人間工学、レーザ医工学、光応用計測があげ

られます。 

（3）理学療法学分野 

本分野では、生命倫理学、行動科学、医療安全管理学、実験動物学、統計情報解析学など、

幅広い医科学領域の知識を身につけるとともに、生体病理病態学や生体機能形態学などの基

礎医学的知識を深めつつ、理学療法の実践に寄与しうる基礎的な研究能力を養い、加えて理

学療法の実践能力をさらに向上させることで、様々な疾患や病期・生活環境に対応し、かつ

高度な理学療法が実践できる専門職業人を育成することを目的とします。卒業生は高い倫理

観と卓抜な実践・教育能力を備え、研究的な視点を絶やすことのない理学療法士として、臨

床現場において指導的な活躍ができるようになると考えています。 

高齢化が進み高齢者のリハビリテーションのニーズが高まる中、社会からはより高度な理

学療法が求められるようになってきました。病院での急性期疾患への対応とともに、デイケ

ア施設や在宅での慢性期疾患への対応がその重要性を増している昨今、高度な能力を備えた

理学療法士の存在意義は高まる一方と思われます。卒業後の具体的進路としては、基幹病院

から地域の各種施設への就職が期待できます。 

研究対象とする中心的な学問分野としては、筋骨格の機能・構造やスポーツ障害を含めた

筋骨格理学療法、高齢者の運動耐容能や内部疾患、高次脳機能を含めた神経理学療法があげ

られます。 
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埼玉医科大学大学院学則等





埼玉医科大学大学院学則 

 
（昭和53年 3月24日制定） 

改正 昭和57年 4月 1日 平成元年 4月 1日 

平成 3年 9月27日 平成 3年12月 1日 

平成 4年 4月 1日 平成 6年 4月 1日 

平成 7年 4月 1日 平成 8年 4月 1日 

平成 9年 4月 1日 平成10年 4月 1日 

平成11年 3月20日 平成12年 4月 1日 

平成13年 4月 1日 平成14年 4月 1日 

平成17年 4月 1日 平成18年 4月 1日 

平成19年 4月 1日 平成19年12月 1日 

平成20年 4月 1日 平成21年 4月 1日 

平成22年 4月 1日 平成24年 4月 1日 

平成25年 4月 1日 平成26年 4月 1日 

平成27年 4月 1日 平成28年 4月 1日 

平成29年 3月25日 平成30年 3月24日 

平成31年 3月23日 令和元年11月30日 

令和 2年 3月30日 令和 3年 3月27日 

令和 4年 3月26日 令和 6年 3月30日 

 令和 7年 3月29日 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 埼玉医科大学大学院（以下｢本大学院｣という。）は、学術の理論及び応用を教授研究し、そ

の深奥をきわめて文化の進展に寄与することを目的とする。 

2  本大学院に置く課程は、修士課程及び博士課程とし、その目的は次のとおりとする。 

(1) 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加え

て高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 

(2) 博士課程は、専攻分野について、医学研究者として自立して研究活動を行うのに必要な、高度

の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。 

3  本大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的等を定め

るものとする。 

第２章 組織 

（研究科・専攻・課程） 
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第２条 本大学院に、次の研究科、専攻及び課程を置く。 

研究科名 専攻名 課程名 

医学研究科 

生物・医学研究系専攻 

博士課程 社会医学研究系専攻 

臨床医学研究系専攻 

医科学専攻 修士課程 

看護学研究科 看護学専攻 修士課程 

第３条 削除 

第４条 削除 

（定員） 

第５条 各専攻の定員は、次のとおりとする。 

研究科・専攻 入学定員 収容定員 

医学研究科生物・医学研究系専

攻 
10名 40名 

医学研究科社会医学研究系専攻 4名 16名 

医学研究科臨床医学研究系専攻 36名 144名 

医学研究科医科学専攻 8名 16名 

看護学研究科看護学専攻 10名 20名 

第３章 修業年限 

（修業年限・在学年限） 

第６条 修士課程の標準修業年限は2年とし、博士課程の標準修業年限は４年とする。 

2  各研究科の修士課程においては、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情に

より、2年の標準修業年限を超えて、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了する

ことを希望することを申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。 

3  在学年限は、本条第1項の標準修業年限の2倍を超えることができない。 

第４章 学年度、学期及び休業日 

（学年） 

第７条 学年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、第13条の規定により後期の始め

に入学させた者の学年度は、10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 

（学期） 

第８条 学年度を分けて次の２学期とする。 

(1) 前期 4月1日から9月30日まで 

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで 

（休業日） 

第９条 休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(3) 大学創立記念日 5月4日 

(4) 春季休業日 4月1日から同月7日まで 

(5) 夏季休業日 7月11日から9月10日まで 

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで 

2  学長は、必要により前項各号の休業日を変更し、あるいは臨時に休業日を設け、又は休業日に授

業を行うことができる。 

第５章 授業科目、研究指導及び履修方法 
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（授業科目及び研究指導） 

第１０条 研究科における教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下｢研究指

導｣という。）によって行うものとする。 

2  研究科の各専攻における授業科目は、別表１から３のとおりとする。 

3  研究指導については、別に定める。 

(他の大学院等における研究指導) 

第１０条の２ 研究科において教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等との協議に基づ

き、学生が当該他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができ

る。 

2  前項の研究指導のうち連携大学院に関し必要な事項は、別に定める。 

（履修方法） 

第１１条 学生は、前条に定める授業科目について、別表に従って医学研究科では30単位以上、看護

学研究科では32単位以上を履修しなければならない。 

2  前項の単位の計算については、埼玉医科大学学則第１３条の規定を準用する。 

3  履修する授業科目の選定は、指導教員の指示に従うものとする。 

4  指導教員が、研究指導上必要があると認めたときは、研究科長の承認を得て、他の専攻又は学部

の授業科目を履修させることができる。 

5  学生は、履修する授業科目を所定の届書に記載し、指定の期日までに研究科長に提出しなければ

ならない。 

6  この条に定めるもののほか、授業科目の履修について必要な事項は研究科委員会が定める。 

（教育方法の特例） 

第１１条の２ 本大学院は、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間

又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

（履修単位の認定） 

第１２条 履修単位の認定は、筆記又は口述試験若しくは研究報告等により行うものとする。 

2  疾病その他やむを得ない事情のため、正規の試験を受けることができなかった者には、追試験を

受けさせることができる。 

3  各授業科目の試験又は研究報告の成績は、Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄをもって表し、Ａ．Ｂ及びＣを合格、

Ｄを不合格とする。 

第６章 入学、留学、休学、転学及び退学等 

（入学の時期） 

第１３条 入学の時期は、学期の始めとする。ただし、学長は後期の始めに入学を許可することがで

きる。 

（入学資格） 

第１４条 修士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 学校教育法第83条に定める大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における16年の課程を修了した者 

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を

修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 学校教育法第102条第1項に規定する学士の学位を有する者 

(9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学に在学した者であって、本学大学院にお

いて、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、22歳に達した者 

2  博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
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(1) 大学の医学、歯学又は修業年限が6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者 

(2) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を

修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者 

(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最

終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとし

て当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定

するものの当該課程を修了した者 

(5) 文部科学大臣の指定した者 

(6) 学校教育法第102条第1項に規定する修士の学位を有する者 

(7) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学に在学した者であって、本学大学院において、

大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で、24歳に達した者 

（入学試験） 

第１５条 入学を志願する者は、入学検定料30,000円を添えて、所定の入学願書及び必要書類を指定

の期日までに提出しなければならない。 

2  入学者の選抜時期、選抜方法等は、別に定める。 

（入学手続） 

第１６条 入学を許可された者は、所定の期日までに入学金その他の学納金を添えて、誓約書を提出

しなければならない。 

2  前項に規定する手続を取らない者は、入学の許可を取り消すことがある。 

（留学） 

第１７条 本大学院との協定による国内外の大学院又はこれに相当する教育研究機関に留学しようと

する者は、研究科委員会に願い出なければならない。 

2  休学することなく留学できる期間は、原則として１年とする。ただし、教育上必要と認めるとき

は更に1年以内に限り延長を認める。 

（休学） 

第１８条 疾病その他やむを得ない事由のため、3箇月以上修学することができないときは、所定の願

書に必要書類を添えて、学長に願い出て休学することができる。 

2  学長は、特に必要と認めた者には、休学を命ずることがある。 

3  休学の期間は、1年を超えることはできない。ただし、特にやむを得ない事由があると認められる

ときは、更に1年を限り延長することがある。 

4  休学の期間は、第6条第3項の修業年限に算入しない。 

（復学） 

第１９条 休学期間の満了のとき又は休学期間中にその事由が削減したときは、所定の復学願によ

り、学長の許可を得て復学することができる。 

（転学） 

第２０条 他の大学院に在学する者が、本大学院に転入学を願い出たときは、欠員ある場合に限り、

選考のうえ、これを許可することがある。 

2  学生が、他の大学院に転学しようとするときは、所定の転学願により、学長の許可を受けなけれ

ばならない。 

（退学） 

第２１条 疾病その他の事由により退学しようとするときは、所定の退学願により、学長の許可を受

けなければならない。 

（再入学） 

第２２条 前条の規定により退学した者で、退学後１年以内に再び入学を願い出る者があるときは、

欠員のあるときに限り考査のうえ、これを許可することがある。ただし、研究科委員会が特に認め

たときは、退学後１年を超える者についても再入学を認めることがある。 

2  考査の方法、授業科目の履修その他必要な事項は、研究科委員会が定める。 

第７章 課程修了及び学位の授与 
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（課程修了） 

第２３条 本大学院の修士課程の修了は、次のとおりとする。 

(1) 所定の授業科目について、医学研究科では30単位以上、看護学研究科では32単位以上修得し、

かつ、必要な研究指導を受けたうえ、学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなけ

ればならない。 

(2) 在学期間に関しては、研究科に２年以上在学すること。ただし、優れた研究業績をあげた者に

ついては、１年以上在学すれば足りるものとする。 

2  本大学院の博士課程の修了は、次のとおりとする。 

(1) 所定の授業科目について30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、学位論文を

提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。 

(2) 在学期間に関しては、研究科に4年以上在学すること。ただし、優れた研究業績をあげた者に

ついては、3年以上在学すれば足りるものとする。 

3  修了時期は学期の区分に従う。 

（学位の授与） 

第２４条 前条の規定により課程を修了した者には、次の学位を授与する。 

研究科・専攻 学 位 

医学研究科生物・医学研究系専攻(博士課程) 

博士(医学) 医学研究科社会医学研究系専攻(博士課程) 

医学研究科臨床医学研究系専攻(博士課程) 

医学研究科医科学専攻 生体機能科学分野(修士課程) 
修士(医科学)又は修士(臨

床検査学) 

医学研究科医科学専攻 生体医工学分野(修士課程) 
修士(医科学)又は修士(医

工学) 

医学研究科医科学専攻 理学療法学分野(修士課程) 
修士(医科学)又は修士(理

学療法学) 

看護学研究科看護学専攻(修士課程) 修士(看護学) 

2  大学院医学研究科博士課程の課程を経ない者で、学位論文を提出し、その審査及び試験に合格

し、前条に定める者と同等以上の学力があると認められた者には、博士（医学）の学位を授与す

る。 

3  学位に関する事項は、埼玉医科大学学位規則で定める。 

第８章 除籍及び賞罰 

（除籍） 

第２５条 次の各号の一に該当する者は、除籍する。 

(1) 故なくして３箇月以上授業料その他の学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

(2) 在学の期間が、修士課程にあっては４年、博士課程にあっては８年を超える者 

(3) 死亡した者 

(4) 行方不明の届出のあった者 

（表彰） 

第２６条 優れた研究業績を挙げ、又は学生の模範となる者があるときは、学長は研究科委員会の意

見を聴いてこれを表彰することがある。 

（懲戒） 

第２７条 学生が、本学の教育方針に違背し、又は学生としての本分にもとる行為のある者は、学長

は研究科委員会の意見を聴いてこれを懲戒する。 

2  懲戒は、けん責、停学及び退学とする。 

（退学の要件） 

第２８条 前条の退学は、次の各号の一に該当する者について行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 正当の事由なくして出席常でない者 
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(3) 学則に違背し、又は本学の秩序を乱した者 

第９章 学費 

（学費） 

第２９条 入学金及び授業料は、次のとおりとする。 

(1) 入学金（入学時のみ）  300,000円 

(2) 授業料（年額）博士課程 500,000円 

   授業料（年額）修士課程 700,000円 

(3) 施設設備費（年額）   200,000円 

2  第6条第2項の規定に基づき、当該標準修業年限を超えて、一定の期間にわたり計画的に履修して

課程を修了することを認められた者(「長期履修生」という。)については、前項の規定にかかわら

ず、別に定める。 

（学費の納入） 

第３０条 授業料は、所定の期日までに納入しなければならない。ただし、願い出により２期に分納

することができる。 

2  授業料は、休学又は停学中であっても徴収する。 

3  退学、除籍又は懲戒退学の場合における授業料は、その納期に属する分はこれを徴収する。 

4  授業料を所定の期日までに納入しないときは、授業への出席、図書の閲覧、その他施設の利用を

認めない。 

5  学費の納入の時期その他細目については、別に定める。 

第１０章 教員組織 

（教員組織） 

第３１条 研究科における授業は、本学の大学院教員が担当する。 

2  研究科における研究指導は、本学の指導教員が担当する。 

3  大学院教員及び指導教員の資格要件については、別に定める。 

（研究科長） 

第３２条 各研究科に研究科長を置く。 

2  選考については、別に定める。 

第１１章 運営 

（大学院委員会） 

第３３条 本大学院に大学院委員会を置き、次の委員をもって組織する。 

(1) 学長 

(2) 各研究科長 

(3) 学校法人埼玉医科大学の理事若干名 

(4) 各研究科から選出された教員若干名 

(5) その他学長が必要と認め、大学院委員会の承認を得た者 

（大学院委員会の役割） 

第３４条 大学院委員会の役割は、次のとおりとする。 

(1) 各研究科の連絡調整に関する事項 

(2) 大学院と学部その他の機関との連絡調整に関する事項 

(3) その他学長の諮問事項 

（大学院委員会の招集） 

第３５条 大学院委員会は、学長が招集し、その議長となる。 

2  学長に事故あるときは、委員のうちからあらかじめ学長の指名する者が、その職務を代行する。 

（大学院委員会の職務） 

第３６条 第33条から前条までに定めるもののほか、大学院委員会について必要な事項は、学長が定

める。 

（研究科委員会） 

第３７条 各研究科に、研究科委員会を置く。 

2  研究科委員会の構成員及び運営に関する事項は、別に定める。 

（研究科委員会の審議事項） 

第３８条 研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものと
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する。 

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 

(2) 学位の授与 

(3) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くこと

が必要なものとして学長が定めるもの 

2  研究科委員会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下この項において「学長

等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意

見を述べることができる。 

（研究科委員会の招集） 

第３９条 研究科委員会は、研究科長が招集し、その議長となる。 

2  研究科長に事故あるときは、委員のうちからあらかじめ研究科長が指名する者が、その職務を代

行する。 

（研究科委員会の職務） 

第４０条 第37条から前条までに定めるもののほか、研究科委員会について必要な事項は、研究科委

員会が定める。 

第１２章 特別研究学生、協力研究員及び科目等履修生 

（特別研究学生） 

第４１条 国内外の他の大学院から大学院学生の研究指導の申入れがあったときは、研究科委員会の

意見を聴いて受け入れることができる。 

2  特別研究学生の受託規則は、別に定める。 

（協力研究員） 

第４２条 公共又は民間の諸機関から学外研究者の研究指導の申入れがあったときは、研究科委員会

の議を経て受け入れることができる。 

2  協力研究員の受託規則は、別に定める。 

（科目等履修生） 

第４３条 本大学院の学生以外の者から本大学院が定める所定の授業科目のうち、一又は複数の授業

科目について履修の申入れがあったときは、研究科委員会の意見を聴いて受け入れることができ

る。 

2  科目等履修生の受託規則は、別に定める。 

(大学院研究生) 

第４４条 本大学院教員の指導を受け、特定の専門事項を研究しようとする者があるときは、研究科

委員会の意見を聴いて受け入れることができる。 

2  大学院研究生に関する事項は、別に定める。 

第１３章 補則 

(補則) 

第４５条 この学則に定めるもののほか、別段の定めがない限り、学部学生に関する規定を準用す

る。 

2  前項の規定により、学部学生に関する規定を準用するに当たっては、｢教授会若しくは教員代表者

会議｣とあるのは、｢研究科委員会｣と読み替えるものとする。 

附 則 

  この学則は、昭和53年4月1日から施行する。 

附 則（昭和57年4月1日） 

  この学則は、昭和57年4月1日から施行する。 

附 則（平成元年4月1日） 

  この学則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、平成元年度入学生については、改正後の規

定にかかわらず、前年度の3月31日までに納入した入学金については、なお従前の額による。 

附 則（平成3年9月27日） 
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  この学則は、平成3年9月27日から施行する。 

附 則（平成3年12月1日） 

  この学則は、平成3年12月1日から施行する。 

附 則（平成4年4月1日） 

  この学則は、平成4年4月1日から施行する。 

附 則（平成6年4月1日） 

  この学則は、平成6年4月1日から施行する。 

附 則（平成7年4月1日） 

  この学則は、平成7年4月1日から施行する。 

附 則（平成8年4月1日） 

  この学則は、平成8年4月1日から施行する。 

附 則（平成9年4月1日） 

  この学則は、平成9年4月1日から施行する。 

附 則（平成10年4月1日） 

  この学則は、平成10年4月1日から施行する。 

附 則（平成11年3月20日） 

  この学則は、平成11年4月1日から施行する。 

附 則（平成12年4月1日） 

  この学則は、平成12年4月1日から施行する。 

附 則（平成13年4月1日） 

  この学則は、平成13年4月1日から施行する。 

附 則（平成14年4月1日） 

  この学則は、平成14年4月1日から施行する。 

附 則（平成17年4月1日） 

  この学則は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則（平成18年4月1日） 

  この学則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則（平成19年4月1日） 

  この学則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則（平成19年12月1日） 

  この学則は、平成19年12月1日から施行する。 

附 則（平成20年4月1日） 

  この学則は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則（平成21年4月1日） 
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  この学則は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則（平成22年4月1日） 

  この学則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、平成22年3月31日以前に入学した学生に係る

授業料等学納金の額は、改正後の学則第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成24年4月1日） 

  この学則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則（平成25年4月1日） 

  この学則は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則（平成26年4月1日） 

  この学則は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年3月20日) 

  この学則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、平成27年3月31日以前に入学した学生に係る

別表3の適用については、なお従前の例による。 

附 則(平成28年4月1日) 

  この学則は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則(平成29年3月25日) 

  この学則は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則(平成30年3月24日)  

  この学則は、平成30年4月1日から施行する。 

附 則(平成31年3月23日)  

  この学則は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則(令和元年11月30日)  

  この学則は、令和2年4月1日から施行する。 

附 則(令和2年3月30日)   

  この学則は、令和2年4月1日から施行する。 

附 則(令和3年3月27日)  

  この学則は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年3月26日)   

  この学則は、令和4年4月1日から施行する。 

附 則(令和6年3月30日) 

  この学則は、令和6年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年3月29日) 

  この学則は、令和7年4月1日から施行する。 
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別表 2（第 10 条関係）医学研究科医科学専攻（修士課程）授業科目及び単位数 

 
 
 
 
共通科目 

◎印の科目は必修科目 

修了要件 30 単位 

授業科目名 授業の形式 単位数 備考 

 医療政策学概論 講義 2 

8 単位 

以上 

 生命倫理学概論 講義 2 

 遺伝カウンセリング学概論 講義 2 

 行動科学概論 講義 2 

 細胞生物学概論 講義 2 

 医療安全管理学概論 講義 2 

 病理学概論 講義 2 

 生体機能形態学概論 講義 2 

 リハビリテーション医療学概論 講義 2 

 実験動物学概論 講義 2 

 実用実験医学特別講義 講義 2 

 統計情報解析特論 講義 2 

 疫学方法特論 講義 2 

 最新医学特別講義 講義 2 

 老年学概論 講義 2 

 
専門科目 

分野 授業科目名 授業の形式 単位数 備考 

生
体
機
能
科
学
分
野 

 ゲノム医学特論 講義 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必修を含む 

22 単位以上 

 生体・病態医科学特論 講義 2 

 生体機能科学特論 講義 2 

 栄養学特論 講義 2 

 環境衛生科学特論 講義 2 

 環境微生物学特論 講義 2 

 脳科学特論 講義 2 

 分析医科学特論 講義 2 

 臨床検査医学特論 講義 2 

 ◎生体分子機能医科学演習 演習 4 

 ◎生体分子機能医科学特別研究 実験・実習 8 

生
体
医
工
学
分
野 

 医療安全工学特論 講義 2 

 生体機能代行工学特論 講義 2 

 生体システム工学特論 講義 2 

 生体信号処理特論 講義 2 

 生体情報計測特論 講義 2 

 人間工学特論 講義 2 

 レーザー医工学特論 講義 2 

 光応用計測特論 講義 2 

 ◎生体医工学演習 演習 4 

 ◎生体医工学特別研究 実験・実習 8 

理
学
療
法
学
分
野 

 理学療法研究方法論 講義 2 

 人体機能形態学特論Ⅰ 講義 2 

 人体機能形態学特論Ⅱ 講義 2 

 徒手理学療法学特論 講義 2 

 がん理学療法学特論 講義 2 

 予防理学療法学特論 講義 2 

 筋骨格理学療法学特論Ⅰ(上肢・脊椎） 講義 2 

 筋骨格理学療法学特論Ⅱ(下肢） 講義 2 

 神経理学療法学特論Ⅰ 講義 2 

 神経理学療法学特論Ⅱ 講義 2 

 スポーツ理学療法学特論 講義 1 

 スポーツ理学療法学演習 演習 1 

 ◎理学療法学演習 演習 4 

 ◎理学療法学特別研究 実験・実習 8 
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埼玉医科大学大学院の目的に関する規則 

 
(平成21年11月13日制定) 

改正 平成25年 3月15日 

 

(趣 旨) 

第１条 この規則は、埼玉医科大学大学院学則第1条第３項の規定に基づき、大学院の各研究科におく

専攻ごとの人材養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定めるものとする。 

(各研究科専攻の目的) 

第２条 各研究科におく専攻ごとの目的は、次のとおりとする。 

(1) 医学研究科生物・医学研究系専攻(博士課程)は、生物・医学研究分野に関する研究者として、

高度で最先端の基礎的研究に従事し、自立して研究活動を行うに必要な研究能力及びその基礎と

なる豊かな学識を養うことを目的とする。 

(2) 医学研究科社会医学研究系専攻(博士課程)は、社会医学研究分野に関する研究者として、高度

で最先端の社会医学研究に従事し、自立して研究活動を行うに必要な研究能力及びその基礎とな

る豊かな学識を養うことを目的とする。 

(3) 医学研究科臨床医学研究系専攻(博士課程)は、臨床医学研究分野に関する研究者並びに職能人

として、高度で最先端の臨床医学研究に従事し、自立して研究・医療活動を行うに必要な能力及

びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

(4) 医学研究科医科学専攻(修士課程)は、医科学に係わる様々な分野において、幅広く深い学識と

高い倫理観を持ち、学際的分野へも対応可能な専門的研究能力並びに卓越した技能を有する高度

専門職者を育成することを目的とする。 

(5) 看護学研究科看護学専攻(修士課程)は、科学的・研究的視点をもとにして、高い倫理観と高度

な研究能力、実践能力及び多様な人々に対する生活支援能力を有する看護職者を育成し、地域の

ケアニーズに応えることを目的とする。 

附 則 

  この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年3月15日) 

  この規則は、平成25年4月1日から施行する。 
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履修に関する事項





   

履履修修にに関関すするる事事項項  

  
  授業科目の履修に当たっては、以下の内容を十分理解のうえ、履修登録を行うこと。 

  
 １ 共通科目 
   共通科目には医療政策学概論等 14 科目の授業科目（講義）があり、このうち８単

位以上を修得しなければならない。(教員一覧、シラバス参照) 

 
 ２ 専門科目 
   各分野の演習及び特別研究の必修科目を含む計 22 単位以上を、修得しなければな

らない。(教員一覧、シラバス参照) 

 
 ３ 成績は毎学期に筆記試験等により行う 

(1) 授業科目の成績は、A、B、C、D による評価とし、A、B 及び C を合格とし、

D を不合格とする。 
(2) 学位論文及び最終試験の成績は、合否をもって評価し、合を合格、否を不合格

とする。 

(3) 病気その他やむを得ない事由により成績評価を受けることができなかった者は、

願い出により研究指導教員の指定する方法により評価を受けることができる。 

 
 ４ 修了要件 
   分野ごとの各科目の取得要件を満たし、合計 30 単位以上を修得して、必要な研究

指導を受けたうえ、学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければ

ならない。(大学院学則、学位規則参照) 

    
５ 学位の授与 
 最終試験に合格した者には修士(医科学)の学位が与えられる。(学位規則参照) 

 
 ６ 履修モデル 
   授業科目の履修例について、各分野別の履修モデルを示しているので、履修科目

を選択すること。(履修モデル参照) 
 
 ７ 長期履修生 
   修士課程の標準修業年限は 2 年であるが、職業を有し就業しているなどのため、

標準修業年限内では修学が困難な学生について、修業年限を 3 年として修学を認め

るものである。この制度を活用する場合は、届出ること。 (長期履修生制度参照) 
 
 ８ 履修登録 
   研究指導教員と相談して履修科目を選択し、履修届を提出すること。なお研究指

導教員が確認し、押印したものを届出ること。 
 
 ９．科目等履修生 

科目等履修生を希望する場合には、科目等履修生受託規則を参照すること。 
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医学研究科医科学専攻（修士課程） 学位審査の運用方法 

 

11．．学学位位審審査査のの申申請請  

学位審査の申請にあたって、申請者は提出期限までに以下の書類を提出する。 

(1)学位論文審査願 

(2)履歴書 

(3)学位論文 

(4)論文内容の要旨 

(5)学位論文に関する関係倫理指針に基づいて適正な手続きがなされていることを示す書類 

 

22．．学学位位審審査査申申請請資資格格のの審審査査  

提出された申請書類および取得単位数により、下記の申請資格要件を満たしているかの審査を

修士課程運営委員会にて行う。 

(1) 学位論文および申請書類等が適正に提出されていること 

(2) 学位審査の判定時において、修士課程修了の要件に必要な単位取得が見込めること 

(3) 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」、｢研究機関等における動物実験等の実施に

関する基本指針｣等、研究の遂行に際して必要な倫理指針およびCOIに関して適正な手続を経

ていること。 

  

  

33．．学学位位審審査査委委員員会会のの設設置置  

 

（学位審査委員会の体制） 

(1)学位審査委員会は主査１名、副査２名から構成される。 

(2)申請者の論文指導を行った指導教員及び論文作成に関わった教員は、審査委員になることはで

きないものとする。 

(3)原則として主査は申請者と同じ分野から、副査は同じ分野から1名、他分野から1名選出するこ

ととするが、学位論文の内容から見て、他に適切な委員がいる場合には、その選出は妨げない

ものとする。 

 

（学位審査委員会の設置方法） 

(1) 申請資格が認定された場合は、修士課程運営委員会にて学位審査委員（主査、副査）の候補者

を選出し、医学研究科委員会に報告する。 

(2) 修士課程運営委員会の報告を受けて、医学研究科委員会において主査・副査を決定し、学位審

査委員会を設置する。 

 

 

44．．学学位位審査委員会の進め方・項目  

(1)学位審査委員会の開催日程 

主査は学位審査委員会の審査結果の提出期限を考慮して開催日程を調整する。 

(2)学位審査委員会の運営 
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①審査委員会の参加者 

学位審査委員会は、基本的には非公開とするが、主査、副査および申請者のほか、参加を希望

する者はオブザーバーとして出席することを認める。ただし、オブザーバーの発言は認めな

い。なお指導教員もオブザーバーとして出席可能とする。また、参加者は全員参加表への記名

を義務づける。 

②学位審査委員会の進行 

委員会の時間・進行方法は下記の進行を基本とするが、詳細は主査が決定する。 

ア 主査による委員会の開始の挨拶、司会進行、審査委員・申請者の紹介 

イ 申請者のプレンゼンテーション 

ウ 審査委員による質疑応答 

エ 学位審査の判定 

 

(3)学位論文が満たすべき基準 

 学位審査判定で提出された論文の評価の基準は以下による。 

① 研究の目的（研究の必要性や意義・将来への有用性）が明確であること。 

② 研究目的を達成するための対象・方法が科学的根拠に基づき妥当であること。 

③ 結果・結論が客観的なデータが信頼される形で正確に示され、重要な知見および新規性が示さ

れていること。 

④ 申請論文の記述（本文，図表，引用文献など）が十分かつ適切であること。 

⑤ 申請論文が関係倫理指針に基づき、適正な手続きと必要な記述がなされていること。 

 

(4)学位審査の判定、報告 

学位審査の判定にあたっては、学位審査委員会にて以下の点を評価して修士の学位の授与する

に適格であるか否かの判定を行い、修士課程運営委員会に報告する。 

①審査委員は専門領域の知識や経験に基づき科学的に審査し、申請論文が論文審査の基準を満た

しているかを評価する。 

②審査委員は学位申請論文を中心とした研究成果の発表、審査委員との質疑応答等を通じて、申

請者の学力、研究能力、態度及び人格等の総合的な評価をする。 

 

 

55．．学学位位授授与与のの判判定定  

(1)学位審査委員会からの判定結果の報告に基づき、修士課程運営委員会にて学位授与の判定につ

いて審議し、結果を医学研究科委員会に報告する。 

(2)修士課程運営委員会の報告を受けて、医学研究科委員会において学位授与の判定について審議

し、決定する。 

  

  

66．．早早期期修修了了  

早期修了については、学位論文審査願等の提出期限までに、早期修了の資格を満たして必要な

書類を提出したものに限るものとする。 

  

  

77．．学学位位審審査査関関係係諸諸規規則則等等  

①埼玉医科大学大学院学則 

②埼玉医科大学学位規則 

－ 29 －



③埼玉医科大学学位規則のうち修士に関する運用細則 

④「臨床研究に関する倫理指針と学位申請論文の取扱いについて(学位申請論文に関する３病院の

病院長、IRB委員長、倫理委員会委員長との申し合せ)」 

⑤厚生労働省―研究に関する指針についてー 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-

kenkyu/index.html 

 

88．．学学位位審審査査関関係係のの問問いい合合わわせせ先先  

保健医療学部事務室 

電話:042-984-4801(内線42－3102) 
FAX:042-984-4804 
E メール：hmaster＠saitama-med.ac.jp 
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埼玉医科大学学位規則 

 
(昭和53年 3月24日制定) 

改正 平成 8年 4月 1日 平成12年 4月 1日 

平成13年 4月 1日 平成18年 4月 1日 

平成18年11月20日 平成19年 4月 1日 

平成22年 4月 1日 平成23年11月18日 

平成24年 5月21日 平成25年 3月15日 

平成26年 3月12日 平成27年 3月12日 

平成27年11月20日平成29年11月17日      

平成31年 3月15日 令和 2年 3月24日 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号。)第13条の規定に基づき、埼玉医科大学(以

下「本学」という。)において授与する学位に関し必要な事項を定めるものとする。 

(学位の種類) 

第２条 本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。 

(学位授与の要件) 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者には、学位を授与する。 

(1) 学士の学位は、本学学部を卒業した者 

(2) 修士の学位は、本学大学院の修士課程を修了した者 

(3) 博士の学位は、本学大学院の博士課程を修了した者 

(4) 前号に規定するもののほか、本学に学位論文を提出してその審査に合格し、かつ、専攻学術に

関し本学大学院博士課程の修了者と同等以上の学力を有することが確認された者には博士の学位

を授与することができること。 

2  前項の規定により学位を授与するに当たっては、別表に掲げる区分により、専攻分野の名称を付

記するものとする。 

(学位論文提出の資格) 

第４条 修士課程又は博士課程の学生が、修士又は博士の学位論文(以下「学位論文」という。)を提

出するためには、所定の単位等を修得し、学位論文の主題及びその研究計画書を当該指導教員に提

出し、その承認を受けなければならない。 

2  前条第1項第4号の規定により本学に学位論文を提出することのできる者は、卒業•修了した課程に

応じた研究歴がなければならない。なお、研究歴期間等については、別に定める。 

(学位論文の提出) 

第５条 本学大学院の修士課程に1年以上在学し、所定の科目について医学研究科にあっては30単位以

上、看護学研究科にあっては32単位以上を取得した者は、学位論文審査願により学位論文を提出す

ることができる。 

2  本学大学院の博士課程に3年以上在学し、所定の科目について30単位以上を取得した者は、学位論

文審査願(様式第１号)により学位論文を提出することができる。 

3  学位論文は、在学期間中に提出するものとし、その期日は研究科委員会において別に定める。 

4  本学大学院の博士課程に4年以上在学し、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けたのみで退

学した者が学位を申請する場合は、第3条第1項第4号の規定の該当者として取り扱う。 

(博士の学位授与の申請) 

第６条 第3条第1項第4号の規定により博士の学位の授与を申請する者は、学位申請書に、学位論文、

履歴書及び学位論文審査手数料(以下「審査手数料」という。)を添えて研究科長を経て学長に提出

するものとする。 

2  学位論文の提出は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 主論文1編とし、他に参考論文を添えることができること。この場合において、論文目録を付

すものとする。 

(2) 審査のため必要があるときは、研究歴証明書の関係資料を提出させることがあること。 

(審査手数料) 

第７条 審査手数料は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 第5条第2項の規定により申請する場合 30,000円 
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(2) 前条第1項の規定により申請する場合 200,000円 

(学位論文及び審査手数料の返付) 

第８条 いったん受理した学位論文及び納入した審査手数料は、いかなる事由があっても返却しな

い。 

(学位論文の審査) 

第９条 第5条第1項及び第2項又は第6条第1項の規定により提出された学位論文を受理したときは、学

長は研究科委員会にその審査を付託する。 

(審査委員会) 

第１０条 審査委員会は、研究科委員会が指名する委員をもって構成する。 

2  審査委員会は、博士課程にあっては4名以上、修士課程にあっては3名以上とする。 

3  審査の主査は、審査委員のうちから研究科委員会が指名する者をもって充てる。 

(学位論文の審査及び学力の確認等) 

第１１条 審査委員会は、次の各号に定めるところにより学位論文の審査、最終試験及び学力の確認

を行う。 

(1) 最終試験は学位論文を中心として、口答又は筆答試問によって行うこと。 

(2) 第6条第1項の規定により学位論文を提出した者の論文審査については前号と同一の方法による

ものとし、更に学力の確認のための試問を行うこと。この場合において、外国語を課すものとす

る。ただし、医学研究科に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得した者については、学力確

認のための試問を免除することがある。 

2  審査委員会は、審査の結果を研究科委員会に報告する。 

3  研究科委員会は、審査について必要があるときは、他の大学の大学院等の教員等の協力を得るこ

とができる。 

4  前3項に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 

(学位論文の審査期限) 

第１２条 審査委員会は、第5条第1項又は第2項の規定に係る者については、在学期間中に審査を終了

するものとする。 

2  審査委員会は、第5条第4項又は第6条第1項の規定に係る者については論文の審査を委嘱されてか

ら1年以内に審査及び試験を終了するものとする。ただし、特別の事由があるときは、研究科委員会

の意見を聴いて学長がその期間を1年以内に限り延長することができる。 

(判定) 

第１３条 研究科委員会は、第11条第2項の規定による報告に基づき、学長が決定するに当たり学位論

文の審査、学力の確認及び試験の合否を議決する。 

2  前項の議決に当たっては、研究科委員会の3分の2以上の出席を要し、出席委員の3分の2以上の同

意を要する。 

3  前項の議決は、無記名投票をもって行う。 

(学位の授与) 

第１４条 学長は、埼玉医科大学学則第15条及び第16条の規定により卒業した者並びに前条の議決に

より課程を修了した者及び論文審査に合格した者に対し、学位記により学位を授与し、学位を授与

できない者にはその旨通知する。 

(論文要旨の公表) 

第１５条 学長は、博士の学位を授与したとき、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博

士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により

公表するものとする。 

(学位論文の公表) 

第１６条 博士の学位を授与された者は、授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る

論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したとき

は、この限りでない。 

2  前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本

学の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公

表することができる。この場合において、本学はその論文の全文を求めに応じて閲覧に供するもの

とする。 

3  博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネッ

トの利用により行うものとする。 
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(博士の学位の名称) 

第１７条 博士の学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは、当該学位名の下に、「埼玉医

科大学」と大学名を付記するものとする。 

(学位の取消し) 

第１８条 本学において学位の授与を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、学長は関係学部の

教授会又は研究科委員会の意見を聴いて、既に授与した学位を取り消し、学位記を返付させ、か

つ、その旨を公表するものとする。 

(1) 不正の方法によって学位を受けた事実が判明した場合 

(2) 名誉を汚す行為があると認められた場合 

2  学部教授会又は研究科委員会において、前項の議決を行う場合は、第13条第2項の規定を準用す

る。 

(学位記の再交付) 

第１９条 学位記の再交付を受けようとする者は、理由を明記して、学長に申請しなければならな

い。 

(登録及び報告) 

第２０条 本学において博士の学位を授与したときは、学長は学位簿に登録し、併せて3か月以内に学

位(博士)授与報告書により文部科学大臣に報告するものとする。 

(学位記等の様式) 

第２１条 学位記及び学位授与申請関係書類等の様式については、別に定める。 

附 則 

  この規則は、昭和56年4月1日から施行する。 

附 則(平成8年4月1日) 

  この規則は、平成8年4月1日から施行する。 

附 則(平成12年4月1日) 

  この規則は、平成12年4月1日から施行する。 

附 則(平成13年4月1日) 

  この規則は、平成13年4月1日から施行する。 

附 則(平成18年4月1日) 

  この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成18年11月20日) 

  この規則は、平成18年11月20日から施行する。 

附 則(平成19年3月19日) 

  この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年11月13日) 

  この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年11月18日) 

  この規則は、平成23年11月18日から施行する。 

附 則(平成24年5月21日) 

  この規則は、平成24年5月21日から施行し、平成24年3月31日から適用する。 

附 則(平成25年3月15日) 
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  この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年3月12日) 

  この規則は、平成26年3月12日から施行する。 

附 則(平成27年3月12日) 

  この規則は、平成27年4月1日から施行する。なお、平成27年3月31日以前に入学した学生に係る別

表(学位及び専攻分野の名称)の適用については、従前の例による。 

附 則(平成27年11月20日) 

  この規則は、平成27年11月20日から施行する。 

附 則(平成29年11月17日)  

  この規則は、平成30年4月1日から施行する。 

附 則(平成31年3月15日)   

  この規則は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則(令和2年3月24日)  

  この規則は、令和2年4月1日から施行する。 
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埼玉医科大学学位規則のうち修士に関する運用細則 

 
 (令和7年10月24日制定) 

 

(趣旨) 

第１条 埼玉医科大学(以下「本学」という。)における修士の学位(医科学、臨床検査学、医工学、理

学療法学、看護学。以下「学位」という。)の運用については、埼玉医科大学学位規則(昭和53年3月

24日制定。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。 

(学位授与の要件) 

第２条 学位は、規則第3条第1項第2号に規定する区分により、埼玉医科大学大学院医学研究科修士課

程又は埼玉医科大学大学院看護学研究科修士課程(以下「修士課程」と総称する。)において所定の

単位を修得し、学位申請論文の審査及び最終試験に合格した者に授与する。 

(学位申請論文) 

第３条 学位申請論文は単著論文とし、原著論文として取り扱わないものとする。 

2  学位申請論文は、次の各号に掲げるいずれの要件を満たさなければならない。 

(1) 学位申請論文の研究内容又は論文作成に本学の大学院指導教員が、次のいずれかの要件に関与

し、かつ、当該研究を主として実施した施設の倫理審査申請書及び研究計画書に、申請者及び指

導教員の氏名が記載されていること。 

ア 学位申請論文の謝辞に氏名が記載されていること。 

イ 当該研究に関与していることが証明でき、かつ、所定の書類を提出し、埼玉医科大学大学院

医学研究科修士課程運営委員会又は埼玉医科大学大学院看護学研究科修士課程運営委員会(以下

「修士課程運営委員会」と総称する。)が認めたものであること。 

(2) 申請者の所属に本学の名称が記載されていること。 

3  学位授与の申請に当たっては、修士課程での研究成果を報告するものとする。 

4  学位論文の審査は、複数回かつ審査項目に基づいて厳密に行われ、相当の期間を要することがで

きる。 

5  学位申請論文には、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(平成3年文部科学

省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針

(平成18年文部科学省告示第71号)その他研究の実施に当たり必要な法令及び指針に基づき適正な手

続を経ていることを記載するものとする。 

6  前各項に定めるもののほか、学位申請論文に関し必要な細目については、学位申請論文作成の手

引(修士課程運営委員会作成)の定めるところによる。 

(審査委員の選出) 

第４条 規則第10条の審査委員会は、原則として主査1名及び副査2名の計3名の審査委員(以下「審査

委員」という。)をもって組織する。 

2  審査委員の選出は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 代表指導教員は、大学院に属する教員のうちから候補者を指名し、修士課程運営委員会に推薦

すること。 

(2) 申請者の論文指導を行った指導教員は、原則として審査委員になることができないこと。ただ

し、正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。 

(3) 医学研究科修士課程にあっては、原則として主査及び副査の各1名は申請者の属する大学院基

本学科の教員とし、他の副査1名は当該申請者が属さない大学院基本学科の教員から選出するこ

と。ただし、正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。 

(4) 修士課程運営委員会は、推薦された審査委員候補者を参考に、審査委員(主査及び副査)を選出

し、埼玉医科大学大学院医学研究科委員会又は埼玉医科大学大学院看護学研究科委員会(以下「研

究科委員会」と総称する。)にその旨を報告すること。 

(5) 当該研究科委員会は、報告された審査委員について意見を聴いて決定すること。 

(審査委員会での審査項目) 

第５条 審査委員会での審査項目は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 研究背景の理解度 

研究テーマの背景について正しく理解し、その分野の先行研究に対して、精確な読解及び的確

な評価が行われているかその適否 

(2) 研究テーマの妥当性 
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研究背景に基づき、どのような問題意識で研究テーマを設定したかを十分に説明できるかその

適否 

(3) 研究手法の妥当性 

研究テーマの探求のための方法論について正しく理解し、その結果、適切な理論、実験、調査

又は情報収集を行っているかその適否 

(4) 研究の倫理性 

研究の倫理に関して研究計画と論文内容が一致していること。また、特定不正行為(捏造・改ざ

ん・盗用)その他の不正行為(二重投稿等)が行われていないかその適否 

(5) 論文の論理性 

論文の記述(本文、図表、引用文献等)が十分かつ適切であり、首尾一貫した論理構成になって

おり、論理的に明確な結論が導かれているかその適否 

(6) 論文の学術的意義 

当該研究領域の理論的見地又は実証的見地に加え、国際学術水準及び学際的観点からみて独自

の価値を有するものとなっているかその適否 

(7) 申請者の学識・識見 

研究テーマについて、その研究の将来の展望を十分に説明でき、審査委員会における質問に対

して、適切に回答することができるかその適否 

(学位論文の図書館への提供) 

第６条 修士の学位を授与された者は、本学の日高キャンパス分館図書館及び川角キャンパス分館図

書館(以下「図書館」と総称する。)での配架のために当該学位論文を製本し、図書館に提供する。 

附 則 

  この細則は、令和7年10月24日から施行する。 
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生生体体機機能能科科学学分分野野

1・前 2
1・後 2 2

遺伝カウンセリング学概論 1・前 2 2
1・後 2 2  
1・後 2 2   
1・後 2 2
1・前 2 2
1・前 2 2

リハビリテーション医療学概論 1・後 2
1・前 2 2 2 2 2
1・前 2 2 2
1・前 2 (2)* 2 2
1・後 2  2
1・通 2 (2)* (2)* (2)*
1・前 2 2 2
1・後 2 2 2
1・前 2 2 2 2
1・後 2 2 2 2
1・前 2 　 2 2
1・前 2 2 2 2
1・前 2 2 2 2

分析医科学特論 1・後 2 2 2

臨床検査医学特論 1・後 2
2・通 4 4 4 4 4
2・通 8 8 8 8 8

30 30 30 30

（ ）*は、余裕がある場合に履修を薦める科目

臨床検査関
連の研究

統計情報解析特論

病理学概論

開講
時期

生体機能科学特論

疫学方法特論

生体機能形態学概論

専
　
門
　
科
　
目

ゲノム医学特論

医療政策学概論

実用実験医学特別講義

環境衛生科学特論

生命倫理学概論

（（２２））医医学学研研究究科科医医科科学学専専攻攻のの履履修修モモデデルル

分子レベル
の生体機能

研究

脳科学特論

生体・病態医科学特論

医療安全管理学概論

実験動物学概論

食品の機能
や毒性の研

究

未病医科学
関連の研究

最新医学特別講義

行動科学概論

合　　計

単位数授業科目名

栄養学特論

環境微生物学特論

細胞生物学概論

区分

生体分子機能医科学特別研究

共
 
通
 
科
 
目

生体分子機能医科学演習
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生生体体医医工工学学分分野野

1・前 2
1・後 2 2 2

遺伝カウンセリング学概論 1・前 2
1・後 2 (2)*
1・後 2
1・後 2 2 2
1・前 2
1・前 2 2 2

リハビリテーション医療学概論 1・後 2 (2)*
1・前 2
1・前 2
1・前 2 2 2
1・後 2
1・通 2
1・前 2 2
1・後 2 2
1・前 2 2
1・後 2 2
1・前 2 2 2
1・後 2 2 2
1・前 2 2
1・後 2 2
2・通 2 4 4
2・通 2 8 8

30 30

（）*は、余裕がある場合に履修を薦める科目

レーザー医工学特論

生体情報計測特論

細胞生物学概論

生体機能形態学概論

行動科学概論

実用実験医学特別講義

最新医学特別講義

生体医工学演習

人間工学特論

合　　計

専
　
門
　
科
　
目

生体システム工学特論

生体医工学特別研究

光応用計測特論

医療安全工学特論

生体信号処理特論

生体機能代行工学特論

共
 
通
 
科
 
目

研究開発者向け
高度専門職：臨床
工学技術者向け

区分

統計情報解析特論

病理学概論

開講
時期

医療政策学概論

単位数授業科目名

生命倫理学概論

医療安全管理学概論

疫学方法特論

実験動物学概論
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理学療法学分野

1・前 2
1・後 2 2 2

遺伝カウンセリング学概論 1・前 2
1・後 2
1・後 2
1・後 2
1・前 2 (2)*
1・前 2

リハビリテーション医療学概論 1・後 2 2 2
1・前 2 (2)*
1・前 2
1・前 2 2 2
1・後 2
1・通 2

老年学概論 1・前 2 2 2
1・前 2 2 2
1・前 2 2
1・後 2
1・後 2 (2)*
1・後 2 2
1・前 2 2
1・前 2 2
1・後 2 2
1・前 2 2
1・後 2 2
1・前 1 2
1・前 1
2・通 4 4 4
2・通 8 8 8

30 30

（）*は、余裕がある場合に履修を薦める科目

生命倫理学概論

生体機能形態学概論

医療安全管理学概論

細胞生物学概論

病理学概論

行動科学概論

共
 
通
 
科
 
目

神経理学療法モデル

実験動物学概論

専
 
門
 
科
 
目

理学療法研究方法特論

徒手理学療法学特論

最新医学特別講義

実用実験医学特別講義

人体機能形態学特論Ⅱ

統計情報解析特論

疫学方法特論

計合

理学療法学演習

区分 授業科目名
開講
時期

単位数 筋骨格理学療法モデル

医療政策学概論

人体機能形態学特論Ⅰ

予防理学療法学特論

神経理学療法学特論Ⅱ(手技）

理学療法学特別研究

神経理学療法学特論Ⅰ(治療計画）

筋骨格理学療法学特論Ⅱ(下肢）

がん理学療法学特論

筋骨格理学療法学特論Ⅰ(上肢・脊椎）

スポーツ理学療法学特論

スポーツ理学療法学演習

－ 39 －



 

 

大学院修士課程の長期履修生制度 

 

 

修士課程の標準修業年限は２年ですが、職業を有し就業しているなど、標準修業年内

では、修学が困難な学生について、修業年限を３年として修学を認めるものです。 

 

(埼玉医科大学大学院長期履修生規則(以下「規則」という。)を参照してください。) 

 

 

１ 修学が困難な者として認める理由(規則第２条の各号) 

(1)職業を有し、就業している者 

(2)家事、育児、介護等に当たる必要がある者 

(3)その他学長が相当と認めた者 

※(3)については、(1)や（2）に準じた理由が必要です。 

 

２ 長期履修生に志願する手続き(規則第３条) 

（志願手続は入学手続き期間内に行う必要があります。) 

(1) 長期履修生志願書 

(2) 理由書 

(3) 職業を有する場合には在職証明書又は在職が確認できる書類 

(4) その他学長が必要と認める書類 

  ※(4)については、育児や介護等を行っている場合に必要な書類とします。 

 

３ 長期履修生のための教育課程 

 （指導教員とご相談ください。） 

 

４ 学 費 

区 分 学

年 入学金 授業料 施設設備費 修業期間の

学費の計 

一般学生 １ 300,000 円 700,000 円 200,000 円 2,100,000 円 
２ ― 700,000 円 200,000 円 

長期履修生 
１ 300,000 円 470,000 円 140,000 円 

2,130,000 円 ２ ― 470,000 円 140,000 円 
３ ― 470,000 円 140,000 円 

   

   なお長期履修生の学費は、入学金以外を修業年限の２年分を３年間で支払う 

計算となりますが、１万円未満は切り上げます。 
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埼玉医科大学大学院長期履修生規則 

(趣旨) 

第 1 条 埼玉医科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第 6 条第 2 項の規定に基づき、

修士課程において計画的な長期履修を認められた者（以下「長期履修生」という。）の取扱い

については、この規則の定めるところによる。 

 

 (志願資格) 

第 2 条 長期履修生に志願できる者は、本学大学院修士課程へ入学する者で、次の各号のいずれ

かに該当し、標準修業年限内での修学が困難な者とする。 

(1) 職業を有し、就業している者 
(2) 家事、育児、介護等に当たる必要がある者 

(3) その他学長が相当と認めた者 

 

(志願手続) 

第 3 条 長期履修生に志願する者は、入学手続き期間内に次の書類を提出しなければならない。 

  ただし、原則として入学後 1 年未満の者については、研究科委員会の議を経て提出期間の延

長を認めることがある。 

(1) 長期履修生志願書 
(2) 理由書 

(3) 職業を有する場合には在職証明書又は在職が確認できる書類 

(4) その他学長が必要と認める書類 

 

(履修期間の変更) 

第 4 条 長期履修生が、認められた履修期間の変更を希望する場合には、各研究科が定める期日

までに、次の書類を提出しなければならない。 

(1) 長期履修生履修期間変更申請書 
(2) 理由書 

(3) その他学長が必要と認める書類 

 

(学費) 

第 5 条 大学院学則第 29 条に定める授業料及び施設設備費の年額については、標準修業年限の

2 年分の授業料及び施設設備費の額を、認められた履修期間で除した額(その額が 1 万円未満の

場合には 1 万円に切り上げるものとする。)とする。ただし、前条の規定により履修期間の延

長が認められた場合においても、授業料及び施設設備費の年額は変更しない。 
 

(決定及び許可) 
第 6 条 長期履修生の決定及び前条に規定する履修期間の変更の許可は、研究科委員会の議を経

て学長がこれを行う。 

 

(その他) 

第 7 条 この規則に定めるもののほか、長期履修生に関して必要な事項は、各研究科が定める。 

 

   附 則   

この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 
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          研究科長 殿 

 
  
  

長長  期期  履履  修修  生生  志志  願願  書書  
 

  私は、大学院修士課程の長期履修生として認めていただきたく、 

別紙の理由書を添えて志願書を提出します。 
  
 
 

       年  月  日 
 

   大大学学院院修修士士課課程程            研研究究科科            専専攻攻  
 
 

          氏   名           ㊞ 
 
 
 

          指導教員（予定）氏名         ㊞ 
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長長  期期  履履  修修  生生  志志  願願  理理  由由  書書  
研研究究科科  
専専攻攻名名   氏氏  名名   

（志志願願理理由由））  
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            研究科長 殿 

 

 
 

長長期期履履修修生生履履修修期期間間変変更更申申請請書書  
 

   私は、履修期間の変更を認めていただきたく、別紙の理由書を 

添えて申請書を提出します。 
  
 

       年  月  日 
 
 

    大大学学院院修修士士課課程程            研研究究科科            専専攻攻  
 
 

          氏   名           ㊞ 
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長長期期履履修修生生履履修修期期間間変変更更理理由由書書  
研研究究科科  
専専攻攻名名   氏氏  名名  

（変変更更理理由由））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

－ 45 －



 

埼玉医科大学大学院科目等履修生受託規則 

 

  第１章 目的 

 (目的) 

第１条 この規則は、埼玉医科大学大学院学則(昭和 53 年 3 月 24 日制定。以下「大学院学則」と

いう。)第 43 条第 2 項の規定に基づき、正規学生の研究及び指導に支障のない範囲において、医

学研究科及び看護学研究科における科目等履修生を受託するために必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

  第２章 科目等履修生の受託(科目等履修生の受入れ) 

(資格) 

第２条 各研究科の科目等履修生として受入れすることができる者は、本大学院学則第 14 条に定

める入学資格を持つ者と同等の者とする。 

 

(申請) 

第３条 科目等履修生としての受入を志願する者は、所定の期間内に関係書類を添えて学長に申請

するものとする。 

2  申請の方法、時期については別に定める。 

 

(選考) 

第４条 学長は前条の申請があったとき、研究科長に審議を委託する。 

2  研究科長は書類審査等大学が定める必要な方法により選考を行い、研究科委員会の議を経て、

その受入れの可否を決定し学長にその旨報告するものとする。 

3  学長は研究科長の報告を受けて申請者に結果を通知するものとする。 

 

(受入手続、許可) 

第５条 合格の通知を受けた者は、所定の期日までに登録料その他の学納金を添えて、誓約書を提

出しなければならない。 

2  学長は、前項の受入手続きを完了した者について受入を許可する。 

 

(受入の時期) 

第６条 受入の時期は学年又は学期の始めとする。 

 

(履修期間) 

第７条 履修期間は、受入を許可された時より 1 年以内とする。 

2  前項の履修期間を超えて引き続き科目等履修生として在学する場合は、学長に願い出てその許
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可を受けなければならない。 

 

(科目の履修) 

第８条 履修できる科目は、各研究科において当該年度に開講される科目とする。 

2  履修の登録及び方法については別に定める。 

 

 (単位の授与) 

第９条 履修を許可された科目を履修し、その試験に合格した場合は単位を授与する。 

2  科目等履修生として修得できる単位は年間 10 単位を上限とする。 

 

(受入許可の取消し) 

第１０条 科目等履修生が次の各号の一に該当する場合は、学長は審議の上、受入許可を取り消し

その旨を当該学生に通知するものとする。 

 (1) 本学の諸規程その他遵守事項に違反したと認められるとき。 

 (2) 各研究科で科目の履修を受けることが適当でないと認められるとき。 

 

(授業料及びその納付)  

第１１条 科目等履修生の授業料等は次のとおりとする。 

 (1) 検定料 20,000 円 
 (2) 登録料 30,000 円 
 (3) 授業料：1 単位あたり 30,000 円 
2  一旦納入された検定料、登録料及び授業料は一切返還しない。 

 

(災害保険等への加入) 

第１２条 科目等履修生は、学生教育研究災害傷害保険等に加入しておくものとする。 

 

 (損害賠償) 

第１３条 学長は、科目等履修生が故意又は重大な過失により、各研究科の施設・設備等に損害を

及ぼしたとき、当該学生に対して、損害の全部又は一部について賠償を求めるものとする。 

 

(補足) 

第１４条 この規則に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、本学大学院学則を準

用するものとする。 

 

(その他) 

第１５条 各研究科の科目等履修生として特別なコースを履修する場合の規則については別に定

める。 
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担当教員・教員一覧





授業の形式 学期 曜日・時限 曜日・時限 学年 単位数 授業科目責任者 頁

講義 前期 火・3 1 2 小野寺亘 63

講義 後期 木・4 木・6 1 2 大西正夫（非常勤） 66

講義 前期 水・3 1 2 難波　聡 69

講義 後期 木・1 月・6 1 2 菅 理江 71

講義 後期 水・1 1 2 西本正純 75

講義 後期 火・４ 土・1 1 2 滝沢牧子 78

講義 前期 月・1 月・6 1 2 木下勇一 80

講義 前期 火・2 1 2 山岸敏之 83

講義 後期 月・4 木・7 1 2 國澤洋介 85

講義 前期 木・1 1 2 水野由美 89

講義 前期 1 2 永島雅文 92

講義 前期 木・2 木・6 1 2 椎橋実智男 94

講義 後期 木・1 1 2 太田晶子 99

講義 通年 1 2 髙橋健夫 101

講義 前期 火・１ 木・７ 1 2 新井智之 103

分野 授業の形式 学期 曜日・時限 曜日・時限 学年 単位数 授業科目責任者 頁

講義 前期 月・３ 水・６ 1 2 奥田晶彦 107

講義 後期 金・１ 金・７ 1 2 前田卓哉 111

講義 前期 金・２ 木・６ 1 2 藤原智徳 113

講義 後期 木・１ 月・６ 1 2 伴塲裕巳 117

講義 前期 水・５ 水・７ 1 2 與五沢真吾 122

講義 前期 月・４ 月・６ 1 2 酒井 純 126

講義 前期 月、木・５ 1 2 淡路健雄 130

講義 後期 火・３ 火・7 1 2 飯野 望 133

講義 後期 火・１ 火・６ 1 2 小野川傑 136

演習 通年 2 4 藤原智徳 140

実験･実習 通年 2 8 藤原智徳 141

講義 前期 金・３ 金・６ 1 2 川邉 学 142

講義 後期 月・４ 月・７ 1 2 奥村高広 147

講義 前期 月・３ 月・６ 1 2 下岡聡行 152

講義 後期 月・３ 月・６ 1 2 山下高生 155

講義 前期 - - 1 2 生体医工学分野講師 159

講義 後期 木・３ 水・６ 1 2 宮本裕一 163

講義 前期 木・２ 水・木６ 1 2 笠松直史 167

講義 後期 火・３ 火・７ 1 2 若山俊隆 171

演習 通年 2 4 若山俊隆 175

実験･実習 通年 2 8 若山俊隆 177

講義 前期 月・４ 水・6,7 1 2 高倉保幸 179

講義 前期 月・２ 水・6,7 1 2 時田幸之輔 184

講義 後期 水・４ 水・6 1 2 時田幸之輔 188

講義 後期 木・３ 火・6 1 2 赤坂清和 192

講義 後期 金・３ 月・6,7 1 2 高倉保幸 196

講義 前期 火・4 月・6,7 1 2 新井智之 200

講義 前期 木・４ 火・6,７ 1 2 赤坂清和 205

講義 後期 木・５ 火・７ 1 2 赤坂清和 209

講義 前期 木・５ 月・6.7 1 2 高倉保幸 213

講義 後期 金・５ 月・6.7 1 2 高倉保幸 217

講義 前期 火・1.2.3 土・1.2.3 1 1 赤坂清和 221

演習 前期 火・1.2.3 土・1.2.3.6.7 1 1 赤坂清和 224

演習 通年 木・4,5 木・6,7 2 4 赤坂清和 228

実験･実習 通年 月,水,金・4､5 月,水,金・6､7 2 8 赤坂清和 230

令令和和  88  年年度度　　医医学学研研究究科科医医科科学学専専攻攻((修修士士課課程程））　　　　授授業業科科目目名名・・授授業業科科目目責責任任者者一一覧覧　　

共共通通科科目目

授業科目名

医療政策学概論

生命倫理学概論

遺伝カウンセリング学概論

生体医工学特別研究

理
学
療
法
学
分
野

理学療法研究方法論

人体機能形態学特論Ⅰ

行動科学概論

細胞生物学概論

専専門門科科目目

医療安全管理学概論

生体機能代行工学特論

病理学概論

生体機能形態学概論

環境衛生科学特論

リハビリテーション医療学概論

最新医学特別講義

老年学概論

実験動物学概論

実用実験医学特別講義

生体・病態医科学特論

生体機能科学特論

火・6

授業科目名

生
体
機
能
科
学
分
野

ゲノム医学特論

臨床検査医学特論

人体機能形態学特論Ⅱ

環境微生物学特論

脳科学特論

分析医科学特論

金・6

統計情報解析特論

疫学方法特論

生体分子機能医科学特別研究

神経理学療法学特論Ⅱ

生
体
医
工
学
分
野

医療安全工学特論

レーザー医工学特論

光応用計測特論

栄養学特論

予防理学療法特論

生体分子機能医科学演習

生体システム工学特論

生体信号処理特論

筋骨格理学療法学特論Ⅱ(下肢）

生体医工学演習

徒手理学療法学特論

がん理学療法学特論

生体情報計測特論

人間工学特論

理学療法学演習

理学療法学特別研究

筋骨格理学療法学特論Ⅰ(上肢・脊椎）

スポーツ理学療法学特論

スポーツ理学療法学演習

神経理学療法学特論Ⅰ
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分野 区分 教員氏名 資格 所属（大学院基本学科名）

● 藤原　智徳 教授 生体機能科学
● 小野川　傑 教授 生体機能科学
● 飯野　　望 教授 生体機能科学
● 木下　勇一 教授 生体機能科学
● 山岸　敏之 教授 生体機能科学
● 小野　公嗣 准教授 生体機能科学
● 金子　優子 准教授 生体機能科学
● 黒田　真代 准教授 生体機能科学
● 酒井　純 准教授 生体機能科学
○ 與五沢　真吾 准教授 生体機能科学
● 髙橋　祐介 講師 生体機能科学
● 伴塲　裕巳 講師 生体機能科学
● 森　幸太郎 講師 生体機能科学
〇 水谷　諭史 講師 生体機能科学
● 山本　晃司 講師 生体機能科学
● 山本　梓司 講師 生体機能科学
〇 山賀　　貴 助教 生体機能科学
● 奥田　晶彦 客員教授 生体機能科学
● 浦西　洸介 講師 生体機能科学
● 片桐　岳信 教授 生体機能科学
● 三谷幸之介 教授 生体機能科学
● 堀江公仁子 教授 生体機能科学
● 池田　和博 准教授 生体機能科学
● 西本　正純 准教授 生体機能科学
● 水野　洋介 准教授 生体機能科学
● 永島　雅文 教授 生体機能科学
● 前田　卓哉 教授 生体機能科学
● 若山　俊隆 教授 生体医工学
● 小林　直樹 客員教授 生体医工学
● 下岡　聡行 教授 生体医工学
○ 田邊　一郎 特任教授 生体医工学
● 宮本　裕一 教授 生体医工学
● 笠松　直史 教授 生体医工学
● 奥村　高広 教授 生体医工学
● 川邉　　学 准教授 生体医工学
● 脇田　政嘉 講師 生体医工学
● 白石　直子 講師 生体医工学
● ｽｺ ﾊﾞｸﾞｰｽ ﾄﾘｽﾅﾝﾄ 講師 生体医工学
● 赤坂　清和 教授 理学療法学
● 高倉　保幸 教授 理学療法学
● 國澤　洋介 教授 理学療法学
● 新井　智之 教授 理学療法学
● 大久保　雄 准教授 理学療法学
● 時田幸之輔 講師 理学療法学
○ 金井　欣秀 講師 理学療法学
○ 森田　泰裕 講師 理学療法学
○ 服部　　寛 助教 理学療法学
○ 清水　夏生 助教 理学療法学
○ 三浦　佳代 講師 理学療法学
○ 飛田　和基 助教 理学療法学
○ 姉帯　沙織 助教 理学療法学

　　　　令令和和  88  年年度度　　医医科科学学専専攻攻修修士士課課程程　　　　教教員員一一覧覧  

理
学
療
法
学
分
野

　●は指導教員　○は大学院教員

生
体
医
工
学
分
野

生
体
機
能
科
学
分
野
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《《共共通通科科目目》》
【【科科目目名名】】 医医療療政政策策学学概概論論

担当者 所属 E-mail 

小野寺 亘    

 

【【科科目目名名】】 生生命命倫倫理理学学概概論論

担当者 所属 E-mail 

大西 正夫  

【【科科目目名名】】 遺遺伝伝カカウウンンセセリリンンググ学学概概論論

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

難波 聡      

齋藤 恵      

大竹 明      

 

【【科科目目名名】】 行行動動科科学学概概論論

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

菅 理江      

吉川 圭介      

椎橋 実智男      

林 禅之      

小柴 満美子      

稲川 健太郎 _    

五十嵐 友里   

 

【【科科目目名名】】 細細胞胞生生物物学学概概論論

担当者 曜日 時間 場所 E-mail 

西本 正純     

【【科科目目名名】】 医医療療安安全全管管理理学学概概論論

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

滝沢 牧子   
  

 

 

 

【【科科目目名名】】病病理理学学概概論論

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

木下勇一      
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【【科科目目名名】】生生体体機機能能形形態態学学概概論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

山岸 敏之       

小野 公嗣       

時田 幸之輔      

 

【【科科目目名名】】リリハハビビリリテテーーシショョンン医医療療学学概概論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

國澤 洋介       

赤坂 清和       

新井 智之       

高倉 保幸       

 

【【科科目目名名】】実実験験動動物物学学概概論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

水野 由美       

冨永 信子       

掘切 一美       

  

【【科科目目名名】】実実用用実実験験医医学学特特別別講講義義    

担当者 曜日 時間 場所 E-mail 

永島 雅文     

 

【科科目目名名】】統統計計情情報報解解析析特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

椎橋実智男      

 

【【科科目目名名】】疫疫学学方方法法特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

太田 晶子      

 

【【科科目目名名】】最最新新医医学学特特別別講講義義    

担当者 曜日 時間 場所 E-mail 

髙橋 健夫      

 

【【科科目目名名】】老老年年学学概概論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

新井 智之       
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《《専専門門科科目目》》  

＜＜生生体体機機能能科科学学分分野野＞＞  

【【科科目目名名】】  ゲゲノノムム医医学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

奥田 晶彦      

浦西 洸介       

 

【【科科目目名名】】  生生体体・・病病態態医医科科学学特特論論 

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

前田 卓哉       

藤原 智徳       

永島 雅文      

 

【【科科目目名名】】  生生体体機機能能科科学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

藤原 智徳       

山本 梓司       

金子 優子  
  

   
  

  

【【科科目目名名】】  栄栄養養学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

伴塲 裕巳      

  

【【科科目目名名】】  環環境境衛衛生生科科学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

與五沢 真吾   
 

 
   

 

【【科科目目名名】】  環環境境微微生生物物学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

酒井 純       

  

【【【【科科目目名名】】脳脳科科学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

淡路 健雄         

小谷 典弘         
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魚住 尚紀        

中野 貴成        

周防 諭         

柳下 楠         

吉川 圭介         

北條 泰嗣        

橋爪 幹        

 

【【科科目目名名】】分分析析医医科科学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

飯野 望       

 

【【科科目目名名】】臨臨床床検検査査医医学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

小野川 傑       

  

【【科科目目名名】】生生体体分分子子機機能能医医科科学学演演習習・・生生体体分分子子機機能能医医科科学学特特別別研研究究  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

藤原 智徳       

前田 卓哉      

奥田 晶彦      
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＜＜生生体体医医工工学学分分野野＞＞  

【科科目目名名】】  医医療療安安全全工工学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

川邉 学       

加納 隆      

 

【【科科目目名名】】  生生体体機機能能代代行行工工学学特特論論    

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

奥村 高広       

白石 直子       

  

【【科科目目名名】】  生生体体シシスステテムム工工学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

下岡 聡行       

 

【【科科目目名名】】  生生体体信信号号処処理理特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

山下 高生       

 

【【科科目目名名】】  生生体体情情報報計計測測特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

未定 臨床工学科     

 

【【科科目目名名】】  人人間間工工学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

宮本 裕一       

 

【【科科目目名名】】  レレーーザザーー医医工工学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

笠松 直史       

宮本 裕一       

田邊 一郎       

 

【【科科目目名名】】  光光応応用用計計測測特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

若山 俊隆       
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【【科科目目名名】】  生生体体医医工工学学演演習習・・生生体体医医工工学学特特別別研研究究  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

若山 俊隆       

下岡 聡行       

宮本 裕一       

笠松 直史       

山下 高生       

奥村 高広       

川邉 学       

脇田 政嘉       

白石 直子       

小林 直樹       
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＜＜理理学学療療法法学学分分野野＞＞  

【【科科目目名名】】  理理学学療療法法研研究究方方法法論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

高倉 保幸       

赤坂 清和       

 

【【科科目目名名】】  人人体体機機能能形形態態学学特特論論ⅠⅠ  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

時田 幸之輔       

 

【【科科目目名名】】  人人体体機機能能形形態態学学特特論論ⅡⅡ  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

時田 幸之輔       

 

【【科科目目名名】】  徒徒手手理理学学療療法法学学特特論論・・筋筋骨骨格格理理学学療療法法学学特特論論ⅠⅠ（（上上肢肢・・脊脊椎椎））・・筋筋骨骨格格理理学学療療法法学学特特論論ⅡⅡ（（下下肢肢））  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

赤坂 清和       

大久保 雄       

服部 寛       

乙戸 崇寛      

 

【【科科目目名名】】  ススポポーーツツ理理学学療療法法学学特特論論・・ススポポーーツツ理理学学療療法法学学演演習習  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

赤坂 清和       

大久保 雄       

服部 寛       

 

【【科科目目名名】】  ががんん理理学学療療法法学学特特論論・・神神経経理理学学療療法法学学特特論論ⅡⅡ  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

高倉 保幸       

 

【【科科目目名名】】  予予防防理理学学療療法法学学特特論論  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

新井 智之       

 

【【科科目目名名】】  神神経経理理学学療療法法学学特特論論ⅠⅠ  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

高倉 保幸       
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【【科科目目名名】】理理学学療療法法学学演演習習・・理理学学療療法法学学特特別別研研究究  

担当者 所属 曜日 時間 場所 E-mail 

赤坂 清和       

高倉 保幸       

新井 智之       

國澤 洋介       

時田 幸之輔       
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シラバス

（第 14 条特例含む）





【令和 8 年度 医学研究科 時間割表】 （通常版） 

《前期》 1 年次 

時限 分野 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日  

11  
9：00 
～ 

10：30 

共通科目  老年学概論  実験動物学概論   

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法  

スポーツ理学療法学特論 

    

スポーツ理学療法学演習 

22  
10：40 
～ 

12：10  

共通科目  生体機能形態学概論  統計情報解析特論   

専

門

科

目 

生体機能     生体機能科学特論  

生体医工 医療安全工学特論   レーザー医工学特論   

理学療法 人体機能形態学特論Ⅰ 

スポーツ理学療法学特論 

    

スポーツ理学療法学演習 

33  
13：10 
～ 

14：40  

共通科目  医療政策学概論 遺伝カウンセリング学概論    

専

門

科

目 

生体機能 ゲノム医学特論    環境微生物学特論  

生体医工 生体システム工学特論      

理学療法       

44  
14：50 
～ 

16：20  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工 生体情報計測特論      

理学療法 理学療法研究方法論 予防理学療学法特論  
筋骨格理学療法学特論

Ⅰ（上肢・脊椎） 
  

55  
16：30 
～ 

18：00  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能   環境衛生科学特論    

生体医工 生体情報計測特論      

理学療法    神経理学療法学特論Ⅰ   

66  
18：10 

～ 

19：40 

 

14 条 

特例  

共通科目  
実用実験医学特別講義 

（於：毛呂山キャンパス） 
  

最新医学特別講義 
（於：毛呂山キャンパス） 

 

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

77  
19：50 

～ 

21：20 

 

14 条 

特例  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法 

      

      

  

※1 年前期 脳科学特論 8 月集中講義 
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《後期》1 年次 
時限 分野 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日  

11  
9：00 
～ 

10：30 

共通科目   細胞生物学概論 

疫学方法特論 

  

行動科学概論 

専

門

科

目 

生体機能  臨床検査医学特論  栄養学特論 生体・病態医科学特論  

生体医工       

理学療法       

22  
10：40 
～ 

12：10  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

33  
13：10 
～ 

14：40  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能  分析医科学特論     

生体医工 生体信号処理特論 光応用計測特論  人間工学特論   

理学療法    徒手理学療法学特論 がん理学療法学特論  

44  
14：50 
～ 

16：20  

共通科目 
リハビリテーション医療学

概論 
  生命倫理学概論   

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工 生体機能代行工学特論      

理学療法   人体機能形態学特論Ⅱ    

55  
16：30 
～ 

18：00  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法    
筋骨格理学療法学特論

Ⅱ（下肢） 
神経理学療法学特論Ⅱ  

66  
18：10 
～ 

19：40 

 

14 条 

特例  

共通科目  医療安全管理学概論   
最新医学特別講義 
（於：毛呂山キャンパス） 

 

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

77  
19：50 
～ 

21：20 

 

14 条 

特例  

共通科目       

専

門

科

目 

 

生体機能       

生体医工       

理学療法       
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【令和 8 年度 医学研究科 時間割表】 （第 14 条特例） 

《前期》 1 年次 

時限 分野 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日  

11  
9：00 
～ 

10：30 

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

22  
10：40 
～ 

12：10  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

33  
13：10 
～ 

14：40  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

44  
14：50 
～ 

16：20  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

55  
16：30 
～ 

18：00  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

66  
18：10 

～ 

19：40 

 

14 条 

特例  

共通科目 病理学概論 
実用実験医学特別講義 

（於：毛呂山キャンパス） 
 

統計情報解析特論 

（於：毛呂山キャンパス） 
最新医学特別講義 
（於：毛呂山キャンパス） 

 

専

門

科

目 

生体機能 ゲノム医学特論   生体機能科学特論 環境微生物学特論  

生体医工 生体システム工学特論   レーザー医工学特論 医療安全工学特論  

理学療法 

予防理学療法学特論  理学療法研究方法論 

  

 

神経理学療法学特論Ⅰ 
筋骨格理学療法学特論Ⅰ 

（上肢・脊椎） 
人体機能形態学特論Ⅰ  

77  
19：50 

～ 

21：20 

 

14 条 

特例  

共通科目    老年学概論   

専

門

科

目 

生体機能   環境衛生科学特論    

生体医工       

理学療法 

予防理学療法学特論 スポーツ理学療法学特論 理学療法研究方法論    

神経理学療法学特論Ⅰ スポーツ理学療法学演習 人体機能形態学特論Ⅰ    

 

※1 年前期 脳科学特論 8 月集中講義 
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《後期》1 年次 
時限 分野 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日  

11  
9：00 
～ 

10：30 

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

22  
10：40 
～ 

12：10  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

33  
13：10 
～ 

14：40  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

44  
14：50 
～ 

16：20  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

55  
16：30 
～ 

18：00  

共通科目       

専

門

科

目 

生体機能       

生体医工       

理学療法       

66  
18：10 
～ 

19：40 

 

14 条 

特例  

共通科目 
行動科学概論 

（於：毛呂山キャンパス） 
  生命倫理学概論 

最新医学特別講義 

（於：毛呂山キャンパス） 

 

 

専

門

科

目 

生体機能 栄養学特論 臨床検査医学特論     

生体医工 生体信号処理特論   人間工学特論   

理学療法 

がん理学療法学特論 徒手理学療法学特論 

人体機能形態学特論Ⅱ    

神経理学療法学特論Ⅱ  

77  
19：50 
～ 

21：20 

 

14 条 

特例  

共通科目  医療安全管理学概論  
リハビリテーション医療学

概論 
  

専

門

科

目 

 

生体機能  分析医科学特論   生体・病態医科学特論  

生体医工  光応用計測特論     

 

理学療法 

がん理学療法学特論 
筋骨格理学療法学特論Ⅱ

（下肢） 
    

神経理学療法学特論Ⅱ  
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科科目目名名  形形態態  配配当当年年次次  単単位位  科科目目区区分分  担担当当教教員員  

生命倫理学概論 講義 
1年 

後期 
2  共通科目 大西 正夫 

到到達達目目標標  

生命倫理学を理解し、医療、医科学研究に役立てることができる。 

授授業業計計画画  

回 月日 曜日 時限 講義室 担当者 テーマ 

1 10/8 木 4限 かわクリ 大西 医療・医科学研究の生命倫理 

2 10/15 木 4限 かわクリ 大西 研究倫理の歴史的理解――法、判例、綱領（指針） 

3 10/22 木 4限 かわクリ 大西 インフォームドコンセントの源流から今日まで 

4 10/29 木 4限 かわクリ 大西 インフォームドコンセントの実践的理解 

5 11/5 木 4限 かわクリ 大西 医科学研究と利益相反 

6 11/12 木 4限 かわクリ 大西 医療資源の配分—―功利主義と自由主義、Justis 

7 11/19 木 4限 かわクリ 大西 個人情報と守秘義務、変容する守秘の概念 

8 11/26 木 4限 かわクリ 大西 脳死と臓器移植、生体肝移植の倫理性 

9 12/3 木 4限 かわクリ 大西 末期医療――延命と尊厳死、安楽死――世界の潮流 

10 12/10 木 4限 かわクリ 大西 人工妊娠中絶禁止と容認。世界で未だに続く対立 

11 12/17 木 4限 かわクリ 大西 体外受精医療の進展と影の側面 

12 12/24 木 4限 かわクリ 大西 LLGGBBTTQQssに象徴されるセクシュアリティの新たな様相  

13 1/7 木 4限 かわクリ 大西 遺伝子の諸問題、ゲノム医療時代の生命倫理 

14 1/14 木 4限 かわクリ 大西 
ジェンダー差別、マイノリティへの眼差し、強姦罪か

ら不同意性交罪に切り替った刑法改正 

15 1/21 木 4限 かわクリ 大西 医療人・研究者に求められる新たな時代の倫理規範。 

評評価価方方法法  連連絡絡先先／／オオフフィィススアアワワーー  

課題レポート、自由研究レポートおよびその発

表によって評価する。 

教員一覧参照 

 

教教科科書書・・参参考考書書  履履修修上上のの注注意意・・履履修修要要件件  

教科書：特になし 

参考書：特になし 

かわごえクリニックにて対面のみの講義 

 

  
授授業業内内容容  

11．．医医療療・・医医科科学学研研究究とと生生命命倫倫理理  
内 容： 1.医療のあるべき姿を説明できる。 

2.医科学研究の歩みを説明できる。 
22．．研研究究倫倫理理のの歴歴史史的的理理解解  
内 容： 1.医の四原則――自律尊重・善行・無危害・正義を基に倫理的な医療・研究を説明できる 

2.人体実験、独善的医療から患者・被験者の自律、意思を尊重した時代背景を説明できる。 
33．．イインンフフォォーームムドドココンンセセンントト（（IICC））のの源源流流かからら今今日日ままでで  
内 容： 1.医学研究倫理の原型であるニュルンベルク綱領、ヘルシンキ宣言を説明できる。 

2.欧米で確立されたICについて診療、研究両面で説明できる。 
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44..  イインンフフォォーームムドドココンンセセンントト（（IICC））のの実実践践的的理理解解  
内 容 1． 患者・被験者が理解して同意するICの意義を医療者・研究者として十分説明できる。 

2 研究協力にいったん同意しても撤回し、不利益を被らない同意撤回について説明できる。 
55．．医医科科学学研研究究とと利利益益相相反反  
内 容： 1.利益相反の意味と透明性確保の重要性を説明できる。 

2.国・大学・研究機関の各利益相反基準を説明できる。 
66..  医医療療資資源源のの配配分分――――功功利利主主義義とと自自由由主主義義、、完完全全自自由由主主義義  
内 容 1.臨床現場（ミクロ）と政策レベル（マクロ）の医療資源配分があることを説明できる。 

2.費用対効果などの医療経済面だけでなく、目の前の重篤患者への全力投球を説明できる。 
⒎⒎  個個人人情情報報とと守守秘秘義義務務  変変容容すするる守守秘秘のの概概念念  
内 容： 1.伝統的理解である絶対的義務から現代的な理解の相対的義務（一応の義務）を説明できる。  

2.患者の権利である個人情報を自身でコントロールするプライバシー権として説明できる。 
88．．脳脳死死とと臓臓器器移移植植  生生体体肝肝移移植植のの倫倫理理性性  
内 容： 1.脳死の概念（定義）を的確に理解し、臓器移植向けの「法的脳死」を説明できる。 

2.脳死移植が国際水準ほど普及せず、肝移植では生体間が圧倒的に多い実情を説明できる。 
99．．末末期期医医療療――延延命命とと尊尊厳厳死死、、安安楽楽死死――――世世界界のの潮潮流流  
内 容 1.延命治療の差し控え（withholding）と中止（withdrawing）について説明できる。 

2.積極的安楽死、消極的安楽死、苦痛緩和のための鎮静、世界の安楽死の潮流を説明できる。 
1100．．人人工工妊妊娠娠中中絶絶  
内 容： 1.中絶に必要とされる配偶者同意の問題点（争点）、現行の母体保護法と明治期制定の刑法堕 

 堕罪との関係性を倫理面から検討する。 
2.「性と生殖に関する健康と権利」（SRHR）は、今や普遍的人権として知られる。 

1111．．体体外外受受精精医医療療のの進進展展とと影影のの部部分分  
内 容： 1. 2022年に日本国内で誕生した体外受精児は9人に1人で、過去最高となった。 

2. 一方で、匿名の第三者精子提供で生まれた体外受精児の成長後、出自をめぐる社会的・倫
理的問題に。 

1122  LLGGBBTTQQss  にに象象徴徴さされれるるセセククシシュュアアリリテティィのの新新たたなな様様相相  
内 容： 1.セクシュアルマイノリティの概念が浸透しつつある世界的状況を説明できる。 

2.性別二分法からノンバイナリーへ。多彩、多様な風景が描出される時代相へ。 
1133．．ゲゲノノムム医医療療のの進進化化とと倫倫理理のの““相相克克””  
内 容： 1.ゲノムデータの個人識別性、新たな生殖医療への応用可能性などを説明できる。 

2.ゲノム編集がもたらす難病治療への期待と倫理面での抜きがたい懸念を説明できる。 
1144．．ジジェェンンダダーーととアアカカデデミミッッククハハララススメメンントト  

内 容： 1.新たな局面を迎えたジェンダーの概念、ジェンダー差別の諸問題を説明できる。 
2.大学・医療機関・研究機関におけるアカハラ、セクハラ、パワハラを説明できる。 

1155．．医医療療人人・・研研究究者者のの行行動動規規範範、、倫倫理理委委員員会会のの厳厳格格なな審審査査  

内 容： 1.論文データ捏造など研究者の不正行為（misconducts）の問題点を説明できる。 
2.社会の規範に基づいた倫理観と、臨床研究法に基づく倫理審査の基準を説明できる。 
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第 14条特例 

科科目目名名  形形態態  配配当当年年次次  単単位位  科科目目区区分分  担担当当教教員員  

生命倫理学概論 講義 
1年 

後期 
2  共通科目 大西 正夫 

到到達達目目標標  

生命倫理学を理解し、医療、医科学研究に役立てることができる。 

授授業業計計画画  

回 月日 曜日 時限 講義室 担当者 テーマ 

1 10/8 木 4限 かわクリ 大西 医療・医科学研究の生命倫理 

2 10/15 木 4限 かわクリ 大西 研究倫理の歴史的理解――法、判例、綱領（指針） 

3 10/22 木 4限 かわクリ 大西 インフォームドコンセントの源流から今日まで 

4 10/29 木 4限 かわクリ 大西 インフォームドコンセントの実践的理解 

5 11/5 木 4限 かわクリ 大西 医科学研究と利益相反 

6 11/12 木 4限 かわクリ 大西 医療資源の配分—―功利主義と自由主義、Justis 

7 11/19 木 4限 かわクリ 大西 個人情報と守秘義務、変容する守秘の概念 

8 11/26 木 4限 かわクリ 大西 脳死と臓器移植、生体肝移植の倫理性 

9 12/3 木 4限 かわクリ 大西 末期医療――延命と尊厳死、安楽死――世界の潮流 

10 12/10 木 4限 かわクリ 大西 人工妊娠中絶禁止と容認。世界で未だに続く対立 

11 12/17 木 4限 かわクリ 大西 体外受精医療の進展と影の側面 

12 12/24 木 4限 かわクリ 大西 LLGGBBTTQQssに象徴されるセクシュアリティの新たな様相  

13 1/7 木 4限 かわクリ 大西 遺伝子の諸問題、ゲノム医療時代の生命倫理 

14 1/14 木 4限 かわクリ 大西 
ジェンダー差別、マイノリティへの眼差し、強姦罪か

ら不同意性交罪に切り替った刑法改正 

15 1/21 木 4限 かわクリ 大西 医療人・研究者に求められる新たな時代の倫理規範。 

評評価価方方法法  連連絡絡先先／／オオフフィィススアアワワーー  

課題レポート、自由研究レポートおよびその発

表によって評価する。 

教員一覧参照 

 

教教科科書書・・参参考考書書  履履修修上上のの注注意意・・履履修修要要件件  

教科書：特になし 

参考書：特になし 

かわごえクリニックにて対面のみの講義 
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火曜日

－ 78 －



－ 79 －



－ 80 －



－ 81 －



－ 82 －



－ 83 －



－ 84 －



－ 85 －



－ 86 －



－ 87 －



－ 88 －



－ 89 －



－ 90 －



－ 91 －



 
 

                     
区分：共通科目 

科 目 名 実用実験医学特別講義 Introduction to Experimental Medicine 

授業責任者 

氏名
ふりがな

 
ながしま まさぶみ 

永島 雅文   M. Nagashima 

連絡先：メールアドレス 

オフィスアワー 

mnagashi＠saitama-med.ac.jp 

火曜日 17：00-18：00基礎医学棟 6階 608 

授業分担者 下記記載のとおり 

配当年次 1年次 前期 

開講時間 火曜日 18時～19時 30分 

開講場所 Zoom 

到達目標 

 医学研究の原理を理解しつつ、実用的な実験手技を効率よく習得し、自らの研究に応用

していく能力を身につける。 

教育内容      

回 月日 講義名 担当者 

1 4/21 
肉眼解剖学と臨床医学 

Clinical anatomy: concept and research 

解解剖剖学学  
永永島島雅雅文文  MM..  NNaaggaasshhiimmaa  

2 4/28 
共同研究施設の利用と研究紹介 

Biomedical Research Center: Division of Analytical Science 

中中央央研研究究施施設設  
水水野野洋洋介介    YY..MMiizzuunnoo  

3 5/19 
細胞分離と細胞培養 

Fundamental techniques of cell isolation and cell culture 

微微生生物物学学  
市市川川朝朝永永    TT..  IIcchhiikkaawwaa  

4 5/26 
パッチクランプ法 

Patch-clamp technique 

生生理理学学  
平平沢沢統統  HH..  HHiirraassaawwaa  

5 6/2 
組換え DNA実験安全委員会教育訓練：遺伝子組換え生物の取扱い 

Training lecture by the SMU Institutional Biosafety Committee: 

Handling of Genetically Modified Organisms  

ゲゲノノムム基基礎礎医医学学  
米米田田竜竜馬馬    RR..YYoonneeddaa  

6 6/16 
PCRと RT-PCR 

Introduction of PCR and RT-PCR 

微微生生物物学学                

中中村村彰彰宏宏    AA..  NNaakkaammuurraa  

7 6/23 
薬剤スクリーニングの手法 

Drag screening techniques 
解解剖剖学学  

栗栗﨑﨑知知浩浩  TT..KKuurriissaakkii  

8 6/30 
ラジオアイソトープ利用研究の利点と実践 

A practical guide to emplpy radioisotopes in your research 

生生化化学学  
中中野野貴貴成成    TT..  NNaakkaannoo  

9 7/7 
遺伝子改変動物を用いた疾患モデル研究 
Studies of disease models using genetically modified animals 

解解剖剖学学  
佐佐藤藤智智美美  TT..  SSaattoo  

10 7/14 
病原微生物等取扱教育訓練：バイオセーフティとバイオセキュリティ 

Training lecture by the SMU Institutional Biosafety Committee: 

Bio-safety and bio-security 

微微生生物物学学  
堀堀内内大大    YY..  HHoorriiuucchhii  

11 7/21 
系統的変異体作製による構造機能相関の解析  

Mutational analysis of molecular structure and function 

生生化化学学  
魚魚住住尚尚紀紀  NN..  UUoozzuummii  

12 7/28 
薬理学実験法 

Pharmacological experiments 

薬薬理理学学  
小小谷谷典典弘弘  KK..  kkoottaanniiii  

13 9/1 
ES細胞の臨床応用研究 

ES cells: tools for the regenerative medicine 

中中央央研研究究施施設設  
西西本本正正純純    MM..  NNiisshhiimmoottoo  

14 9/15 
核医学における画像解析と統計処理 

Data processing and statistical analysis in nuclear medicine 

images 

核核医医学学  
松松成成一一朗朗    II..  MMaattssuunnaarrii  

15 9/29 
次世代シークエンサーやマイクロアレイを用いた遺伝子発現解析 

Gene expression analysis using next generation sequencer or 

microarray 

中中央央研研究究施施設設  
水水野野洋洋介介    YY..MMiizzuunnoo  
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【オフィスアワー】 
担当者 曜日・時間・場所 
永島雅文 火曜日 17：00-18：00 基礎医学棟 6階 608 

水野洋介 水曜日 14：00-17：00  基礎医学棟地下 2階 中央研究施設形態部門 

市川朝永 水曜日 17：00-18：00 基礎医学棟 6階 微生物学 

平沢 統 木曜日 12：00-14：00 基礎医学棟 5階 517 

米田竜馬  

中村彰宏 水曜日 16：30-17：30 基礎医学棟 6階 

中野貴成 水曜日 16：00-17：00 基礎医学棟 4階 生化学教員室 

佐藤智美 水曜日 13：00-15：00 基礎医学棟 6階 613 

栗﨑知浩 月曜日 16：00-17：00 基礎医学棟 6階 617 

堀内 大 水曜日 17：00-18：00 基礎医学棟 6階 微生物学 

魚住尚紀 木曜日 16：30-18：00 基礎医学棟 4階 生化学教員室 

小谷典弘 木曜日 13：00-16：00 基礎医学棟 4階薬理学 1研 

西本正純 月曜日～金曜日 9:00-16:00 第３研究棟１階 RI管理室（なお第３研究

棟は常時施錠されていますので、あらかじめメールで日時を決めていた

だくようお願いいたします。） 

 
 

準備学習 
評価方法 履修に必要な時間数以上の受講並びに参加をもって単位を認定する。 

なお、必要に応じレポートの提出を求めることがある。 
成績評価基準 
受講状況により、A.B.C.Dをもって表し、A.B及び Cを合格、Dを不合格とする。 

注意事項・メッセージ 
オフィスアワーについては臨時の会議や出張などにより不在の可能性がありますので電

話やメールにて事前の連絡をとることをお勧めいたします。 
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区分：共通科目 

科 目 名  最新医学特別講義  Recent Advances in Biomedical Research 

授業責任者 
氏名
ふりがな

 
たかはし たけお 

髙橋 健夫 T.Takahashi 
連絡先：メールアドレス 
オフィスアワー 

taketaka＠saitame-med.ac.jp 
木曜日 17：00-18：00 総合医療センター 管理棟 5階 

授業分担者 下記記載のとおり 

配当年次  １年次 通年 
開講時間  金曜日 18時～19時 30分 
開講場所 Zoom 
到達目標 
進歩の著しい基礎医学、臨床医学の各領域を対象として、最新知識を各領域のエキスパートか

ら講演いただき、大学院生としての素養である、未知なるものを探求する好奇心を育み、その

方法論を学ぶとともに関連領域への見識の拡大を図る。また、最新医学の知識の吸収を通じて、

国内外の学会への積極的な参加・発表などへの意欲を高め、国際性の醸成、高度専門性の獲得、

キャリアパス形成のための意識的基盤を確立する。 
教育内容【前期】 
回 月日 講義名 担当者 

11  55//88  
ホルモン依存性がんの分子病態と患者由来モデル

Molecular mechanisms of hormone-dependent 
cancers and their patient-derived models 

ゲゲノノムム応応用用医医学学      

堀堀江江  公公仁仁子子      

KK..HHoorriiee  

22  55//1155  
がん微小環境における抗腫瘍免疫応答 
Anti-tumor immune responses in the tumor microenvironment 

微微生生物物学学  

村村上上  孝孝  

TT..  MMuurraakkaammii  

33  66//55  

知的財産と社会実装について（全 2回） 
知的財産権の確保と活用 
Intellectual property and social implementation 

Securing and Utilizing Intellectual Property Rights 

廣廣田田弁弁理理士士事事務務所所  

所所長長弁弁理理士士  

廣廣田田  浩浩一一  

KK..HHiirroottaa  

44  66//1122  

知的財産と社会実装について（全 2回） 
大学発ベンチャーの起業と運営 
Intellectual property and social implementation 
Entrepreneurship and management of university-originated ventures 

埼埼玉玉大大学学  

理理工工学学研研究究科科  

物物質質科科学学部部門門  

根根本本  直直人人  

NN..NNeemmoottoo  

55  66//2266  
先天性心疾患：出生前からはじまる生涯心臓病学 

Congenital heart diaseasse: life-long cardiology 

小小児児科科学学  

増増谷谷  聡聡  

SS..  MMaassuuttaannii  

66  77//33  
腫瘍生物学及びがん放射線治療の最前線 

Tumor biology and current state and future 

perspectives of radiotherapy for cancers 

放放射射線線医医学学  

髙髙橋橋  健健夫夫    

TT..TTaakkaahhaasshhii  

77  77//1100  
筋肉が骨になる難病 進行性骨化性線維異形成症

（FOP） 

Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) 

ゲゲノノムム基基礎礎医医学学                              

片片桐桐  岳岳信信    

TT..KKaattaaggiirrii    

88  77//1177  
腎線維化メカニズムと治療へのアプローチ 

Mechanisms of renal fibrogenesis and an approach 

to generantion of anti-fibrotic therapy 

腎腎臓臓内内科科学学        

岡岡田田  浩浩一一  

HH..OOkkaaddaa  
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【オフィスアワー】 
担当者 曜日・時間・場所 
堀江 公仁子 月曜日 16：30-17：30 ゲノム棟 2階 209 

村上 孝 木曜日 16：30-17：30 基礎医学棟 6階 微生物学  

廣田 浩一 金曜日 10：00-11：00 本部棟 1階大学事務部（大学院） 

根本 直人 金曜日 10：00-11：00 本部棟 1階大学事務部（大学院） 

増谷 聡 木曜日 12：30-13：30 総合医療センター教員棟 110号室 

髙橋 健夫 木曜日 17：00-18：00 総合医療センター 管理棟 5階 

片桐 岳信 火曜日 11：00-16：00 ゲノム棟 2階 203 

岡田 浩一 月曜日 16：00-17：00 埼玉医科大学 8号館１階面談スペース 

解良 恭一 金曜日 18：00-19：00 国際医療センター 教員研究棟 216研究室 

大西 秀樹 月曜日 17：00-18：00 国際医療センター 教員棟 4階 教授室 

門野夕峰  

川﨑洋平 火曜日 12：00-13：00 臨床研究支援室（毛呂山キャンパス） 

 

【後期】 

回 月日 講義名 担当者 

  1111//66  
オール埼玉医大研究の日 

医学研究センターシンポジウム（予） 
  

99  

1100  
1111//77  オール埼玉医大 研究の日 

  

  

1111  1111//1133  

肺癌薬物療法の目覚ましい進歩 

Remarkable progress of Drug therapy in lung 

cancer 

呼呼吸吸器器内内科科学学      

解解良良  恭恭一一      

KK..KKaaiirraa  

1122  1122//1111  

ウエルニッケ脳症－忘れられてきたせん妄の原因  

Wernicke encephalopathy: underdiagnosed cause 

of delirium 

精精神神医医学学  

大大西西  秀秀樹樹  

HH..OOnniisshhii  

1133  11//88  

関節リウマチに対する薬物治療と手術治療の進歩

Advances in drug and surgical treatment for 

rheumatoid arthritis 

整整形形外外科科学学  

門門野野  夕夕峰峰  

YY..kkaaddoonnoo  

1144  11//1155  

臨床研究における交絡と傾向スコア 

Confounding and Propensity Scores in Clinical 

Research 

生生物物統統計計学学  

川川﨑﨑  洋洋平平  

YY..kkaawwaassaakkii  

準備学習   

評価方法 履修に必要な時間数以上の受講並びに参加をもって単位を認定する。 
なお、必要に応じレポートの提出を求めることがある。 

成績評価基準 A.B.C.Dをもって表し、A.B及び Cを合格、Dを不合格とする。 

注意事項・メッセージ 
オフィスアワーについては臨時の会議や出張などにより不在の可能性がありますので電話やメ

ールにて事前の連絡をとることをお勧めいたします。残残りり 22 ココママのの講講義義日日がが未未定定でですす。。決決ままりり
次次第第ごご連連絡絡いいたたししまますす。。 
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学生生活に関する規定

学学生生生生活活にに関関すするる規規定定

令和 4 年 4月 1 日から、民法改正により、成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられました。 

成年年齢引き下げに伴い、若年層をターゲットにした消費者被害等に巻き込まれないよう注意し

ましょう。 

法務省の成年年齢引下げについてわかる特設ウェブサイトがあります。このウェブサイト等で、

成年年齢が引き下げられることの意義や、引き下げにあたって気を付けておくべきこと等を確認、

理解するとともに、成人となることの自覚を持ちましょう。 

●成年年齢引き下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」

URL：https://www.moj.go.jp/seinen/





    学学生生生生活活にに関関すするる規規定定  

１１．．学学籍籍番番号号  

学籍番号は入学時に定められ、学位取得までの間、一貫して大学院生固有の番号となりま

す。 

学籍番号は研究科を示すアルファベット記号と 5 桁の数字で構成されています。数字につ

いては、1-2 桁目は入学年度(西暦)、3 桁目は入学区分、4-5 桁目は個別番号を示しています。 

２２．．学学生生証証  

学生証は、「学生証(IC 内蔵のプラスチックカード)」と裏面に貼付する「在籍確認シール」

を合わせて有効な状態となります。学生証には本学の大学院生であることが確認できるよう、

顔写真・研究科・専攻・課程・学籍番号・氏名・生年月日・発行日・有効期限が印字されて

います。なお、裏面の住所欄は自身で記入してください。 

学生証は本学の大学院生としての身分を証明する大切なものです。キャンパス内では常時

携帯し、教職員に提示を求められた場合は速やかに提示しなければなりません。また、ロッ

カー室への入室、テレサホールやラウンジヤマネを利用する際の電子決済機能、図書館を利

用する際の身分証明、通学定期券の購入などを円滑に行うために必要となります。紛失、盗

難、破損のないように十分に注意してください。 

（（11））記記載載事事項項のの変変更更 

住所・氏名等が変わった場合には、直ちに事務室に届け出てください。届け出を怠ると、

通学定期券の購入や学割の使用ができなくなります。 

（（22））通通学学区区間間のの記記入入方方法法（（通通学学定定期期券券をを購購入入すするる場場合合））  

学生通学区間欄に現住所から大学までの通学区間を記入してください。記入上の注意事項

は次のとおりです。 

・・  現住所から大学までの最短通学区間を記入する 

・・  バスの利用も含め、交通機関ごとにそれぞれ記入する 

・・  通学区間欄内に記入しきれない場合は事務室へ申し出る 

・・  現住所の変更などにより通学区間を変更する場合や、通学定期券購入欄に記入する

余地がなくなった場合は、「在籍確認シール」の再発行を事務室に申し出る 

（（33））携携帯帯とと提提示示  

学生証は常に携帯し、次のような場合には必ず提示してください。 

・・  証明書の交付を受ける時 

・・  本学施設を利用する時（ロッカー室・テレサホール・ラウンジヤマネ・図書館等） 

・・  図書の貸し出しを受ける時 

・・  通学定期券・学生割引乗車券を購入する時、又は、それを使用して乗車し係員から

提示を求められた時 

・・  その他、本学教職員から提示を求められた時 
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（（44））取取扱扱上上のの注注意意  

学生証には、学籍番号を識別するバーコード表示や、テレサホールやラウンジヤマネで

利用する電子決済機能や施設への入館権限などが記憶されているICチップが内蔵されてい

ます。そのため、汚したり折り曲げたりするとそれらが機能しなくなる場合がありますの

で大切に取り扱ってください。 

（（55））紛紛失失とと再再交交付付  

学生証の紛失や、破損・汚損・IC チップが損傷した場合には事務室に再交付を申し出て

ください。原則として申請の１週間後に交付され、紛失や破損等の場合には再交付料が必

要となります。 

なお、紛失や盗難の場合は、必ず、最寄りの交番か警察に届け出てください。また、学

生証を拾得した場合には直ちに事務室に届けてください。 

（（66））返返却却  

修了・退学・除籍などにより本学の学籍を離れる場合は、速やかに学生証を事務室に返

却してください。 

３３．．ネネーームムカカーードド  

・・  本学の大学院生であることが確認できるよう、顔写真・研究科・専攻・課程・学籍番号・

氏名を掲載したネームカードを支給します。 

・・  キャンパス内におけるネームカードの着用は、大学院生であることの確認および部外者

との識別を容易にすることを目的としています。防犯対策の意味合いも含んでいますので、

キャンパス内では、ネームカードは常時着用してください。 

・・  ネームカードのストラップは研究科ごとに色分けされています。 

ブルー 医学研究科 

ピンク 看護学研究科 

・・  修了・退学・除籍などにより本学の学籍を離れる場合は、速やかに、ネームカードを事

務室に返却してください。 

４４．．通通学学  

（（11））ススククーールルババスス  

下記より、日高キャンパスおよび川角キャンパス行きのスクールバスを運行しています。 

なお、スクールバスの運行遅延により遅刻・欠席することとなっても、その事態を考慮

することは一切ありません。 

東武東上線「坂戸駅(南口)」 

JR 川越線「武蔵高萩駅(あさひ口)」 

毛呂山キャンパス(錬成館) 

東武越生線「東毛呂駅」付近の『東毛呂駅南バス停』 

（（22））通通学学定定期期券券  

通学定期券は、居住地(学生証に記載した住所)の最寄駅から大学の最寄駅までの区間を

最も経済的なコースで通学する場合に限り購入することができます。アルバイトなど通学

－ 234 －



以外の目的では購入できません。 

通学定期券の購入にあたっては、定期券販売所で「定期券購入申込書」に必要事項を記

載し、裏面の「通学区間欄」に乗降駅を記入した学生証を提示してください。 

（（33））実実習習用用定定期期券券  

学外実習などのために通学区間外の定期券が必要な場合には、「通学証明書(臨床実習用)

申込書(様式 54 号)」を事務室に提出し、鉄道会社に申請することにより、「実習用定期券」

を購入することができます。 

なお、鉄道会社から定期券購入のための承認通知書が届くまでに期間を要しますので、

遅くとも実習開始の 1 か月前までに申請してください。申請が遅いと実習時期に間に合わ

ないことがあります。 

（（44））自自家家用用車車・・ババイイクク((原原付付をを含含むむ))・・自自転転車車ででのの通通学学  

自家用車・バイクでの通学にあたっては事務室で手続きを行ってください。駐車場の利

用方法についてはキャンパスにより異なりますので注意してください。また、学内外を問

わず路上駐車や違法な駐車場占拠、指定場所以外の駐車・駐輪は厳禁です。判明した場合

は、処分の対象となります。 

なお、バイクおよび自転車で通学する場合は、所定の駐輪場を利用し、必ず施錠するよ

うにしてください。また、放置バイクおよび自転車は強制的に撤去することがあります。 

通学用の車両を変更する際は、事務室で登録変更の手続きを行ってください。 

（（55））駐駐車車場場のの使使用用ににつついいてて  

日高キャンパス 

日高キャンパスに自動車で通学する場合には、事務室前駐車場の利用を許可しており

ます。利用を希望する場合は事務室にて所定の手続きをすることで「駐車許可証」を発

行いたします。駐車場利用時には必ず「駐車許可証」をダッシュボード上などの確認が

できる場所に置いてください。 

川角キャンパス 

川角キャンパスの学生用駐車場は、「通学用自動車等登録申請書(様式 71 号)」を川

角キャンパス事務室に提出することにより利用することができます。学生用駐車場の周

辺には民家もありますので、駐車場利用にあたっては空ふかしや無駄なアイドリングは

しないでください。 

５５．．キキャャンンパパススママナナーー  

・・  本学大学院生としての品位を保つよう、自覚をもって行動してください。これはキャン

パス外においても同様です。 

・・  公共の交通機関を利用して通学する際は、停留所での割り込み行為・車内における大声

での会話は慎み、お年寄りや体の不自由な人がいたら席を譲るなど、医療人を志す者とし

ての自覚を持ちましょう。 

・・  大学から呼出しを受けた際は、速やかに事務室を訪れるか、電話等の連絡をしてください。 

６６．．大大学学院院生生にに対対すするる通通知知・・連連絡絡  

大学院生に対する通知や連絡等はメールまたは所定の掲示板に掲示します。掲示した事項
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については、全ての大学院生に周知されたものとみなしますので、掲示板および配信される

メールの確認を怠らないでください。また、自身が属する研究科のみならず、全体掲示板や

保健室前の掲示板も確認するようにしてください。 

 また、掲示物にみだりに触れることは禁止です。掲示物を撤去・破損・汚損した者は処分

の対象となります。 

７７．．学学内内のの IICCTT 環環境境  

（（11））SSMMSSNNEETT  埼埼玉玉医医科科大大学学教教育育学学術術情情報報ネネッットトワワーークク  

学内向けに公開している情報を閲覧することができます。図書館の文献検索システムの

利用や教員の電子メールアドレスの検索などが出来ます。 

［URL］ https://smswww.saitama-med.ac.jp/ 

（（22））シシララババスス検検索索 

  本学ホームページの「医学研究科修士課程」、「看護学研究科修士課程」のページで電

子シラバスの検索が可能です。 

［URL］ https://www.saitama-med.ac.jp/education/grad_med/master.html(医科学) 

https://www.saitama-med.ac.jp/education/grad_nurse/master.html(看護学) 

（（33））WWeebb  CCllaassss 

講義動画の視聴、資料の閲覧やダウンロード、小テストやレポート提出などができます。 

また、教員と大学院生間で連絡をとるなど講義に関わる様々な場面、用途で活用できます。 

  [URL]  https://fm-lms.saitama-med.ac.jp/webclass/login.php 

  

  

（（44））学学内内ココンンピピュューータタのの利利用用方方法法 

大学院生が使用できるコンピュータ（SMSNET 閲覧）は以下の場所に設置しています。 

利用の際はユーザーID・パスワードを入力してログインしてください。使用後はログアウ

トし、シャットダウンをしてください。 

日高キャンパス 

B棟6F マルチメディア教室 

B棟6F 看護学研究科院生室 

A棟2･3F 図書館 情報検索コーナー 

川角キャンパス 
校舎2F コンピュータ室 

図書館 情報機器コーナー 

毛呂山キャンパス 図書館1･3F 情報機器コーナー 

 IT 環境の不調、その他の報告・相談 

IT 環境(設置する PC 含む)の調子が悪い時は、「学籍番号・名前・該当の場所(PC)・症状」

を事務室まで連絡してください。 

キャンパス 連絡先 メールアドレス 結果報告 

日高キャンパス 事務室 hmaster@saitama-med.ac.jp C棟1F掲示板 

川角キャンパス 事務室 kawakado@saitama-med.ac.jp 事務室前掲示板 
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（（55））メメーールルアアドドレレススのの付付与与 

大学院生には「学籍番号@fhmc.saitama-med.ac.jp」で表す個別メールアドレスを付与しま

す。本学では Google 社の Gmail を利用しており、パソコン・スマートフォン・タブレット

などのインターネット接続が可能な機器でメール受信することができます。大学からの連

絡は主にメールで行いますので、常にメールの受信を確認してください。 

メーリングリストの利用 

次のメーリングリストアドレスを利用すれば、学年及び研究科全員にメールを配信する

ことができます。なお、このメーリングリストは、修学上必要な連絡を目的としたもので

あり、私用や勧誘などでの利用は禁止します。 

グループ メールアドレス 

医学研究科医科学専攻1年生 m-s-1nensei@saitama-med.ac.jp 

看護学研究科看護学専攻1年生 m-n-1nensei@saitama-med.ac.jp 

医学研究科医科学専攻2年生(含、長期履修生) m-s-2nensei@saitama-med.ac.jp 

看護学研究科看護学専攻2年生(含、長期履修生) m-n-2nensei@saitama-med.ac.jp 

（（66））個個人人所所有有ココンンピピュューータタででのの学学内内ネネッットトワワーークク利利用用  

申請により個人所有コンピュータを学内ネットワークに接続し使用することができます。

申請の際はSMSNETの「保健医療学部におけるコンピュータの利用について」を必ず確認し、

次の注意を守ってください。また、個人所有コンピュータが原因で大学業務に支障が生じ

た時は処分の対象となります。 

［URL］ https://smswww.saitama-med.ac.jp/hoken/gakusei/pc/index.html 

＜＜使使用用上上のの注注意意＞＞  

① コンピュータウィルス対策の確実な履行 

a．ウィルス対策ソフトの実行（記憶媒体、メール、ホームページに対して、即時及び

定時実行） 

b．ウィルスパターンの定期的な更新(最低週 1 回） 

② セキュリティホール対策の確実な履行 

a．ウィンドウズアップデートの実行（自動実行で更新時に確認設定） 

b．アプリケーションのアップデート（適宜） 

③ 情報漏洩防止の確実な履行 

a．使用者認証の設定 

b．情報の紛失防止、漏れては困る情報の保存の禁止、学外持ち出し禁止（学内ネット

ワークに関する情報、個人情報など） 

c．ファイル共有ソフト（P2P ソフト、Winny、share、Cabos、WinMX、Lime Wire、Bit Comet

など）の使用禁止 

学内ネットワークの利用には研究科長（または修士課程運営委員長）の許可が必要で

す。利用を希望する大学院生は、事務で所定の手続きを行ってください。 
・・申込期間は、原則として 5 月と 11 月のそれぞれ 1 ヶ月間です。 

・・申込には、使用するパソコンのメーカー名、型式、OS、MAC アドレスの情報が必要とな

りますので、あらかじめ調べておいてください。 
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・・使用開始にはネットワーク設定が必要です。「埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク

(https://smswww.saitama-med.ac.jp/)」を参照し、設定をしてください。 

・・学籍がなくなった場合は、登録が抹消されます。 

・・登録内容が変わった場合は、再申請が必要となります。 

・・必要と認められる場合、パソコンの使用状態を調べることがあります。 

８８．．学学内内のの環環境境保保全全  

・・  大学院生は、本学の建物・設備・備品などを破損・汚損することのないよう努めてく

ださい。場合によっては処分の対象になります。また、キャンパス内の清掃・整理整頓・

火気取り締まりには常に留意してください。 

・・  本学は、喫煙により罹患する可能性が高くなる疾病等の予防医療を実施する医療機関

を擁する大学として、学内および指定された地域で全面禁煙を実施しています。 

・・  キャンパス内での飲酒は禁止します。ただし、相応の理由が認められる場合には、修

士課程運営委員長の許可により場所・時間を限って認められることがあります。 

なお、アルコールの過剰摂取により死亡事故に至るケースもあるので、「イッキ飲み」

等の危険な飲酒行為及び飲酒運転は絶対にしないでください。 

・・  キャンパス内での麻雀等の賭博性のある遊戯を行うことは禁止です。 

９９．．校校舎舎へへのの出出入入りり  

校校舎舎へへのの出出入入りり口口  

日高キャンパス 

出入口 
開錠時間 

（月～土） 
入館方法 退館方法 備考 

正面玄関（事務室前） 7:00〜20:00 自動開閉 時間外は施錠 

A 棟 西側出入口 

7:00〜19:00 
学生証を 
カードリーダー
にかざす 

内側の 
サムターン錠
を回し開錠 

時間外は入館

不可 

C 棟 北側出入口 
（EV 側） 

C 棟 北側出入口 
（ロッカー室側） 

  ※休日・入学試験および大学が指定する年末年始の休暇期間は入館できません。 

  ※14 条特例講義等、修学上必要な場合は施設使用を認めることがあります。 

オスラーホール (学生ホール) 

出入口 
開錠時間 

（月～土） 
入館方法 退館方法 備考 

正面出入口 

7:00〜21:00 
学生証を 
カードリーダー
にかざす 

自動開閉 

終日施錠 

時間外は入館
不可 東側裏出入口 

※自己学習や飲食など多目的で使用することができます。 

※休日・入学試験日および大学が指定する年末年始の休暇期間は入館できません。 

※夜間の非常時は、国際医療センター警備室(042-984-4110)に連絡してください。 
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川角キャンパス 

校舎は月曜日～土曜日の 9:00～18:00 は入退館ができます。なお、休日および大学が指

定する年末年始の休暇期間は出入りできません。 

特別な事由により「教室使用願(様式 76 号)」が事務室に提出された場合に、事務室長

の許可の下、休日の教室等の使用および使用時間の延長を認めることがあります。 

1100．．食食堂堂・・売売店店  

日高キャンパス 

食堂(テレサホール・ラウンジヤマネ)では、学生証に現金をチャージし、カードリーダ

ーにかざして代金を支払います。 

施設名 場所 営業日 営業時間 

テレサホール（食堂） テレサホール 年中無休 
11:00～14:30 

17:00～18:30(平日のみ) 

ラウンジヤマネ（食堂） 管理棟 1 階 月～金 11:00～14:30 

コンビニ（ローソン） テレサホール 2 階 月～金 11:00～13:30 

ATM（埼玉りそな銀行） テレサホール 2 階 月～金 09:00～17:00 

文光堂書店 管理棟 1 階 月～金 12:00～16:30＊ 

＊教科書販売期間は異なります 

川角キャンパス 

学生食堂では券売機で食券を購入します。 

施設名 場所 営業日 営業時間 

学生食堂 食堂棟 食堂棟内に掲示 11:00～13：00 

1111．．掲掲示示物物  

・・  掲示する場合は、事務室に「印刷物掲示･配布願(様式 75 号)」を提出し、修士課程運営

委員長の許可を得る必要があります(掲示許可までに約 1 週間要します) 。 

・・  掲示期間は原則 2 週間以内です。 

・・  掲示物は最大で A3 用紙サイズまでです。 

・・  所定の場所以外の掲示は禁止です。 

・・ 掲示期間が過ぎたら、掲示を願い入れた者が掲示物を撤去してください。 

・・ 違反した掲示物は撤去します。 

・・  掲示物を無断で除去・破損・汚染する行為は処分の対象となります。 

1122．．印印刷刷物物のの配配布布  

大学院生が新聞・ビラ・その他の印刷物またはこれらに準ずるものをキャンパス内で配

布しようとする場合は、代表者が現物を添えて「印刷物掲示･配布願(様式 75 号)」を事務

室に提出し、修士課程運営委員長の許可を得る必要があります。 

1133．．集集会会・・催催ししななどど  

・・  学内外を問わず、本学大学院生として集会や催しなどを行う場合は、実施の 1 週間前ま

でに「集会許可願(様式 74 号)」を事務室に提出し、修士課程運営委員長許可を得る必要

があります。 
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・・  集会や催しなどに際し大学施設を使用する場合は、「集会許可願」と併せて「施設使用

願(様式 77 号)」を事務室に提出し、事務室長の許可を得る必要があります。 

・・  参加費や入場料などを徴収する場合は、その額および使途を明記した書類を「集会許可

願」に添付してください。 

・・  集会が終了したら、責任者は速やかに修士課程運営委員長に経過を報告してください。

また、収入があった場合は修士課程運営委員長に会計報告書を提出してください。 

・・  集会で使用した施設や備品は、清掃・点検し、元の状態に戻してください。また、火災

に十分注意してください。 

・・  集会における行為が、大学院生としてふさわしくなかったり、大学や社会の秩序を乱した

り、危険な事態が発生する恐れがあると認められた場合は、その集会の禁止・解散を命ず

ることがあります。 

・・  署名運動・デモなどおよび対外的な活動をする場合も上記各項が適用されます。 

・・  学内において布教活動と認められる行為の一切を禁止します。また、教育等に使用する

住所録・メールアドレス等の個人情報を布教活動に使用することも禁止します。 

1144．．備備品品ななどどのの使使用用  

・・  大学の備品などを課外活動やその他の目的で使用する場合は、「備品使用願(様式 78 号)」

を事務室に提出し、事務室長の許可を得る。 

・・  使用した備品などは清掃・点検し、元の場所に確実に戻し、事務室長の確認を受けて下

さい。 

1155．．健健康康管管理理  

「学生健康推進室(以下 保健室)」は事務室とともに、健康相談、健康診断、予防接種など

を行い、皆さんが快適で健康的な大学院生活を送れるように支援します。 

保健室は、日高キャンパス・川角キャンパスそれぞれの校舎 1 階にあり、皆さんの健康管

理に関する情報提供や指導を行っています。日頃から掲示を確認し、呼び出しがあった

場合には速やかに対応してください。 

<連 絡 先> 

Tel：042-984-4412（内線：3123） 

e-mail：h_kensui@saitama-med.ac.jp 

（（11））体体調調不不良良時時のの初初期期対対応応及及びび受受診診指指導導  

保健室では、簡単な傷の手当てやベッドでの休養ができます。場合によっては、埼玉医

科大学国際医療センターや埼玉医科大学病院、その他の医療機関への受診指導等をします。

病院で診療を受ける際には保険証の提示が必要です。本学の病院を受診する際には、学生

証とマイナ保険証または資格確認書を必ず持参してください。 

（（22））定定期期健健康康診診断断のの実実施施とと健健診診後後のの保保健健指指導導  

毎年 1 回の健康診断が義務付けられているので、必ず受診してください。 

定期健康診断は、現在の皆さんの健康状態を把握するだけでなく、将来の生活習慣病を

予防するための重要な資料となります。 

保健室では、健康診断の結果に基づき、生活指導や医療機関の受診を勧奨しています。

健康診断の結果で異常が認められた場合には、適切な医療機関を受診してください。 
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実施内容 

身長、体重、視力、聴力、血圧測定、内科診察、尿検査（糖、蛋白、潜血）、胸部エ

ックス線検査 

事後指導 

健康診断の結果は「健康診断成績表」を配付しお知らせします。「健康診断成績表」

は、在学中、大切に保管してください。 

健康診断の結果によって、生活習慣改善のための指導や専門医療機関への受診勧奨

を行います。通知された大学院生は速やかに指導に従って受診し、「受診報告書」を

保健室に提出してください。  

（（33））予予防防接接種種のの実実施施  

インフルエンザの予防接種を希望者に実施しますので、お知らせを確認して申し込みし

てください。 

（（44））診診断断書書・・証証明明書書のの発発行行  

実習、留学、就職活動などに必要な診断書や証明書は、健康診断のデータを用いて作成

します。詳細は次項目「19.健康診断書」を参照ください。 

（（55））身身体体的的なな健健康康のの相相談談  

体調不良や健康上心配なことがある場合には遠慮なく相談してください。必要があれば、

埼玉医科大学国際医療センターや埼玉医科大学病院の専門診療科などを紹介します。 

（（66））こここころろのの相相談談  

こころの相談は、充実した学生生活を送るためのサポートの 1つです。学業、対人関係、

将来の不安など大学生活で直面する様々な悩みや問題について、気軽に相談できます。相

談は予約制です。初回は「保健室」か「学生サポート相談室」に来室、又は電話（保健室

042-984-4412）で予約してください。 

（（77））体体調調不不良良のの対対応応  

学校感染症に罹患した場合（別表 1）は、疾病ごとに定める出席停止期間を遵守すること。

医師により「治癒」または「感染の恐れがない」ことが認められる必要がある疾病［第 1

種および第 3 種ならびに第 2 種の一部の感染症(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染

症を除く)］に関しては、必ず医療機関を受診し、「治癒(見込み)証明書」あるいは「欠席

期間(見込み)が明記された診断書」発行を依頼し、提出すること。 
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学校保健安全法に定められた学校感染症等                別表 1 

種別 疾患名 出 席 停 止 期 間  

第 
２ 
種 

インフルエンザ 
発症後(発熱の翌日を１日目として)５日を経過
し、かつ、解熱した後２日を経過するまで 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症 
発症後(発熱の翌日を１日目として)５日を経過
し、かつ、解熱した後１日を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで、または、５日間の適
正な抗菌薬療法が終了するまで 

麻しん 解熱後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した
後５日を経過し、かつ、全身状態が良好になる
まで 

風しん 発疹が消失するまで 

水痘 すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 主要症状消退後２日を経過するまで 

結核 
医師により感染の恐れがないと認められるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 

第 

１ 

種 

エボラ出血熱、ペスト、クリミ

ア･コンゴ出血熱、マールブル

グ熱、痘そう、ラッサ熱、南米

出血熱、急性灰白髄炎、ジフテ

リア、重症急性呼吸器症候群、

鳥インフルエンザ、新型インフ

ルエンザ等感染症 

治癒するまで 

第 

３ 

種 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血

性大腸菌感染症、腸チフス、パ

ラチフス、流行性結膜炎、急性

出血性結膜炎 

医師により感染の恐れがないと認められるまで 

そ 

の 

他 

溶連菌感染症 
適切な抗菌薬治療なされ、全身状態が良ければ
登校可 

ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ感染症 症状が改善すれば登校可 
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1188．．健健康康診診断断書書  

就職活動その他の申請など、本学での修学上必要と認められ、かつ、採血などの特殊検査

を要しない場合、健康診断のデータを用いて健康診断書を発行します。健康診断書の発行を

希望する場合は、2 週間前までに事務室に「証明書交付願(様式 51 号)」を提出してください｡ 

ただし、本学実施の健康診断を受診していない場合や、異常値があるのに受診や精査を受

けていない場合は、診断書の作成はできません。発行は大学書式のものに限りませんが、記

載は大学で実施した健康診断結果のみとなります。検査を必要とする健康診断書は各自で病

院を受診依頼してください。 

1199．．傷傷害害保保険険  

本学においては、大学院生が不慮の事故等にあった場合の支援措置として保険制度が設け

られています。 

（（11））学学生生教教育育研研究究災災害害傷傷害害保保険険制制度度（（略略称称｢｢学学研研災災｣｣））  

この保険は、公益財団法人日本国際教育支援協会と国内損害保険会社 4 社との間で締結

された共同保険契約であり、東京海上日動が他の保険会社の代理・代行を行います。 

各大学は、公益財団法人日本国際教育支援協会の賛助会員として被保険者となる大学院

生の保険加入をとりまとめ、保険金請求時の証明などの事務を行います。 

本学では、全員が A コースに加入していますので、 

該当する傷害を被った場合は、保険金請求を専用アプリ

「SkettBook(https://skettbook.jp/store)」で行います。 

保険金が支払われる対象範囲 

被保険者が教育研究活動中(下記)に被った突然の事故による身体の傷害(病気は対象

になりません) 

① 正課中・学校行事中 

② 上記①以外で学校施設内にいる間・通学中・学校施設等相互間の移動中 

③ 学校施設内外を問わず、届け出た課外活動(クラブ活動)を行っている間 

補償内容 

死亡保険金：①2,000 万円 ②③1,000 万円 

後遺障害保険金：①120 万円～3,000 万円 ②③60 万円～1,500 万円 

医療保険金：①治療日数 1 日以上対象 3,000 円～30 万円 

 ②治療日数 4 日以上対象 6,000 円～30 万円 

③治療日数 14 日以上対象 3 万円～30 万円 

入院加算金：①②③1 日につき 4,000 円 

保険料 

2 年間分の保険料については入学時の学納金に含まれています。 

なお、修学期間の 2 年を超えて在籍することとなった長期履修生・留年者について

は、後述の「21.賠償責任保険 (1)学研災付帯賠償責任保険(全員加入)」の保険料と合わせ

て、年額 1,520 円を当該年度の学費に含めて徴収します。 
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保険期間 

入学年次の 4 月 1 日～卒業年次の 3 月 31 日 

（（22））埼埼玉玉医医科科大大学学学学生生ググルルーーププ保保険険おおよよびび普普通通傷傷害害保保険険  

この保険は、加入者が保険期間中に死亡した場合に死亡保険金が、傷害または疾病によ

って高度障害状態になった場合に高度障害保険金が、それぞれ支払われます。また、傷害

による入院・通院についても保険金が支払われます。 

本学では全員が加入していますので、該当する傷害を被った場合は、事務室に報告して

ください。 

保険金の請求は事務室を通じて行います。 

保険金が支払われる対象範囲 

24 時間補償 

補償内容 

病気死亡：100 万円 

傷害死亡・後遺障害：最高約 357 万円まで 

傷害入院日額(疾病によるものは対象外)：1,000 円(1 日から補償) 

傷害通院日額(疾病によるものは対象外)：500 円(1 日から補償) 

保険料 

保険料は毎年の学納金に含まれています。 

（（33））学学研研災災付付帯帯学学生生生生活活総総合合保保険険（（略略称称｢｢付付帯帯学学総総｣｣））  

この保険は任意加入(入学手続き時にご案内)の保険です。 

入学年度により補償内容が異なるので、詳細につきましては、取扱代理

店の「日本防災保障株式会社(049-294-6385)」で確認してください。 

保険金の請求はインターネットの受付フォーム

(https://www.web-tac.co.jp/form/uni_claim01.html)で行います。 

2200．．賠賠償償責責任任保保険険  

（（11））学学研研災災付付帯帯賠賠償償責責任任保保険険（（略略称称｢｢付付帯帯賠賠責責｣｣））  

この保険は、「19．傷害保険 (1)学生教育研究災害傷害保険」に付帯するものであり、

講義中、実験・実習中、学校行事、ボランティア、クラブ活動等の課外活動およびその活

動を行うための交通の途上で、他者に怪我を負わせてしまった、他者の財物を損壊してし

まったなどの賠償責任事故に対する被害者救済のための賠償責任保険です。 

本学では、全員がCコース(医学生教育研究賠償責任保険(医療関連学部を含む))に加入し

ていますので、賠償を負うような場合は、事務室に報告してください。 

保険金の請求は事務室を通じて行います。 

補償の対象となる主な事故例（国内のみ対象） 

① 実習中に患者さんの移動を手伝い、誤って転倒などにより、怪我を負わせてし

まった場合。 

② 患者さんの検査に付き添い、患者さんの眼鏡や持ち物を預かり、破損あるいは

紛失してしまった場合など。 
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保険期間 

入学次の 4 月 1 日より卒業年次の 3 月末までの 2 年間 

保険料 

2 年間分の保険料については入学時の学納金に含まれています。 

なお、修学期間の 2 年を超えて在籍することとなった長期履修生・留年者について

は、先述の「19．障害保険 (1)学生教育研究災害保険制度(全員加入)」の保険料と合わせ

て、年額 1,520 円を当該年度の学費に含めて徴収します。 

2211．．奨奨学学金金  

奨学金には以下のものがあります。 

なお、募集対象・募集人数・募集内容は年度によって異なります。 

・・  日本学生支援機構奨学金(貸与奨学金 第 1 種[無利子]/第 2 種[有利子])  

奨学金の募集要項を掲示板に掲示するので、希望する学生は確認してください。奨学金

に関することは事務室に問い合わせてください。 

2222．．アアルルババイイトト  

アルバイトをする場合には、以下のことを遵守してください。 

・・  研究に支障がない程度とすること。 

   ・・  大学院生としての品位にかかわるような職種を選定しないこと。 

2233．．各各種種相相談談窓窓口口  

（（11））指指導導教教員員  

・・  指導教員を指定し、2 年間（長期履修生は 3 年間）学修が円滑に行われるようサポート

します。 

・・  修士課程運営委員会(教員)もサポートしています。各分野に修士課程運営委員がいます

ので気軽に相談してください。 

（（22））障障害害学学生生支支援援ににつついいてて  

本学は、人権を尊重し、障害の有無によって差別されることなく、個人を大切に教育す

る大学を目指します。必要に応じて合理的配慮を提供し、障害学生が他の学生と同等の教

育を受けられるように支援します。支援、合理的配慮の提供に関する相談窓口は「学生サ

ポート相談室(042-984-4914)」です。 

（（33））キキャャリリアア支支援援とと学学生生ササーービビススににつついいてて 
キャリア支援と学生サービスに関する窓口を設置し、大学院生（修士課程）に情報提

供等の支援を行います。 
連絡先：保健医療学部 事務室 庶務課 大学院担当 

Tel：042-984-4801、E-mail：hmaster@saitama-med.ac.jp 
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2244．．ハハララススメメンントト  

『埼玉医科大学 保健医療学部ハラスメント防止規則』に基づき、ハラスメントを含め人

権を侵害する行為を禁止しています。大学院生が安心して学修、研究ができるように、ハ

ラスメントの防止にも努めています。ハラスメントとは、不当な言動を行うことにより個

人の尊厳を傷つけ人格を侵害する行為です。セクシャルハラスメント、アカデミックハラ

スメント、パワーハラスメント、モラルハラスメント等の典型的なハラスメントのほか、

性暴力など人権侵害行為も含まれます。『ハラスメントに関するガイドライン』も参照し

てください。 

（（11））ハハララススメメンントト等等がが疑疑わわれれたたらら  

ハラスメントと思われることがあった、又は場面を目撃した場合、話しやすい教員また

はハラスメント窓口(保健医療学部事務室 大学院担当または保健室)に対面かメール

(hmc_hara@saitama-med.ac.jp)で相談してください。その段階で相談内容を詳しく説明す

る必要はありません。修士課程運営委員会内に置かれた相談員が連絡を受け、あなたの意

見を最大限尊重しながら、問題を整理し、問題解決に向けて一緒に考えます。友人が被害

にあったというような時でもお話を聞きます。相談員には守秘義務がありますので、相談

した内容が部外者に漏れることはありません。また、相談したことで、不利益な取り扱い

をされることもありません。被害にあったのは、決してあなたのせいではありません。 

（（22））ハハララススメメンントト等等解解決決のの流流れれ  

相談員 

教員または相談窓口から連絡を受けた相談員は、被害の相談・申し立てについて丁寧に

お話を聴きます。相談員は、研究科長が指名した教員複数名です。被害者本人に限らず、

第三者(友人等)の被害についての相談・申し立てについても同様です。 

 事実関係の調査と対応策の検討 

  被害の相談・申し立てを受けて、相談員はヒアリングを行い、被害者の同意を得たうえ

で、対応を協議するため、規定に基づき速やかにハラスメント防止委員会に報告します。 

相談員は、2 名 1 組で対応します。被害者が研究科内での調査・対応を希望し、研究科長

が必要と認めた場合は「調査･対策委員会」が設置されます。「調査･対策委員会」は、被

害者、加害者と想定される者、および関係者にヒアリングを行い、事実を確認するととも

に、被害者の意思を尊重しつつ対応策を検討します。 

 対応策の実施 

「調査･対策委員会」より修士課程運営委員長を通じた報告を受け、研究科長は事例の軽

重により下記の通り対応する。 

・・  特に悪質と考えられる事例では、研究科長から学長に報告した上で法人のハラスメ

ント防止委員会に裁定をゆだね、必要に応じて賞罰委員会での審議を経て対処する。

その結果は研究科委員会に報告する。 

・・  それ以外の事例では、修士課程運営委員長および研究科長が加害者に忠告と指導等

を行うとともに、相談員を通じて被害者および家族に説明を行う。また、修士課程運

営委員会を通じて研究科委員会に簡単な経緯を報告する。 
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ハハララススメメンントト等等のの被被害害者者へへのの対対応応  

被害者には可能な限り最善の対応、救済措置をとるように努めます。 

相談・申し立ての時点、またはハラスメント解決に向けた検討中であっても、ハラスメ

ントの疑いのある行為が継続し、被害者を救済する措置が必要と判断された場合は、相談

員は緊急避難の措置を、修士課程運営委員長を通じて研究科長に要請します。 

相談・申し立てから解決に向けてのすべての過程において被害者のプライバシーと名誉

の保護を最優先とし、個人情報が外部に漏れないように最善を尽くします。また、相談者(被

害者)が相談・申し立て等により修学上の不利益(報復)を被ることがないように配慮します。 

ハラスメント等による行為や申し出たことにより精神的な苦痛を感じている時は、いつ

でもカウンセリングによる支援を受けることができます。 

相談員

ハラスメント防止委員会（法人）

賞罰委員会（法人）

学部長

教授会

学生部委員長 ⇒ 学部長

調査・対策委員会（学部）

学生部委員長 ⇒ 学部長

1．加害者への忠告・指導

2．相談員を介した

学生本人・家族への説明

学生本人・第三者からの相談

教員、保健室・事務職員

ハラスメント問題発生から解決までの流れ

ヒアリング

（2人一組で対応）

相談

相談

連絡

報告

法人として対処

報告

報告（本人の希望があった場合）

必要に応じて

報告

必要に応じて 学部として対処

報告

報告

必要に応じて

学生部委員長 ⇒ 学部長
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2255．．災災害害にに対対すするる予予防防とと事事故故遭遭遇遇時時のの対対応応 

（（11））災災害害にに対対すするる予予防防とと対対応応  

・・  地震及び火災発生時の対応については、「埼玉医科大学保健医療学部危機管理マニュ

アル」に詳しく書いてあります。マニュアルの文章及びそれに続く対応図や避難場所地

図、消火器具の配置図などに目を通し、日頃から危機管理の意識を持ってください。 
・・  火災予防に努めてください。構内は禁煙です。また、構内において火気を使用する場

合には許可が必要です。 
・・  自然災害により、警報または特別警報が発令された場合、発令後の授業等(講義･実習･

演習･試験を含む)を中止とすることがあります。警報発令時の授業や実習等の中止に関

する判断は、警報が発令された時間により異なります。詳しい内容は「Ⅶ 諸規定」に

ありますので確認しておいてください。 

（（22））安安全全運運転転及及びび事事故故遭遭遇遇時時のの対対処処 
・・  自転車、自動二輪車、自動車を運転する場合には、交通ルールを守り安全運転を心掛

けてください。また、飲酒運転は厳禁です。 
・・  事故に遇った場合には先ず人命救助に努め、その後、大学(事務室)に速やかに報告し

てください。 
<連 絡 先> 

Tel：042-984-4801 

e-mail: hokeniryou@saitama-med.ac.jp  
<報告事項> 

氏名・分野・学年・事故遭遇時間・場所・状況・負傷者の有無 
・・  安全運転及び事故遭遇時の対処についての詳しい内容は、「Ⅶ 諸規定」にあります

ので確認しておいてください。 

（（33））災災害害・・事事故故・・事事件件等等発発生生のの際際のの連連絡絡先先  

月～土 8:30～17:00 

日高キャンパス事務室（保健医療学部棟 A 棟 1 階） 

外線：042-984-4801（内線：3101） 

   川角キャンパス事務室 

    外線：049-295-1001（内線：(41-7)521） 

月～土(8:30～17:00)以外の時間帯（日･祝祭日及び夜間等） 

警備センター（国際医療センターB 棟 1 階） 

外線：042-984-4110（内線：7110） 

飯能警察署 

  緊急：110 

その他：042-972-0110 

埼玉西部広域消防本部 

緊急：119 

その他：042-973-9119 
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（（44））各各キキャャンンパパススのの避避難難場場所所  

各キャンパスの非難マニュアル(避難指示)に従い、下記避難場所へ慌てずに避難するこ

と。 

日高キャンパス 「創立 30 周年記念講堂前広場」 

川角キャンパス 図書館西隣の芝生 

毛呂山キャンパス 
「いこいの広場」 
丸木記念福祉メディカルセンターと埼玉医療福祉会看護専門学校
の間 

川越キャンパス 
「川越運動公園」 
総合医療センターの南東、直線 500m 

2266．．海海外外へへのの旅旅行行等等  

観光、語学研修などで海外旅行をする場合などは、事前に「海外旅行届(様式 73 号)」を事

務室に提出してください。 

2277．．安安全全管管理理はは自自ららのの手手でで  

近年、日本全国で常識を超えた凶悪な事件が頻発していることは、新聞やテレビを通じて

誰でも知っています。路上で、駅で、さらには自分の家でさえも、事件が起こっています。 

本学の周辺は民家が少なく、県道等の人通りもまばらです。とくに夜間では大学構内とい

えども必ずしも安全とはいえないことに留意して、登下校時の安全を図ってください。 

また、一人暮らしの場合には、複数の鍵を付ける、防犯チェーンを掛ける、見知らぬ人物

の来訪時には安易にドアを開けない、2 階の部屋でも窓を開け放して寝ないなど、自らの安

全に関する十分な注意を払うことが必要です。 

安全管理は人任せでなく自らの責任で行うことを肝に銘じてください。 
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埼玉医科大学 保健医療学部
危機管理マニュアル（抄）

１ 保健医療学部危機管理マニュアル

２ 火災発生時の行動マニュアル図（学生・教職員）

３ 地震発生時の行動マニュアル図（学生・教職員）

４ 地震発生後の行動マニュアル図（学生）

５ 同 （一般教員）【省略】

６ 同 （一般職員）【省略】

７ 同 （管理者）【省略】

８ 日高キャンパス見取り図（避難場所）

９ 川角キャンパス見取り図（避難場所）

１０ 消火器・消火栓・火災報知器の配置図（日高ｷｬﾝﾊﾟｽ）

１１ 消火器・消火栓・火災報知器の配置図（川角ｷｬﾝﾊﾟｽ）

１２ 緊急連絡網【省略】

１３ 防災のための日頃の取り組み

緊緊急急連連絡絡先先

日日高高ｷｷｬｬﾝﾝﾊﾊﾟ゚ｽｽ

事務室 ： ℡ 042-984-4801

夜夜間間及及びび祝祝祭祭日日

防災ｾﾝﾀｰ ： ℡ 042-984-4119／国際医療ｾﾝﾀｰ内

警備ｾﾝﾀｰ ： ℡ 042-984-4110／国際医療ｾﾝﾀｰ内

川川角角ｷｷｬｬﾝﾝﾊﾊﾟ゚ｽｽ

事務室 ： ℡ 049-295-1001
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１１  埼埼玉玉医医科科大大学学保保健健医医療療学学部部  危危機機管管理理ママニニュュアアルル  

埼玉医科大学危機管理委員会 2012.8 

ⅠⅠ  趣趣  旨旨  

本マニュアルは、学校法人埼玉医科大学危機管理規程第 14条に基づき、日高キャンパ

スおよび川角キャンパスに係る大規模災害などにおける危機管理への対応について定め

たものである。  

ⅡⅡ  定定  義義  

1 このマニュアルで「危機」とは次のものをいう。 

1）火災の発生 2）震災の発生 3）風水害による被害の発生 4）不審者の侵入 

5）危害予告電話の受理 

2 このマニュアルで「管理者」とは次の者をいう。 

1）全学レベルの管理者：①理事長 ②事務局長 ③学長  

2）現地管理者：①保健医療学部長 ②事務室長 ③各学科長 ④事務室管理職  

3 このマニュアルで「緊急連絡網」は別紙のとおりとする。 

ⅢⅢ  危危機機のの際際のの個個別別のの対対応応  

１１  火火災災のの発発生生  

（１）火災の発見と連絡体制 

1）火災の発見者は、直ちに大声で周囲に呼びかけて支援を求めるとともに、自らまた

は周囲の者と連携して、事務室および消防署（119 番）への連絡を行う。また、火

災報知器で警報を発する。事務室：内線 3101、外線 042-984-4801 

2）火災の発見者は、消火器または消火栓から引いた消防ホースを用いて初期消火活動

を行う。なお、初期消火活動では無理をしないよう心掛ける。天井に火が届きそう

な場合には、消火活動を中止して安全な場所に避難する。 

3）連絡を受けた事務室職員は、事務室長に報告した上で、現場に急行して初期消火活

動に加わるとともに、状況を把握し事務室長に連絡する。事務室長は学部長に状況

報告を行う。 

4）初期消火活動が無理と判断された場合は、事務室長は直ちに防災センターおよび日

高キャンパス防火管理者への報告を行う。これを受け、防火管理者は法人本部への

報告を行う。 

5）事務室長は、非常放送設備により、出火付近や建物内の学生・教職員に避難の指示

を行う。この際、出火状況、初期消火状況、避難の方法、誘導などの緊急情報につ

いて周知徹底を図る。 
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6）学生・教職員は、避難の指示に従い、速やかにあらかじめ定められた避難場所に退

避する。避難時には下記の事項に注意する。 

・煙が多い場合には、姿勢を低くして、ハンカチなどで口や鼻を覆い、煙を吸い込

まないようにする。 

・持ち物は最小限にとどめ、いったん避難を開始したら現場には戻らない。 

7）避難場所は、日高キャンパスにおいては創立 30 周年記念講堂前広場、川角キャン

パスにおいては図書館横芝生とする。避難場所において、教職員は手分けして学

生・教職員の安否を確認する。 

8）日高キャンパス防火管理者は、学部長、事務室長と連携し、現地対策本部（自衛消

防組織本部）を設置する。現地対策本部は、日高キャンパスにおいては保健医療学

部事務室、川角キャンパスにおいては川角事務室を第一候補とする。 

9）関係者は以上の他、緊急連絡網により、必要な連絡を行う。 

（２）自衛消防組織の活動 

火災時の自衛消防組織の活動手順については別に定める。 

（３）勤務時間外の場合（夜間、休日） 

委託している警備会社との警備計画書等による他、次による。 

1）火災の発見者は、防災センターおよび消防署（119 番）ヘの通報を行う。また、火

災報知器で警報を発する。  

2）火災の発見者等は、直ちに消火器等を使用して初期消火活動を行う。 

3）初期消火活動では無理をしないよう心がけ、天井に火が届きそうな場合には、消火 

活動を中止して安全な場所に避難する。  

4）関係者は別に定める緊急連絡を行う。  

5）関係者は火災の延焼状況により、貴重品の搬出、搬出された物の管理を行う。 

２２  震震災災のの発発生生  

震災（地震災害）とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、

火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいい、震災の発生時間が、勤務時間

中の場合と勤務時間外の場合に分けて対応を行う。なお、震災では、交通が極めて困難

となったり、外部との通信網が途絶する可能性に留意して行動する必要がある。 

アア．．勤勤務務時時間間中中のの場場合合  

（１）自らの安全の確保 

1）出入り口の確保（可能ならドアを開けておく） 

2）手近な机やテーブルの下に身をかくす。とくに頭部を守るようにする。窓ガラスや 

倒れそうな物のそばは避け、落下物に注意する。 
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3）エレベータの中にいた場合は、各階のボタンを押し、とにかく最寄りの階でおりる。 

また、廊下や階段では壁際によるが、窓ガラスや落下物に注意する。 

4）屋外にいた場合は、建物から離れ、広い場所に退避する。 

5）車を運転中であれば、前後に注意しながら速度を緩め停止する。必要に応じて車外 

に退避する場合は、車のキーは抜かずに車検証を持って出る。 

（２）二次火災の発生防止、二次火災発生時の通報・消火活動 

1）火を使っている場合は、直ちに火を止める。 

2）揺れがある程度おさまったら、ガスの元栓を閉めるとともに、使用機器を停止し、 

コンセントを抜いておく。 

3）二次火災の発生があったら、火災発生時のマニュアルに従い、通報と初期消火活動

を行う。 

（３）同室者や近くの部屋の安全確認 

1）同室者について、倒壊・落下物による下敷きや負傷の有無を確認する。 

2）近くの部屋についても、部屋の安全や負傷者の有無を確認する。 

（４）学内にいる学生・教員の地震発生後の行動マニュアル 

1）学生および教員は、室内の火元や薬品、近辺の実験室の安全を確認するとともに、

負傷者などで救援が必要な場合は、事務室に連絡する。教員は学生がパニックにな

らないよう留意する。教員のうち、実験室等の管理責任者は、当該部署の安全確認

を行う。 

2）学生は、事務室長（または教員）からの避難指示があった場合は、教員の誘導のも

とに最寄りの階段を利用して、速やかに避難場所に移動し待機する。避難場所は日

高キャンパスでは創立 30周年記念講堂とし、川角キャンパスでは図書館西隣の芝生

とする。（避難指示がない場合は、授業を継続）   

3）学生は、交通状況などによる帰宅困難が明らかとなった場合は、教職員の指示に従

い、学内その他の避難場所に移動またはその場で待機する。また、帰宅困難がない

場合は、教職員の指示に従い、適宜帰宅する。 

4）教員は現地対策本部の指示に従い、学生の指導・監督、各種業務の補佐を行う。 

（５）学外にいる学生・教員の地震発生後の行動マニュアル 

1）適切な避難場所に移動する。実習先では現地指導者の指示に従う。 

2）事務室（または指導教員）に自身の安否と居場所・連絡先を連絡する。自宅にいる

場合も連絡する。 

3）事務室職員（または指導教員）は、学生・職員の情報を事務室長経由で現地対策本

部に報告する。 

4）交通状況などによる帰宅困難が明らかとなった場合は、現地指導者の指示に従い、

指定された避難場所に移動またはその場で待機する。また、帰宅困難がない場合は、 
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現地指導者の指示に従い、適宜帰宅する。なお、何らかの事情で居場所を変更した

場合には、忘れずに再連絡を行う。 

5）学生に同行した教員は、現地指導者の指示に従い、学生の指導・監督、各種業務の

補佐を行う。 

（６）一般職員の地震発生後の行動マニュアル 

1）一般職員は事務室長の指示により、学生・教員への対応、事務室および教室の被害

状況調査を行う。 

2）負傷者等への救援要請があれば、現場に急行して応急救護措置を講ずるとともに、

必要に応じて救急車の手配その他を行う。 

3）事務室長からの避難指示が出た場合は、自らも避難場所に向かうとともに、可能な

限り学生・教職員の避難誘導を行う。 

4）避難場所においては、教員の協力のもとに学生の安否確認を行う。 

5）現地対策本部が設置された場合は、対策本部長の指示のもとに、法人の危機管理対

策本部との連絡・調整、交通情報等の災害情報の収集、学外にいる学生からの連絡

への対応等を行う。 

6）学外にいる学生からの連絡を受けた場合、安否の確認、居場所と連絡先の確認を行

うとともに、移動時には必ず再連絡するよう指示する。 

7）交通状況などによる帰宅困難を想定して、学生・教職員の避難場所の確保や水・食

料の手配を検討する。 

8）交通状況などによる帰宅困難が明らかとなった場合は、対策本部長の指示に従い、

学生・教職員の学内その他の避難場所への誘導またはその場での待機をサポートす

る。また、帰宅困難がない場合は、対策本部長の指示に従い、適宜帰宅を誘導する。 

（７）管理者の地震発生後の行動マニュアル 

1）事務室長は、学生・教職員から得られた被災状況をまとめ、学部長、各学科長に報

告するとともに、事務局長経由で法人本部に報告する。 

2）負傷者があった場合は、応急救護措置のために職員を派遣する。この際、現場付近

にいる教員や学生の協力援助を求めることがある。 

3）被災状況から避難の必要性ありと判断した場合、事務室長は学部長と協議の上、非

常放送設備により避難の指示を行う。 

4）事務室長は、学生・教職員の避難の誘導、学外にいる学生からの連絡受理、交通状

況等の災害情報収集を職員に指示する。 

5）法人本部に危機管理対策本部が設置されたら、事務室長は学部長および同本部と協

議の上、現地対策本部を設置する。 

（８）現地対策本部 

1）学内に在勤している管理者は、避難完了後、危機管理対策本部の指示に従い、速や

かに現地対策本部を組織する。 
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2）現地対策本部員は管理者および必要な教職員で構成し、現地対策本部長には、Ⅱ「定

義」の 2に示した現地管理者のうち最上位の者が当たる。 

3）現地対策本部は安全で、連絡が容易な場所に設置し、その位置を学内に周知するな

お、日高キャンパスにおいては保健医療学部事務室を、川角キャンパスにおいては

川角校舎事務室を現地対策本部設置の第 1候補とする。 

4）現地対策本部は、危機管理対策本部との連絡・調整を図りつつ、引き続き、交通状

況等の災害情報の収集、学外学生からの連絡への対応を行うとともに、帰宅困難時

への対応、翌日以降の方針の検討、被災の拡大防止、負傷者の救護、行方不明者の

捜索、関係者との連絡方法の確立、その他災害の復旧（被災状況の写真撮影を含む。）

に必要な措置を実施する。 

5）現地対策本部は、緊急連絡網により被災状況、避難状況等の報告を行う。 

6）現地対策本部員は、本部長の承認の上、帰宅する。 

7）地元被災者の学内への避難には柔軟に対応する。 

イイ．．勤勤務務時時間間外外のの場場合合＝＝夜夜間間、、休休日日等等  

（1）緊急出勤体制 

 震災時、教職員で大学に緊急出勤できる者は、近親の安否を確認後、大学に出勤し、

災害の拡大防止措置を行う。（二次火災の消火措置など） 

（2）緊急管理体制（現地対策本部）の組織 

1）出勤した管理者（管理者が出勤できない場合はその他の教職員）は、被害状況を調

査して緊急連絡網により法人本部や他の管理者に連絡するとともに、法人本部と協

議の上、現地災害対策本部を組織する。  

2）その他の事項は、勤務時間中の対応の場合を準用する。 

－ 255 －



火災の発生

・大声でひとを呼ぶ
（火事だ、火事だー！）

・事務室に通報

・火災報知器での警報

・消防署（119番）に通報

・初期消火
（消火器または消防ホース）

・燃えやすい物を遠ざける

・火元の元栓をしめる

・けして無理をしない！

・天井に火が届きそうなら
消火活動を中止・避難

２ 火災発生時の行動マニュアル： 学生・教職員

事務室

初期消火は無理
との判断

放送による全館への避難指示

・避難経路を明確に示す

・冷静な行動を促す

・煙を吸い込まない

・持ち物は最小限にとどめ
現場には戻らない

避難場所に退避 ・安否確認*日高キャンパスでは中庭を、川角キャンパス
では図書館西隣の芝生を避難場所とする。

発見者

事務職員

事務室長

学部長

防災センター

防火管理者

現地対策本部の設置 発見者・学生・教職員

法
人
本
部

・火災現場に急行

・初期消火の援助と状況把握

・夜間や休日では防災センター
に直接通報
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３ 地震発生時の行動マニュアル： 学生・教職員

大地震の発生

・窓ガラスのそばは避ける

・倒れそうな物のそばは
避ける

・落下物に注意

火を使っている場合は
直ちに火を止める

手近な机・テーブルの下に
（とくに頭を守ること）

出入り口の確保
（ドアを開けておく）

・ エレベータの中にいたら
各階のボタンを押し、とにかく
最寄りの階でおりる

・ 廊下や階段では壁際に
（窓ガラス・落下物に注意）

・ 屋外にいたら
建物から離れ、広い場所に
（落下物に注意）

自らの安全確保を優先

使用機器の停止
コンセントを抜いておく

同室者の安全確認
（けが人や下敷きなど）

近くの部屋の安全確認
（けが人や下敷きなど）

地震発生後の行動マニュアルへ

余震 に注意

二次火災 に注意
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４ 地震発生後の行動マニュアル： 学生

大地震の発生
（とりあえず自身の安全確保）

学内にいる場合 学外にいる場合

室内の火元・薬品などチェック

救援が必要なら事務室に連絡

事務室長または教員からの
避難指示

あり なし

避難場所*に移動
授業継続

交通状況などによる
帰宅困難

あり なし

教職員の指示に従い
学内その他の避難場所に

移動または待機

自身の安否と居場所を連絡
（自宅にいる場合も）

学生課
または

指導教員

事務室長

対策本部

適切な避難場所に移動
（実習先では指導者の指示に従う）

交通状況などによる
帰宅困難

あり なし

現場指導者の
指示に従い

移動または待機

＊居場所を変更した場合には
速やかに連絡すること

帰宅

夜間・休日の大地震の場合は、翌朝、大学への連絡を！

帰宅

揺れがおさまったら・・・

*日高キャンパスでは創立30周年講堂前広場を、川

角キャンパスでは図書館横芝生を避難場所とする。
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    図図書書館館のの利利用用案案内内  

図書館ホームページ：https://opac.saitama-med.ac.jp/drupal/ 

図書館だより：http://blog.goo.ne.jp/hokenhokusai 

11.. 開開館館時時間間  

日高キャンパス分館  月曜～金曜：8：45～19：00 土曜：8:45～17:00 

川角キャンパス分館  月曜～金曜：8：45～17：00 土曜：休館 

 

22.. 休休館館日日  

・ 日曜日、国民の祝日、創立記念日（5月 4日） 

・ 年末年始 

※ 開館時間の変更や臨時休館については、掲示や図書館ホームページでお知らせします。 

 

33.. 利利用用上上のの注注意意  

・ 学生証を必ず携帯してください。 

・ 館内での携帯電話（通話・撮影）の使用は控えてください。 

・ 館内での飲食を禁止します。ただし、ペットボトルや水筒など密閉できる容器に入っ

た飲み物に限り閲覧席にて飲用できます。ルールを守れなかった場合は、一定期間、

全学生が違反のあったキャンパスの図書館への飲み物持ち込みができなくなります。  

・ 各図書館内の掲示にも気をつけて、ルールを守ってご利用ください。 

              

44.. 貸貸出出・・返返却却  

（１）貸出：学生証が必要です。 

ア．貸出期間 

図書・視聴覚資料 -------- 2 週間 

製本雑誌（未製本のバックナンバーを含む） ---------------- 1 週間 

新着雑誌 ------ 一夜貸し 

※実習に対応した貸出も実施しています。 

イ．貸出冊数：5点まで（図書、雑誌、視聴覚資料の合計点数） 

ウ．貸出延長：予約のない場合に限り、１度だけ延長が可能です。カウンターもしくはマ

イライブラリで延長手続きをしてください。ただし、長期貸出後の延長は

できません。 

－ 269 －



エ． 予   約：カウンターへお申し込みください。 マイライブラリでも予約が可能です。

予約図書が返却され次第、学内メールでお知らせします。お知らせ後、7

日間保管します。 

（２）返却 

開館中は、カウンターへ返却してください。 

閉館中の返却は、ブックポストを利用してください。 

DVD などの視聴覚資料や重い資料は、破損防止のためカウンターへ返却してください。 

（３）罰則 

返却期限を超過(延滞)した場合、超過日数分の貸出停止になります。 

延滞中の資料がある場合は、新しく借りることはできません。 

（４）マイライブラリ 

マイライブラリを学内外から利用することができます。 

図書館ホームページからログインしてください。 

 マイライブラリでできること 

・貸出中の資料の確認 

・貸出延長手続き(返却期限内で予約がない場合、1回のみ可能) 

・蔵書検索(OPAC 検索)からの貸出中資料への予約 

 

55.. 配配架架  

（１）資料の配置場所 

【日高キャンパス分館】 

2 階 閲 覧 室  新聞、雑誌、視聴覚資料、 

コーナー図書（コミック、国試対策、論文作法など） 

3 階 閲 覧 室  一般図書、コーナー図書（医療読み物など） 

【川角キャンパス分館】 

1階 閲 覧 室  一般図書、新聞、雑誌、視聴覚資料、 

コーナー図書（国試対策、就活、論文作法など） 

2階 閲 覧 室  製本雑誌、コーナー図書（読み物、文庫など）  

（２）資料の配架順 

【図書】分類に従って配架しています。 

     医学と医学関連分野 — 米国国立医学図書館分類法（NLMC） 

医学と直接関連のない分野 — 日本十進分類法（NDC） 
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【雑誌】雑誌名のアルファベット順に配架しています。 

 日高キャンパス分館 — 日本語雑誌と外国語雑誌に分けて配架しています。 

川角キャンパス分館 — 日本語雑誌と外国語雑誌を一緒に配架しています。 

66.. 資資料料のの探探しし方方  

図書館のホームページのOPAC(蔵書検索)で図書や雑誌を探すことができます。 

 電子ジャーナル 

図書館ホームページの「ジャーナルタイトル検索」から検索が可能です。パソコン等で雑誌

論文の全文をPDF などの形式で閲覧できます。 

 

77.. 資資料料のの複複写写  

図書館内のコピー機を利用することができます。 

「文献複写申込書」に必要事項を記入のうえご利用ください。学習及び研究を目的とした場

合に限り、著作権法の範囲内で１人１部複写できます。 

個人のノート、プリント類の複写はできません。 

 

モノクロ — 1 枚 10 円 

カラー   — 1 枚 30 円（総合医療センター看護専門学校図書室は50円） 

                   

88.. 文文献献のの取取寄寄せせ  

学内の他キャンパス図書館や他大学（機関）で所蔵している資料のコピーを取寄せること

ができます。カウンターまたはWeb文献手配からお申し込みください。 

 

学内 — 複写料金と同じ 

学外 —複写料金＋送料（複写料金は依頼する大学によって異なる） 

 

99.. 図図書書のの取取寄寄せせ  

（１） 学内の図書取寄せ 

学内の他キャンパスで所蔵している図書を借りる場合は、カウンターへお申し込みくださ

い。 

（２） 学外の図書取寄せ 

他大学（機関）の図書を借りる場合は、カウンターまたはWeb文献取り寄せからお申し込

みください。ただし、借用できない場合もあります。借用した図書は、館内閲覧のみの利

用となります。往復の送料がかかります。 

 

1100.. 他他大大学学（（機機関関））のの利利用用  

他の図書館を閲覧等で直接利用したい場合は、閲覧願（紹介状）を発行します。 
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1111.. 施施設設・・設設備備    

（１） 情報室の利用 （日高キャンパス分館） 

グループ学習に複数人（原則3人以上）で利用することができます。申請書に記入のうえ、

カウンターで申し込んでください。また、定期試験期間中は情報室を開放します。 

（２） ゼミ室の利用 （川角キャンパス分館）  

個人またはグループ学習に利用することができます。申請書に記入のうえ、カウンターへ

お申し込みください。  

（３） 視聴覚室の利用 （川角キャンパス分館）  

視聴覚資料の視聴ができます。また、個人またはグループ学習に利用することができます。

利用申請書に記入のうえ、カウンターへお申し込みください。 

（４） Wi-Fi  

フリーWi-Fiが利用できます。※ (日高キャンパス分館のみ)  

※ SMSNET（埼玉医科大学教育学術ネットワーク）にはアクセスできません。 

（５） 電子コンテンツ  

様々なデータベースを用い、論文や本を探したり閲覧したりすることができます。 

学内LANに接続しているパソコン等であれば、図書館ホームページから利用できます。 

RemoteXsのアカウント登録をすれば、学外から利用することができます。 

 

1122.. 学学内内のの図図書書館館連連絡絡先先  

埼玉医科大学内のすべての図書館を利用できます。学生証をお持ちください。 

 

 日高キャンパス分館 電話：042－984－4814（事務室）/ 内線 42-3203 

 川角キャンパス分館 電話：049－295－8243（事務室）/ カウンター内線 41-7-543 

 毛呂山キャンパス本館 電話：049-276-1417（カウンター直通）/ 内線 41-2482   

 総合医療センター分館（総合医療センター3 階） 

電話：049－228－3641（カウンター直通）/ 内線 43-3335 

 短期大学図書室（短期大学7階） 

電話：049-276-1537（事務室）/ 内線 3240 

 埼玉医療福祉会看護専門学校図書室（専門学校5階）[旧:毛呂病院看護専門学校] 

電話：049-276-2057（カウンター直通）/ 内線 3413 

 総合医療センター看護専門学校図書室（専門学校2階） 

電話：049-228-3816 / 内線 43-3120 
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    諸諸手手続続きき  

１１．．願願入入れれ・・届届けけ出出  

学生生活を送るために必要な願入れ･届け出には多くの種類がありますので、関係する規

定をよく理解し、記載事項、提出時期、提出先などを誤らないように注意してください。 
なお、願入れ･届け出の必要が生じた場合には、次の要領に従って行ってください。 

（1）事務室に備え付けの所定の用紙を使用してください。 

（2）所定の用紙がない場合は、A4 用紙を使用し、事由を具体的に記載してください。 

（3）戸籍記載事項の変更を届け出る時は戸籍抄本を添付してください。 

（4）特に、次の変更については速やかに届け出てください。 

ｱ．学生本人の戸籍記載事項 

ｲ．学生本人の現住所や電話番号 

ｳ．保証人および保証人の住所 

２２．．証証明明書書のの交交付付  

各種証明書の交付を願入れる時は、「証明書交付願(様式 51 号)」に必要事項を記入し、事

務室に提出してください。なお、交付時期は翌日の午後(金曜日および休日前日の申請の場

合は休日明け)を原則としていますが、証明書の種類によっては暫時を要しますので、適宜、

窓口で確認してください。 

３３．．窓窓  口口  

日高キャンパス 保健医療学部 A 棟 1F 事務室 

川角キャンパス 川角校舎 1F 事務室 

４４．．受受付付時時間間  

月曜日から土曜日 8:30～17:00 

日曜日・祝日・年末年始は取扱いません 
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願願入入れれ・・届届けけ出出ななららびびにに証証明明書書交交付付のの概概説説  

１．身上関係 
書 類 概 説 備 考 

改姓･改名届 
（様式 11 号） 

姓または名を変更した場合 戸籍抄本添付 

保証人変更届 
（様式 12 号） 

入学時に提出した誓約書の保証人を変更する場合 保護者連署 

保証人住所変更届 
（様式 13 号） 

入学時に提出した誓約書の保証人住所に変更が生じた場合 保護者連署 

住所･本籍変更届 
（様式 14 号） 

住所や本籍が変更になった場合 
本籍変更の場合
は戸籍抄本添付 

２．学籍関係 
書 類 概 説 備 考 

休学願 
（様式 21 号） 

疾病その他やむを得ない事由のため、3 箇月以上修学できない場合 
(学則第 8章 第 22 条) 

疾病の場合は診断書添付 
保護者連署 

復学願 
（様式 22 号） 

休学中の学生が復学する場合 
(学則第 8章 第 23 条) 

疾病の場合は診断書添付 
保護者連署 

退学願 
（様式 23 号） 

退学する場合 
(学則第 8章 第 25 条) 

疾病の場合は診断書添付 
保護者連署 

転学科許可願 
（様式 24 号） 

転学科を希望する場合  

学生証･ﾈｰﾑｶｰﾄﾞ 
再交付願 

（様式 25 号） 
学生証またはネームカードﾞを紛失した場合 

発行期間 1 週間 
学生証 2,000 円 
ﾈｰﾑｶｰﾄﾞ  500 円 

３．授業関係 
書 類 概 説 備 考 

履修届 履修を行う場合  

履修取消し願 履修登録後に、履修していた科目を放棄する場合 申請期間に留意 

忌引届 
（様式 32 号） 

忌引きが発生した場合 保護者連署 

聴講願 
（様式 33 号） 

履修科目以外の、所属ないし他学科科目の聴講を希望する場合  

他学科受講願 
（様式 34 号） 

他学科の科目の履修を希望する場合  

学外教育活動届 
（様式 35 号） 

学外での教育活動を行う場合  

※1. 診断書、病院受診時の領収書、事故証明、遅延証明書など欠席理由を明らかに示せる書類がある場合は添付すること。 

４．証明書関係 
書 類 概 説 備 考 

証
明
書
交
付
願
（
様
式
51
号
） 

在学証明書 遠隔地保険証の交付や納税手続きを行なう場合など 翌日午後発行 

(金曜日および休

日前日の申請の

場合は休日明け) 

手数料 400 円 

成績証明書 就職試験を受ける場合など 

修了見込み証明書 就職試験を受ける場合など 

修了証明書 就職先などに提出する場合など 

単位修得見込み
証明書 

大学院に進学する場合など 

発行期間 適宜 

手数料 400 円 

内申書 大学院に進学する場合など 

調査書 大学院に進学する場合など 

推薦書 大学院に進学する場合など 

健康診断書 就職試験を受ける場合など 
発行：1～2週間
手数料：2,200 円 
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書 類 概 説 備 考 
   学生旅客運賃割引 
※      交付願 
   （様式 52 号） 

JR 各社の片道で 100 キロメートルを超える区間を乗車する場合 
翌日午後発行(金曜日
および休日前日の申
請の場合は休日明け) 

通学区間証明書交付願 
（様式 53 号） 

川角キャンパスへ通学する場合 手数料 0円 

通学証明書(臨床実習用) 
（様式 54 号） 

臨床実習先までの定期券を購入する場合 手数料 0円 

※ 学生旅客運賃割引の使用目的について 
交付は、原則として、次の目的をもって旅行をする必要があると認められる場合に限ります。 
(1) 休暇、所用による帰省  
(2) 実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動 
(3) 学校が認めた特別教育活動又は体育･文化に関する正課外の教育活動 
(4) 就職又は進学のための受験等 
(5) 学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加 
(6) 傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理 
(7) 保護者の旅行への随行 

５．その他 
書 類 概 説 備 考 

通学用自動車等 
登録申請書 

（様式 71 号） 
バイクや自動車を利用して通学する場合  

毛呂山･川越キャンパス 
構内駐車場利用願い 

（様式 72 号） 
毛呂山･川越キャンパスの自動車駐車場を利用する場合  

海外旅行届 
（様式 73 号） 

海外への観光あるいは語学研修で海外旅行をする場合 保護者連署 

印刷物掲示･配布願 
（様式 75 号） 

印刷物を学内掲示する場合および配布する場合 
掲示･配布物 
のサンプル 

教室使用願 
（様式 76 号） 

研究などで教室使用を希望する場合  

施設使用願 
（様式 77 号） 

研究などで教室以外の施設使用を希望する場合  

備品使用願 
（様式 78 号） 

大学の備品などを課外活動その他の目的で使用する場合  

修学上の合理的配慮 申出書 
（様式 80 号） 

修学上の合理的配慮を希望し、申し出る場合 

診断書あるいは障
害手帳の写し添付 

保護者連署 
 

事故届 
（様式 81 号） 

学内および学外で発生した事件や事故を報告する場合  

「学校感染症」 
治癒 (見込み)証明書 

（様式 91 号） 
学校感染症に罹患した場合 

別綴りの様式を
コピーして使用  
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学学生生のの懲懲戒戒処処分分ににおおけけるる標標準準ガガイイドドラライインン  

本学では、学則第 29 条に定める懲戒処分について、処分の適正と公正を図る観点から、処

分の指針となる標準ガイドラインを制定しています。 

 

埼埼玉玉医医科科大大学学学学則則第第 2299条条及及びび埼埼玉玉医医科科大大学学大大学学院院学学則則第第 2277条条にに規規定定すするる学学生生のの懲懲戒戒

のの手手続続ききににつついいてて  

(令和 2年 3月 27日制定) 

学長裁定第 4号 

 

埼玉医科大学学則(昭和 47年 2月 16日制定)第 29条及び埼玉医科大学大学院学則（昭和 53

年 3月 24日制定）に規定する学生の懲戒については、次の手続きによるものとする。 

 

１．学部長（大学院にあっては研究科長、以下同じ）は、学生の行為が懲戒の対象となりうること

を認識した場合、速やかに学長に報告するとともに、学生部長等に対し事実関係の調査を行う

よう指示をする。この場合、学長は必要に応じ調査委員会の設置を命ずることができる。 

２．当該学生からの事情聴取にあたっては、学生の人権に配慮したうえで行い、弁明の機会を十分

に与えるものとする。但し、当該学生が逮捕拘留される等により、直接事情聴取ができない場

合はこの限りではない。 

３．調査結果の報告を受けた学長は事実関係の認定を行い、学部長等と協議の上、「学生の懲戒処分

における標準ガイドライン」を参考に、懲戒処分の方針を決定する。 

４．学長は懲戒処分の方針について教授会（大学院にあっては研究科委員会、以下同じ）の意見を

聴き、処分を確定する。 

５．懲戒処分については、本人に通知するとともに、学内に告示する。 

６．学部長は、学長により懲戒処分が決定されるまでの期間、当該学生を自宅謹慎とすることがで

きる。 

７．無期停学処分を解除する場合、及び有期停学処分を延長する場合についても、学長は教授会の

意見を聴いたうえで決定する。 

８．学長は、懲戒決定前に当該学生から退学の申し出があった場合には、この申し出を受けないこ

とができる。 

 

附則 

令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

以上 
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学生の懲戒処分における標準ガイドライン 

区分 非違行為 
懲戒処分 

退学 停学 けん責 

犯罪行為 

殺人、強盗、放火等の凶悪な犯罪行為（未遂を含む） ○   

暴力、窃盗、恐喝、詐欺、万引きなどの犯罪行為 ○ ○  

薬物犯罪（脱法ドラッグを含む） ○   

ストーカー、痴漢、盗撮等の犯罪 ○ ○  

コンピュータ、SNSの不正使用または不適切使用 ○ ○ ○ 

交通違反 

飲酒運転・無免許運転・暴走運転等の危険運転（事

故の有無は問わない） 
○ ○  

ひき逃げ ○   

その他の交通法規違反による人身事故  ○ ○ 

交通法規違反の教唆・幇助  ○ ○ 

本学敷地内・周辺での無断駐車  ○ ○ 

飲酒 

飲酒を強要し重篤な事態を生じさせた場合 ○ ○  

満 20歳未満の学生と知りながら飲酒を勧める行為、

満 20歳未満の学生の飲酒行為 
 ○ ○ 

試験・授業に係る

不正 

カンニング等の不正行為 

レポート等の盗作や剽窃 
 ○ ○ 

授業出席に係る不正行為  ○ ○ 

学問的倫理 論文等作成における捏造、改ざん、盗用等 ○ ○ ○ 

ハラスメント 各種ハラスメントによる人権侵害 ○ ○ ○ 

その他 
本学の教育方針に違背する等、学生の本分に反する

行為 
○ ○ ○ 

具体的な処分については、以下を勘案し量定を決定する 

・懲戒対象行為の動機、態様、過失度合い 

・他の学生や社会への影響 

・過去に懲戒対象行為を行っているか 
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埼埼玉玉医医科科大大学学学学生生等等個個人人情情報報保保護護規規則則  

 

（平成 17年 3月 26日制定） 

（目的） 

第第１１条条 この規則は、学校法人埼玉医科大学個人情報保護規程（｢以下｢保護規程｣という。｣   

第２３条に基づき、埼玉医科大学(｢以下｢本学｣という。)が保有する学生等の個人情報の取扱

いに関する大学の責務と大学が講ずべき措置について適切且つ有効な実施を図り、個人情報の

主体である学生等個人の情報を保護するとともに、個人情報の開示、訂正及び削除の請求権を

保証することを目的とする。 

（用語の定義） 

第第２２条条    この規則において｢個人情報｣とは、保護規程の第３条第１号により定義されるもののう

ち、本学が業務上取得又は作成したものをいう。 

２ ｢個人データ｣とは、個人情報保護法第２条第４項で規定する｢個人情報データベース等を構

成する個人情報｣をいう。 

３ この規則において｢学生等｣とは、本学において教育を受けている者、これから本学において

教育を受けようとする者及び過去本学において教育を受けた者並びに受けようとした者をいう。 

（個人情報の収集と利用目的の特定） 

第第３３条条 個人情報の収集及び利用については、保護規程第１１条及び第１２条による他、本学の

学生等に関る個人情報の利用目的は、次の各号のとおりとする。 

（1）学内利用に関する次の事項 

ア 名簿管理に関すること。 

イ 学務に関すること。 

ウ 健康診断に関すること。 

エ 奨学事業に関すること。 

オ 生活指導に関すること。 

カ 賞罰に関すること。 

（2）学外への情報提供を伴う次の事項 

ア 保護者等への学務情報の提供 

イ 同窓会、父母会等関連団体への提供 

ウ 官公庁からの照会に関する事項 

エ 奨学団体への提供 

オ 留学先機関への提供 

カ 研修機関への提供 

キ 外部委託に伴う提供 

ク 本学の広報活動等における利用 

ケ 大学コンソーシアム等の大学間交流、公開講座等への参加に伴う利用 

（3）その他、安全管理、教育の向上、および教育サービス等の観点から必要な事項 

（4）本学は原則として次の情報を収集してはならない。 

ア 思想、信条及び宗教に関する事項 

イ 社会的差別の原因となる事項 
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（個人情報の取得や第三者提供の際の本人の同意） 

第第４４条条 本学が保有する学生等の個人情報の利用目的、原則として予め当該本人に通知し、又は

公表することとする。 

２ 前項の通知については、口頭、書面、電子メール等の方法で行う。公表については、学校の

掲示板及びホームページ等に掲示する方法で行うものとする。 

３ 当該本人が、当該個人情報の取り扱いについて承諾する場合は、口頭、書面等により意思表

示を行うものとする。 

４ 次の各号に該当する場合については、本人の同意を得ないことができる。 

（1）法令に基づく場合。 

（2）人の生命、身体又は財産保護のために必要な場合であって本人の同意を得ることが困難な

場合 

（3）公衆衛生の向上又は学生等の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難な場合 

（4）国の機関若しくは地方公共団体等から法令の定める事務遂行に対して協力する必要がある

場合であって、本人の同意を得ることにより本学の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき。 

（5）学術研究または統計解析のために利用する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそ

れがないと認められるとき。 

（6）学生教育を適切に遂行するため、学務上および事務上の必要があり、本人の権利利益を不

当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

（7）その他、個人情報保護委員会が正当と認めたとき。 

（安全管理措置及び従事者の監督） 

第第５５条条 本学は学生等に関する個人データを取り扱う従事者及びその権限を明確にした上でそ

の業務を行わせること。 

２ 学生等に関する個人データは、その取り扱いについての権限を与えられた者のみが業務の遂

行上必要な限りにおいて取り扱うこと。 

３ 学生等に関する個人データを取り扱う者は、業務上知り得た個人データの内容をみだりに第

三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

その業務に係る職を退いた後も同様とする。 

４ 本学は、学生等に関する個人データ管理責任者及び個人データを取り扱う従事者に対し、そ

の責務の重要性を認識させ具体的な個人情報の保護措置に習熟させるため、必要な教育及び研

修を行うものとする。 

（委託先の監督） 

第第６６条条 本学は個人データの安全管理について、十分な措置を講じている者を委託先として選定

するものとする。 

２ 前項の規定の趣旨に従い、委託先が委託を受けた個人データの安全管理のために講ずべき措

置の内容が委託契約において明確化されるために、以下の事項を定めるものとする。 

（1）委託先においてその従業者が知り得た個人情報を漏らし又は盗用してはならないこと。 

（2）個人データ取り扱いの再委託を行うに当っては、あらかじめ文書により本学の了承を得る

こと。 
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（3）委託先における保管期間等を明確化すること。 

（4）利用目的達成後の個人データの返却又は委託先における破棄若しくは削除を確実に行うこ

と。 

（5）委託先における個人データの加工（委託契約範囲内のものを除く。）、改ざん等を禁止し、

又は制限すること。 

（6）委託先における個人データの複写又は複製（安全管理上必要なバックアップ等委託契約範

囲内のものを除く。）を禁止すること。 

（7）委託先において個人データ等の漏えい等の事故が発生した場合に委託元へ報告義務を課す

こと。 

（8）委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合に委託先の責任が明確化され

ていること。 

（個人情報の第三者提供） 

第第７７条条 本学は学生等に関する個人データを同窓会、奨学事業を行う団体その他の第三者に提供

する場合には、次に掲げる事項に留意するものとする。 

（1）提供先において、当該個人データの取り扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、又は盗

用してはならないこと。 

（2）当該個人データの再提供を行うに当っては、あらかじめ文書をもって本学の了承を得るこ

と。 

（3）提供先における保管期間等を明確化すること。 

（4）利用目的達成後の個人データの返却又は提供先における破棄若しくは削除が適切且つ確実

になされること。 

（5）提供先における個人データの複写及び複製（安全管理上必要なバックアップを目的とする

ものは除く。）を禁止すること。 

（保有個人データの開示） 

第第８８条条 本学は本人から当該本人の成績の評価、その他これに類する事項に関する保有個人デー

タの開示を求められた場合におけるその開示又は非開示の決定に当っては、大学における教育

活動に与える影響を勘案するものとする。 

２ 本人の法定代理人から本人に関する保有個人データの開示を求められたときは、原則として

本人に対し書面又は開示請求者が同意した方法により手続きを行い、全部又は一部について非

開示とする旨の決定をしたときには、本人又は開示請求者に対しその旨を遅滞なく通知するも

のとする。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を本人に開示しないことができる。 

（1）本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

（2）大学の運営上、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

（3）他の法令に違反することとなる場合 

（本人の利便を考慮した適切な措置） 

 

第第９９条条  本学は本人からの保有個人データの開示請求が円滑に行われるよう、その手続を本人に

周知するよう努めるとともに、閲覧の場所及び時間等について配慮しなければならない。 

２ 前項に関る具体的な手続き、請求用関係書類の様式その他の案内等については別に定める。 
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（苦情の処理） 

第第１１００条条 本学は学生等に関する個人情報の取り扱いに関する苦情の適切且つ迅速な処理を行

うため、苦情及び相談を受付ける窓口の明確化等必要な体制の整備に努めるものとする。 

   附 則 

 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 
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埼玉医科大学保健医療学部の学生に対するハラスメント等防止規則 

 
(平成19年 3月19日制定) 

改正 平成24年 3月16日 令和 6年11月22日 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は、学校法人埼玉医科大学ハラスメント等防止規程(以下「法人ハラスメント防止等

規程」という。)第10条の規定に基づき、埼玉医科大学保健医療学部に在籍する学生(以下「学生」

という。)に対するハラスメント等の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問

題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この規則において、使用する用語の意義は、法人ハラスメント等防止規程の定めるところに

よる。 

(教職員及び学生の責務) 

第３条 教職員及び学生は、この規則に定めるもののほか、法人ハラスメント等防止規程その他別に

定める「ハラスメント防止のために教職員が認識すべき事項」及び「ハラスメント等防止のために

学生が認識すべき事項」に従い、ハラスメント等の問題を起こし、又は他者が行うハラスメント等

を容認してはならない。 

(苦情相談) 

第４条 保健医療学部事務室(川角キャンパスを含む。)に、学生からのハラスメントに関する苦情の

申出及び相談(以下「相談等」という。)に対応するための相談窓口を設置する。 

2  前項の相談窓口に、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)複数名を置く。 

3  相談員は、教職員のうちから保健医療学部長が指名する者をもって充てる。 

4  学生は、第1項の相談窓口のほか、法人ハラスメント等防止規程第5条第1項の全学の相談窓口に相

談等を行うことができる。 

(学長への報告) 

第５条 相談員は、学生がハラスメント等により著しく学修機会及び教育環境が害され、又は不利益

を受けた場合には、保健医療学部長を通じて、学長に報告するものとする。 

(雑則) 

第６条 この規則に定めるもののほか、ハラスメント等の防止及び排除のための措置等に関し必要な

事項は、別に定める。 

附 則(平成19年3月19日) 

  この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月16日) 

  この規則は、平成24年3月16日から施行し、平成23年11月26日から適用する。 

附 則(令和6年11月22日) 

  この規則は、令和6年11月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。 
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ハハララススメメンントト等等防防止止ののたためめののガガイイドドラライインン  

１ ハラスメント等の防止に関して学生が認識すべき事項 

1）基本的な考え方 

ハラスメント問題を起こさないように、学生は他の学生や教職員と接するに当たり、次の 

事項の重要性について十分認識しなければならない。 

（1）お互いの人格を尊重し合う意識を持つこと。 

（2）対等なパートナーシップを確立する意識を持つこと。 

（3）相手の性別や社会的地位等の属性に関し、不適切な言動をしない意識を持つこと。 

（4）気づかないでハラスメントの加害者・被害者になることがあるという意識を持つこと。  

【ハラスメントの加害者・被害者にならないための心構え】 

① 言動の受け止め方には個人間や男女間、その人物の立場等により差があり、ハラス 

メントに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。 

・ 親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を

不快にさせてしまう場合があること。 

     ・ 不快に感じるかどうかには個人差があること。 

     ・ この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。 

     ・ 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。 

② 相手が拒否し、又は嫌がっている場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。 

③ 拒否や不快であることの意思表示が相手からいつもあるとは限らないこと。 

ハラスメントを受けたものが、上級生や部活の先輩等との人間関係を考えて拒否す  

ることができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らず、拒否の意思表示

ができないことも少なくないが、それを同意・合意と勘違いしてはならない。 

④ 学内におけるハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。 

例えば、学内での人間関係がそのまま持続する部活の歓迎会、コンパ等の場における

ハラスメント行為に注意しなければならない。 

2）ハラスメント等の種類 

  典型的な 4つのハラスメントとその他のハラスメント・人権侵害行為があります。 

   （1）セクシュアルハラスメント 

性的な内容に関する発言や行動により、相手に不快感を与えること。たとえ相手に好意が 

あったとしても加害者になり得る。 

具体的には、性的な魅力を指摘する、卑猥な言葉を話す、相手の了解を得ずに体に触るな

ど相手に対する直接的なものに限らず、ポスターを掲示する、動画を無理やり見せるなどが

ある。 

また、性別による差別的な発言（ジェンダーハラスメント）も含む。 

（2）パワーハラスメント 

地位や権限又は年齢、経験などの優位性を背景に、適正な範囲を超えて、人格と尊厳  

を侵害する言動を行い、精神的・身体的苦痛を与え、あるいは修学環境を悪化させるこ

と。学生間では部活動の中で起こる可能性が高い。先輩と後輩の関係、顧問と部員の関

係、レギュラー選手と控え選手の関係、入部や退部の問題で起こりやすいという特徴が

ある。 
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  （3）アカデミックハラスメント 

教育・研究上の権力を濫用し、他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことに  

より、その者に、修学・教育・研究ないし職務遂行上の不利益を与えることや、その修学・

教育・研究ないし職務遂行上に差し支えるような精神的・身体的損害を与えること。 

例えば、授業を受けさせない、学生のプライバシーを暴露する、特定の学生に不要な

作業を命ずる、不公平な評価をする、指導・指示に従わないと授業単位をやらないと発

言する、といったものがある。  

（4）モラルハラスメント 

言葉や態度などいわゆる「見えない暴力」によって支配下に置いたり、精神的に追い  

詰めたりする行為を指す。言葉や態度、身振りや文書などによって、相手の人格的尊厳

を傷つけたり、修学・研究や仕事の環境を悪化させたりすることをいう。 

上下関係にある場合のみならず、対等であるべき友人の間柄でも起こり得るものであ

り、また、教員や上級生であっても被害者となり得る。 

（5）その他のハラスメント・人権侵害行為 

・ アルコールハラスメント 

20 歳未満の者に対して年齢を確認しないあるいは確認したにもかかわらず飲酒 

を勧めたり強要したりする、アルコールが苦手な人に対して飲酒を強要する、強要

を応援するようにはやし立てる、強要する場面を止めずに見て見ぬ振りをする、飲

酒を断りにくい環境を設定するといった行為。 

・ 性暴力 

同意のない性的な行為は、性暴力であり、重大な人権侵害である。人は自分の心   

と体を尊重される権利を持っており、性暴力はその権利を著しく侵害するものであ

ることを認識しなければならない。 

具体的には、同意のない状態でのボディタッチ、キス、性交等やアルコール、レ    

イプドラッグ等の薬物を使用した性暴力、SNS等を通じた性被害、痴漢等があり、性

暴力は刑法上の処罰の対象となり得る。 

そのほか、ジェンダーハラスメント、ソーシャルメディアハラスメント、エイジハラ   

スメント、マタニティハラスメント、レイシャルハラスメント、ケアハラスメント等が

ある。 

デート DVなどの言動も人権侵害行為になる。 

3）懲戒処分 

ハラスメント等の動態等によっては本学の学生としての本分にもとる行為等に該当して、 

懲戒処分に付されることがあることを十分認識すること。とりわけ性暴力に関しては、退学を

含めた厳しい懲戒処分が課されることがある。 
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２ 適正な学修・研究環境を確保するために認識すべき事項 

ハラスメントにより学修・研究環境が害される事を防ぐため、教職員及び学生は次の事項につ

いて積極的に努めなければならない。 

1）ハラスメントについて被害を訴えた学生をいわゆるトラブルメーカーとみなしたり、ハ

ラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片付けないこと。 

2）ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さないようにするために、周囲に対す 

る気配りをし、必要な行動をとること。 

（1）ハラスメントが見受けられる場合は、そうした言動をとった者への注意を促すこと。 

（2）被害を受けていることを見聞きした場合は、声をかけて相談にのること。 

＊ 被害者は「恥ずかしい」、「トラブルメーカーのレッテルを貼られたくない」、

「仕返しが怖い」などの考えから、他の人に対する相談をためらうことがある。 

被害者を深刻にしないように、気がついたことがあれば声をかけて気軽に相談

に乗ることが大切である。 

（3）学内においてハラスメントがあった場合には、第三者として、気持ちよく学修・ 

研究ができる環境づくりをするために、担任教員等の教職員に相談することをため

らわないこと。相談しやすいように互いの信頼関係構築に努めること。 

３ ハラスメントに起因する問題が生じた場合において学生に望まれる事項 

1）基本的な心構え 

（1）一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないと認識すること。 

ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけでは、必ずしも状況は改善さ

れないということをまず認識することが大切である。 

被害にあったのは、決してあなたのせいではありません。 

（2）ハラスメント防止に対する行動をためらわないこと。 

「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない」、「恥ずかしい」などと考えがち

だが、被害を深刻なものにしない、他に被害者を作らない、さらにはハラスメントをな

くすことは自分だけの問題でなく、学修・研究するための適正な環境の形成が重要であ

るとの考えに立って、勇気を出して行動することが求められる。 

2）ハラスメントの被害を受けたと思うときに望まれること 

学生は、ハラスメントを受けた場合、次のような行動をとるよう努めることが望まれる。 

（1）嫌なことは相手に対して明確に意思表示すること。 

ハラスメントに対しては毅然とした態度をとること。すなわち、はっきりと自分の  

意思を相手に伝えることが重要である。 

（2）信頼できる人に相談すること。 

まず、同級生や友人、担当教員や保健室（学生健康推進室）職員等の身近な信頼で    

きる人に相談することが大切である。 

(3) 相談しても解決が困難な場合には、「相談員」に相談するためハラスメント窓口（保

健医療学部事務室、保健室(健康推進室)、学生サポート相談室）で相談、申し立てをす

る。なお、相談員に相談するときは、ハラスメントが発生した日時、内容等について記

録したり、第三者の証言を得ておくことが望ましい。 
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学生生活に関する規定１ 

――  災災害害にに対対すするる予予防防とと対対応応  ――  

1．災害に対する予防と防災の心得 

1）一般的事項 

（1）登校時の心得 

① 緊急時に救急車や消防自動車の通行の妨げにならないよう、自転車、自動二輪車、自

動車は所定の場所に置くこと。 

（2）下校時の心得 

① 教室は窓締め等の安全確認を行い、冷暖房のスイッチを切り、消灯のうえ退出する。 

② 必要のない電気器具のコンセントは抜いておくこと。 

（3）実習室・実験室使用中の心得 

① 実習室や実験室を使用する際には、実習責任者・実験責任者の指示に従い安全に配慮

すること。 

2）火災の予防と防災の心得 

（1）構内は禁煙です。 

（2）構内において許可なく火気を使用しないこと。 

（3）火気の近くには燃えやすいものを置かないこと。 

（4）火気使用後は後始末を完全に行うこと。 

（5）消火器、火災報知機等の設置場所と使用方法を平素から確認し、熟知しておくこと。 

（6）教室、実習室内の整理整頓に心がけ安全な避難路を平素から確保しておくこと。また、

避難口の近くや防災扉の前には物を置かないこと。 

3）地震発生に備えての防災の心得 

（1）平常時 

① 学生間（クラス、部活、友人等）で折に触れて話し合いをすること。 

② メディア等で地震についての知識を得ておくこと。 

③ 教室、実習室内の整理整頓に心がけ安全な避難路を平素から確保しておくこと。 

また、避難口の近くや防災扉の前には物を置かないこと。 

（2）注意報等の発令時 

   ① 学内にいる場合 

ア）課外活動は中止すること。 

イ）窓のカーテン、ブラインド類を閉鎖すること。 
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ウ）火気は使用しないこと。 

エ）エレベーターを使用しないこと。 

オ）大学の指示に従うこと。 

② 学外にいる場合 

ア）メディアや地域の緊急非常放送から、正しい知識を得ること。 

イ）地方自治体が実施する地震防災応急対策の指示に従うこと。 

4）自然災害時の休講基準 

（1）警報または、特別警報が発令された場合、発令後の授業等（講義、実習、演習、試験

を含む）は中止とする。 

   ① 授業等の開始予定が午前である日においては、午前 6時から授業開始までの、ある

時点で警報が発令されていれば、その後解除されても午前の授業等は中止となる。 

 この場合、午前 10時の時点で警報が発令されていれば、その後解除されても午後

の授業等も中止となる。 

   ② 授業等の開始予定が午後である日においては、午前 10時から授業開始までの、ある

時点で警報が発令されていれば、その後解除されても午後の授業等は中止となる。 

なお、臨地実習（臨床実習）の場合に限っては、原則として実習は通常どおり実

施するが、遅刻や欠席については十分な配慮を行うので、自らの安全を優先しつつ、

状況に応じて実習参加の可否を考えて行動すること。 

   ③ 休講の対象となる警報の発令地域は、以下の区分による。      

受講場所 警報の発令地域 

日高キャンパス 日 高 市 

川角キャンパス 毛呂山町 

毛呂山キャンパス 毛呂山町 

川越キャンパス 川 越 市 

（2）警報または、特別警報が発令された場合とは、次のいずれかが発令された場合とする。 

  ① 警報 

    ア．大雨・暴風警報（大雨警報と暴風警報がともに発令された場合） 

    イ．暴風雪警報 

    ウ．大雪警報   

② 特別警報 

    ア．大雨特別警報 

    イ．暴風特別警報 

    ウ．暴風雪特別警報 

    エ．大雪特別警報 

（3）事前に大きな被害が予想される場合は、危険性を考慮し、学部長の判断により事前に

休講を決定することがある。 

  ※休講等の連絡は、メールにてお知らせいたします。必ず受信できるよう、スマートフ

－ 294 －



ォン等へのメール転送設定をしておくこと。 

5）自然災害時の学生の対応 

（1）「自然災害時の休講基準」によって休講かどうかを判断し、休講時は登校しない。 

（2）授業等の実施中に警報または、特別警報が発令された場合は、学部長の判断に従う。 

（3）大学外の施設での実習中に当該施設の地域に警報または、特別警報が発令された場合

には、担当教員の指示に従う。 

（4）通学経路に警報または、特別警報が発令された場合は大学（事務室）に連絡を取り、

登校せず帰宅する。 

◎ 地震から身を守る際の優先順序 

① まずわが身の安全をはかる（机の下にもぐりこむ等）。 

② 火の気がある場合には可能な限り火の始末を行う。 

③ 落下物等に気をつけ、すばやく危険な場所から離れる。 

④ 避難は徒歩が原則（身軽な格好で）。 

⑤ 正しい情報をつかむ。 

⑥ まわりの人たちと冷静に協力しあう。 

⑦ 大学へ安否等の連絡をする。 
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学生生活に関する規定 2 

――  安安全全運運転転おおよよびび事事故故遭遭遇遇時時のの対対処処  ――  

1．安全運転の心得 

1）自転車、自動二輪車、自動車を運転する場合 

（1）交通ルールを守ること。 

（2）安全速度を守り、安全運転を心がけること 

（3）カーブの手前ではスピードを落とすこと。 

（4）交差点、踏切、一時停止の場所では必ず安全を確かめること。 

（5）横断歩道では歩行者の安全を守ること。 

（6）シートベルト、ヘルメットを必ず着用すること。 

（7）運転しやすい服装で行うこと。 

2．事故遭遇時の対処 

1）事故に遇った場合には、先ず人命救助に努めること。その後、事務室へ速やかに報告す

ること。 

2）報告あたっては、以下の事項を落ち着いて正確に伝えること（「事故届(様式 81 号)」の

提出）。 

（1）学科 

（2）学年 

（3）氏名 

（4）事故遭遇時間と場所 

（5）状況 

（6）負傷者の有無 
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ソソーーシシャャルルメメデディィアアのの利利用用にに関関すするるガガイイドドラライインン

インターネットにおけるホームページ(World Wide Web: WWW、WEB)ならびに LINE、Facebook、
X、Instagram などのソーシャルネットワークサービス(SNS)は大変便利なコミュニケーションツール

ですが、その不適切な利用が倫理的さらには法的に問題となる場合があります。そこで、WEB や SNS
のサービス、 さらに PC やスマートフォンなどの通信デバイスの取り扱いと個人情報保護の遵守を

もう一度確認してください。とくに、大学の名前やロゴを使用してソーシャルメディアで発言して

しまうと、閲覧者は貴方の個人的な発言を「埼玉医科大学の発言」として受け取るかもしれません。

本ガイドラインを参考にソーシャルメディアの利用の注意事項を十分理解し遵守しましょう。

【スマートフォンやアカウントの利用において遵守すべきこと】 

他者のスマートフォンや SNS を無断で使用することは「不正アクセス行為の禁止等に関す

る法律」によって処罰されることがあります。

1. 不正アクセスされないよう、スマートフォンや SNS のアカウントのパスワードは他者

に知られないようにしてください。

2. 他者のスマートフォンを許可なく使ったり、のぞき見る行為はやめましょう。

3. 他人のアカウントを奪うおよび無断で使用する「なりすまし」行為は絶対に行っては

いけません。

4. 安易な気持ちでアカウントを他者に預けることもしてはいけません。「なりすまし」に

悪用されないように心掛けてください。

5. パスワードは「強力なパスワード」（十分に長く複雑なもの）を設定してください。

6. パスワードの「使いまわし」（様々なサービスで同一のパスワードを設定すること）は

行わないでください。

【WEB や SNS での情報発信について】 

以下の内容を発信しないように注意しましょう。

1. 他者を誹謗中傷する内容

2. 他者のプライバシーにかかわる内容

3. 公の秩序または善良の風俗に反する内容

4. 人種、民族、言語、宗教、身体、性、思想などに関する差別的内容

5. 教育および研究上で秘密保持が必要な内容

6. 自分および他人の住所、電話番号などの個人情報

【WEB や SNS への投稿について】 

WEB や SNS 上は公の場なので一時の感情で投稿することはとても危険です。

1. 一度投稿してしまうと、複製されたコメントや写真が異なるサイトに無断で掲載され

拡散する恐れがあります。

2. 安易な気持ちで投稿した内容が他者を傷つける場合があります。さらには、名誉毀損

など法的な措置をとられることがありますので、慎重に投稿しなければいけません。
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◎犯罪の場合	 	 １１０（飯能警察署　042-972-0110）
◎火災や負傷者の救護の場合	 １１９（埼玉西部広域消防本部　042-973-9119）
◎日高キャンパス内の連絡先
　（火災の場合）	 防火センター	 042-984-4119（内線 7119）
　（犯罪等の場合）	 警備センター	 042-984-4110（内線 7110）
◎大学の連絡先
　保健医療学部事務室	 042-984-4801（内線 3010）

緊急連絡先
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